
小
田
原
藩
に
お
け
る
「
取
締
役
」
制
の
展
開
と
組
合
村

馬
場
弘
臣

『
近
世
関
東
の
地
域
社
会
』
（
岩
田
書
院
）
抜
刷

二
○
○
四
年
八
月
発
行



一
九
八
○
年
代
以
降
に
大
き
な
進
展
を
み
せ
た
中
間
支
配
機
構
研
究
に
つ
い
て
は
、
近
年
に
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
点
の
整

理
・
総
括
、
比
較
検
討
、
そ
し
て
新
た
な
視
点
の
提
示
と
模
索
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
牽
引
車
で
あ
っ
た
久
留
島
浩
氏
は
、
幕
領
に
お

（
１
）

け
る
惣
代
庄
屋
１
組
合
村
制
の
検
討
を
通
し
て
、
「
御
用
」
と
「
惣
代
」
と
い
う
中
間
支
配
機
構
の
も
つ
一
一
面
性
的
性
格
を
提
起
さ
れ
た
。

と
く
に
そ
の
「
惣
代
性
」
へ
の
着
目
が
、
組
合
村
（
村
連
合
）
の
問
題
を
含
め
て
、
近
世
に
お
け
る
「
自
治
」
の
性
格
や
特
質
の
究
明
を
促
し

（
２
）

（
３
）

た
こ
と
は
周
知
，
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
各
地
の
幕
領
に
お
け
る
惣
代
庄
屋
ｌ
組
合
村
研
究
は
も
と
よ
り
、
関
東
に
お
け
る
「
領
」
研
究
、

（
４
）
（
５
）

寄
場
組
合
の
再
評
価
、
関
西
に
お
け
る
村
連
合
・
広
域
行
政
や
用
達
（
用
聞
）
に
関
す
る
研
究
な
ど
、
直
接
的
・
間
接
的
で
あ
る
》
〕
と
を
問
わ

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
成
果
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
以
前
筆
者
も
そ
の
立
ち
後
れ
を
指
摘
し
て
い
た
藩
領
に
お
け
る
中

（
６
）

間
支
配
機
構
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
志
村
洋
氏
ら
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
を
整
理

し
、
総
括
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
筆
者
の
手
に
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
そ
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
近
世
後
期
に
お
け
る
中
間

小
田
原
藩
に
お
け
る
「
取
締
役
」
制
の
展
開
と
組
合
村

は
じ
め
に

馬
場
弘
臣
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層
（
あ
る
い
は
民
衆
そ
の
も
の
）
の
行
政
能
力
の
向
上
と
領
主
よ
り
委
任
さ
れ
る
行
政
事
務
の
拡
大
、
そ
れ
に
と
も
な
う
地
域
的
な
自
主
管
理

体
制
の
形
成
と
広
域
的
な
合
意
形
成
シ
ス
テ
ム
の
発
達
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
地
域
財
政
の
成
立
と
い
っ
た
課
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し

て
こ
れ
ら
近
世
後
期
の
地
域
社
会
が
つ
ち
か
っ
て
き
た
自
主
的
・
自
律
的
な
地
域
管
理
体
制
が
、
近
代
の
地
域
社
会
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と

（
７
）

い
う
指
摘
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
ｐ
こ
の
よ
う
に
、
近
年
に
お
け
る
中
間
支
配
機
構
研
究
は
、
広

域
支
配
の
あ
り
方
と
行
財
政
的
側
面
の
獲
得
過
程
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
地
域
社
会
論
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
が

（
８
）

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
上
で
最
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
社
会
論
を
社
会
的
権
力
の
次
元
で
捉
え
直
し
て
い
く
よ
う
な
視
点
や
、
中
間

（
９
）

支
配
機
構
相
互
の
比
呪
較
検
討
や
類
型
化
が
試
み
ら
れ
て
き
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
膨
大
な
研
究
成
果
の
上
に
今
後
ど
の
よ
う
な
論
点
を
積
み
上
げ
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
中
間
支
配
機
構
研
究
も
ま
た
い
、
岐
路
に
立

た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
実
態
論
と
し
て
み
た
場
合
ｊ
藩
領
域
お
け
る
中
間
支
配
一
機
構
や
広
域
行
政
体
に
関
す
る
研
究
は
、
次

第
に
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
少
な
い
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
藩
の
政
治
組
織
や
支
配
機
構
、
さ
ら
に
は
藩
政

の
展
開
や
藩
財
政
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
相
似
し
た
点
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
政
治
的
位
置
づ
け
や
経
済
的
条

件
、
地
域
的
特
性
の
問
題
な
ど
、
各
藩
の
「
個
性
」
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
比
較
検
討
し
て
い
く
に
し
て
も
、
か
っ

て
存
在
し
た
は
ず
の
藩
の
数
や
そ
の
多
様
性
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
モ
デ
ル
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
藩
領
に
お
け
る

地
域
社
会
の
形
成
の
あ
り
方
を
問
う
な
ら
ば
、
藩
が
置
か
れ
た
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
状
況
と
そ
の
作
用
の
仕
方
に
つ
い
て
最
大
限
の

配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
早
急
な
一
般
化
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
研
究
が
そ
う
し
た
側
面
を
無
視
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
藩
領
の
場
合
、
そ
の
領
域
が
一
円
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
幕
領
に
比
し
て
藩
政
の
動
向
に
強
く

規
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
点
を
含
め
て
な
お
、
近
世
後
期
の
中
間
支
配
機
構
な
い
し
は
民
衆
が
行
財
政
的
手
腕
を
獲
得
し

218



つ
つ
成
長
し
て
い
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
領
主
支
配
の
展
開
と
の
関
連
で
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
内
的
な
成
長
を
促
し
た
外
的
な
要
因
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
中
間
支
配
機
構
や
広
域
行
政
体
が
重
視
さ
れ
て
く
る

背
景
と
し
て
、
時
代
的
状
況
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
固
有
の
政
治
的
・
社
会
的
規
定
性
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
動
向
を

位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｐ

小
田
原
藩
の
場
合
、
こ
う
し
た
組
織
自
体
が
後
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
対
象
と
な
り
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
と
く
に
藩
政
を
規
定
し
た
要
因
と
し
て
、
小
田
原
藩
が
関
東
に
位
置
す
る
譜
代
藩
で
あ
り
、
老
中
を
輩
出
す
る
家

格
を
有
し
て
い
た
こ
と
。
し
か
も
六
か
所
の
関
所
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
関
東
の
西
の
守
り
口
と
し
て
軍
事
的
に
重
要
な
拠
点
で
あ
る
こ

と
。
相
模
湾
に
面
し
て
い
る
こ
と
で
海
防
上
の
要
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
秘
。
そ
れ
は
小
田
原
藩
の
藩
政
が
、
幕
政
の

展
開
と
密
接
な
関
係
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
影
響
を
含
め
て
、
藩
政
、
と
く
に
地
方
支
配
と
在
地
の
動
向

と
の
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
Ｐ
す
で
に
筆
者
は
別
稿
で
、
中
間
支
配
機
構
と
し
て
の
「
取
締
役
」
の
成
立
過
程
を
藩

（
ｕ
）

政
改
革
の
展
作
開
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
続
編
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
に
近
世
後
期
～
幕
末
期
に

お
け
る
藩
政
の
展
開
過
程
を
検
討
し
て
い
え
中
で
：
取
締
役
Ｉ
組
合
村
体
制
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
い
。
そ
し
て
第
二
に
公
そ
の
中
で
取
締
役
や
組
合
村
が
果
た
し
た
役
割
や
機
能
を
具
体
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
点
を
探

り
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
変
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小
田
原
藩
の
「
取
締
役
」
制
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
・
同
二
年
、
天
保
二
年
（
一
八
三

（
咽
）

一
）
の
一
二
つ
の
段
階
が
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
噴
矢
と
な
る
寛
政
一
○
年
の
取
締
役
は
、
幕
府
の
「
取
締
役
設
置
令
（
通
り
者
禁
令
）
」
に
そ

っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
小
田
原
藩
で
は
組
合
村
ご
と
に
組
頭
ク
ラ
ス
の
村
役
人
数
名
を
こ
れ
に
任
じ
て
い
る
が
、
地
方
支
配
や
諸
政
策

の
中
で
こ
れ
ら
の
取
締
役
た
ち
が
、
と
り
た
て
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
文
政
元

，
年
・
二
年
和
天
保
二
年
の
取
締
役
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
藩
政
の
画
期
、
と
り
わ
け
藩
主
大
久
保
忠
真
に
よ
る
藩
政
の
改
革
と
密
接
不
可
分
な
関

係
に
あ
っ
た
ｐ
ま
ず
、
文
政
元
年
は
、
忠
真
が
京
都
所
司
代
か
ら
老
中
に
就
任
し
た
年
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
領
内
の
改
革
も
よ
う
や
く

に
し
て
本
格
的
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
ｐ
そ
し
て
こ
の
一
二
月
に
は
、
改
め
て
城
付
領
に
お
け
る
広
域
的
な
行
政
区
域
で
あ
る

「
筋
」
を
単
位
と
し
て
取
締
役
が
任
命
さ
れ
た
ｂ
こ
の
う
ち
相
模
国
内
の
東
筋
と
中
筋
（
後
掲
図
１
参
照
）
に
は
二
名
ず
つ
の
、
ま
た
駿
河

国
も
伊
豆
国
内
の
西
筋
や
飛
地
領
で
は
そ
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
一
’
一
一
名
ず
つ
の
名
主
が
取
締
役
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
翌
文
政

一
一
年
六
月
に
な
る
と
、
新
た
な
倹
約
令
の
発
布
に
と
も
な
っ
て
、
組
合
村
ご
と
に
一
一
～
四
名
の
名
主
を
任
命
す
る
形
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
天
保
二
年
に
は
一
つ
の
組
合
村
に
対
し
て
名
主
一
名
が
取
締
役
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
文
政
三
年
か
ら
は
じ

（
過
）

ま
る
「
十
ヶ
年
御
勝
手
向
改
革
」
に
連
動
し
た
措
置
で
あ
…
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
は
、
そ
れ
自
身
が
計
画
的
・
意
識
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
段
階

を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
締
役
が
次
第
に
「
惣
代
」
と
し
て
の
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
、
忠
真
の
民
政
分
野
に
お

近
世
後
期
の
藩
政
と
「
取
締
役
」
制
の
展
開
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け
る
改
革
は
、
在
地
の
負
担
に
依
拠
す
る
方
向
性
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
取
締
役
の
設
置
と
そ
の
改
編
も
ま

た
、
そ
う
し
た
政
策
基
調
の
具
現
化
の
一
つ
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
文
政
二
年
の
取
締
役
も
天
保
二
年
の
そ
れ
も
と
も
に
「
組

合
取
締
役
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
後
者
の
方
が
よ
り
機
能
的
な
存
在
で
あ
り
、
事
実
、
そ
の
後
の
藩
政
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
取
締
役
が
本
格
的
な
活
動
を
開
始
す
る
の
は
、
む
し
ろ
忠
真
が
死
去
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
ず
は
忠
真
死
去
後
の
藩
政
、
と
り
わ
け
地
方
支
配
に
お
い
て
取
締
役
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
く
る
の
か
、
具
体
的
に
み
て
い

（
Ｍ
）

く
こ
と
に
し
よ
う
。

１
天
保
八
年
の
役
方
筋
分
と
「
取
締
役
」

一
九
世
紀
前
半
の
改
革
を
主
導
し
た
藩
主
忠
真
が
死
去
し
た
の
は
、
天
保
八
年
三
月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
年
後
の
九
月

四
日
に
藩
当
局
は
．
「
役
方
筋
分
」
を
公
表
し
、
地
方
支
配
に
対
す
る
改
編
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
た
ｂ
「
役
方
」
は
地
方
役
人
の
こ
と
で
あ

り
、
「
筋
分
」
・
は
そ
の
地
方
役
人
を
先
に
述
べ
た
筋
ご
と
に
配
置
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
筋
分
は
以
降
の

地
方
支
配
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
る
過
程
に
は
若
干
説
明
を
要
す
る
ｐ
従
来
小
田
原
藩
で
は
、
東
筋
・

中
筋
・
西
筋
の
各
行
政
区
域
を
代
官
二
名
ず
つ
で
管
轄
す
る
体
制
が
敷
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
筋
分
」
あ
る
い
は
「
掛
分
」
と
称
し
て
い

た
。
こ
れ
が
文
政
一
一
年
の
改
革
で
寺
社
・
町
・
郡
の
三
奉
行
が
兼
帯
と
な
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
二
一
一
筋
一
統
を
代
官
が
一
括
し
て
支
配

す
る
体
制
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
．
領
」
支
配
と
称
し
て
い
る
。
別
稿
で
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
自
体
は
十
ケ
年
御
勝
手
向
改

革
に
連
動
し
た
地
方
支
配
の
再
編
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
再
び
「
筋
分
」
、
す
な
わ
ち
分
担
支
配
に
戻
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
の
筋
分
で
は
、
代
官
や
そ
の
手
代
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
全
員
で
地
方
全
般
を
担
当
し
て
い
た
郡
奉
行
ま
で
が
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表１天保８年（1837）の役方筋分にともなう役人の編成

註）・文化４年より「小田原記録覚｣、同「小田原御用向日記控」（滋賀県

日野町近江日野商人館蔵山中家文書）より作成。

・代官は大川通川除・村々堰川除開発方改役，御貨物取立役兼帯。
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役職 役人名

御
勘
定
役
所
台
所
掛
り

御賄方家老

年寄

御用人

、

大勘定奉行

吟味役

大金奉行

辻七郎左衛門

槙島惣兵衛

山本藤助，長野弥重郎

松下良左衛門(郡奉行兼帯）
●●

鵜沢作右衛門，山元瀬兵衛

尾崎梁右衛門，金子官兵衛

一丸左十郎，目良凱平

福田治兵衛(大金奉行兼帯）

福田治兵衛(吟味役兼帯）

村田沖右衛門

寺
社
方

寺社奉行

同手代

大久保隼之助

分部喜多右衛門〆清水仁三郎

目良貞兵衛

地
方
役
人

郡奉行

同手代

代官

同手代

同書役

西筋掛り

松下良左衛門

(御用人兼帯）

近藤碩弥

村松作蔵

松井泰助

男沢茂太夫

大芝甚助

清水助治郎

小山才治

辻小太郎

中筋掛り

坂部与八郎

小立順助

山崎弥五郎

入江万五郎

松波造酒兵衛

松尾弘右衛門

洞田安兵衛

鈴木又兵衛

森田繁治郎

磯部妻吉

東筋掛り

大橋儀兵衛

清水卯之助

鵜沢丈助

川口漉右衛門

山崎金五右衛門

藤池亀左衛門

村山只治

山崎猪太郎

入江晴吉



筋
分
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
町
・
寺
社
・
郡
の
三
奉
行
兼
帯
も
解
消
と
な
り
、
代
官
以
下
の
地
方
役
人

も
若
干
な
が
ら
増
員
と
な
っ
た
。
表
１
は
、
役
方
筋
分
に
と
も
な
う
新
た
な
地
方
役
人
の
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

改
め
て
郡
奉
行
？
郡
手
代
（
地
方
手
代
）
に
代
官
と
そ
の
手
代
な
ど
が
三
筋
に
分
担
配
属
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
郡

奉
行
三
名
の
中
で
は
東
筋
掛
の
大
橋
儀
兵
衛
が
、
代
官
で
は
東
筋
掛
の
鵜
沢
丈
助
・
山
崎
金
五
右
衛
門
、
中
筋
掛
の
松
波
造
酒
兵
衛
・
松
尾

弘
右
衛
門
、
西
筋
掛
の
男
沢
茂
大
夫
が
新
任
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
西
筋
掛
の
代
官
は
こ
の
時
点
で
は
二
名
で
あ
る
が
、
翌
天
保
九
年
の
七
月

に
新
た
に
小
川
共
蔵
が
加
わ
っ
て
三
名
と
な
っ
た
。
一
領
支
配
に
お
い
て
は
代
官
は
五
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
一
名
増
員
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
た
だ
し
へ
男
沢
は
同
年
二
月
に
小
立
順
助
と
交
代
し
、
郡
奉
行
も
同
年
閏
四
月
に
松
下
か
ら
田
村
弥
兵
衛
へ
、
一
二
月
に
は
さ

ら
に
井
沢
門
大
夫
へ
と
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
役
方
筋
分
で
は
、
地
方
組
織
の
改
編
と
人
員
の
刷
新
が
断
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
方
支
配
そ
の
も
の
の
新
た
な
展
開
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
そ
れ
を
実
現
す
る
組
織
と
し

て
、
改
め
て
「
取
締
役
」
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
ｆ
役
方
筋
分
が
公
表
さ
れ
た
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の

て
、
改
め
て

（
鴫
）

で
あ
る
。

‐
ｆ
被
郡
仰
渡
書
写

九
月
十
一
一
日
皇
府
川
村
」

一
此
度
奉
行
中
始
御
役
之
筋
分
被
～
仰
付
候
御
主
意
之
次
第
は
、
先
達
て
触
置
候
通
り
奉
行
中
井
御
役
之
立
毛
廻
村
之
節
可
申
聞
候
得

共
、
取
締
役
之
者
共
格
別
之
儀
一
一
て
、
宅
二
て
一
通
り
申
聞
候
：

（
表
紙
）

「
天
保
八
丁
酉
年

御
掛
り
様
よ
り

223小田原藩における「取締役」制の展開と組合村（馬場）



取
〆
り
役
之
者
、
郡
中
自
他
之
無
差
別
見
聞
及
候
儀
は
、
善
悪
と
も
柳
無
遠
慮
他
組
合
え
も
立
入
、
相
互
二
実
意
取
行
、
他
掛
り
よ

（
マ
マ
）

り
非
判
之
沙
汰
二
不
預
様
精
々
申
合
、
呉
々
も
無
油
断
厚
申
談
取
計
申
度
事

孝
行
人
・
寄
特
人
之
事

村
々
之
盛
衰
又
は
為
不
為
二
相
成
り
候
儀
は
、
村
役
人
共
教
諭
取
計
二
預
り
候
儀
、
且
村
役
人
共
は
勿
論
、
小
前
之
内
二
も
是
迄
心

衣
食
住
之
事

飯
盛
遊
興
之
事

諸
勝
負
賭
之
事

麓
田
立
直
し
之
事

本
業
は
勿
論
、
其
外
稼
方
精
無
精
、
又
は
平
日
之
行
状
共
綿
蜜
二
取
調
置
申
度
事

得
違
之
族
も
相
聞
候
得
共
、
先
用
捨
致
置
候
向
も
有
之
候
得
共
、
此
度
御
主
意
被
仰
出
、
村
為
第
一
之
御
沙
汰
二
付
て
は
彼
是
を
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相
守
可
申
段
ハ
勿
論
之
事
二
候
得
共
、
此
度
御
主
意
被
仰
出
候
二
付
て
は
、
弥
手
堅
切
瑳
可
致
事

去
ル
卯
年
別
段
之
御
沙
汰
ヲ
以
、
組
合
取
〆
り
役
被
仰
付
候
節
委
細
申
聞
候
処
、

開
発
之
事

不
見
競
遂
乳
明
、
吃
度
御
沙
汰
之
次
第
も
有
之
候
間
、
後
悔
不
致
候
様
改
て
申
渡
候
事

候
得
共
、
年
来
相
立
、
当
時
之
小
前
万
一
不
弁
之
も
の
も
有
之
候
て
は
、
御
役
方
二
お
ゐ
て
も
恐
入
候
儀
二
付
、
猶
又
此
度
写
差
遣

し
申
候
間
、
弥
難
有
一
同
え
不
洩
為
相
弁
可
申
事

去
ル
寅
年
先

殿
様
御
下
り
之
節
、
酒
匂
川
原
ニ
お
ゐ
て
被
仰
出
候
御
主
意
井
奉
行
中
被
申
渡
候
御
ケ
条
、
其
外
御
下
ケ
被
成

同
申
談
取
〆
り
方
申
出
候
ヶ
条
、
靭
無
違
失



一
奉
行
中
始
御
役
方
、
其
外
御
役
々
度
々
出
郷
可
致
事

一
村
為
二
相
成
候
儀
心
附
候
は
、
村
役
人
二
不
限
小
前
之
内
よ
り
も
、
靭
無
遠
慮
可
申
出
事

但
、
相
互
二
実
意
ヲ
以
行
候
儀
第
一
之
事
’
尤
実
意
よ
り
出
候
義
は
、
縦
少
々
無
理
成
事
二
て
も
勘
弁
有
之
事

一
毎
々
被
仰
出
候
通
り
、
男
女
通
り
筋
え
奉
公
二
差
出
し
申
間
敷
候
事

一
借
金
二
差
迫
、
又
は
不
行
跡
之
余
り
風
と
家
出
致
し
候
者
近
年
別
て
多
相
成
候
間
、
篤
と
勘
弁
も
の
之
事
十

一
名
主
役
無
之
村
二
は
組
合
村
々
一
一
て
致
心
配
、
重
役
見
立
候
様
可
致
、
尤
村
方
二
よ
り
名
主
之
借
財
等
村
方
引
負
二
相
成
、
右
二
懲

り
名
主
役
見
立
不
申
向
も
有
之
哉
二
相
聞
候
、
此
度
御
改
礎
二
付
て
は
、
其
意
之
儀
は
靭
無
心
配
見
立
候
様
可
致
、
組
頭
杯
一
一
て
は

欠
持
ニ
相
成
り
、
矢
張
村
為
二
不
相
成
、
御
役
所
御
用
弁
も
不
宜
候
間
、
勘
弁
も
の
之
事

一
兼
て
も
申
聞
置
候
通
、
取
〆
り
役
之
者
折
々
宅
え
罷
出
、
村
方
之
模
様
可
申
聞
事

一
金
次
報
徳
金
之
事
二
て
為
励
方
之
事

一
右
之
内
二
も
近
年
衣
服
超
過
二
付
、
不
相
応
之
者
は
勘
弁
可
有
之
事

一
村
宿
取
〆
り
之
事

一
諸
役
人
出
郷
之
事

一
村
役
人
共
役
代
り
之
事

一
同
出
走
入
用
之
事

一
去
ル
卯
年
小
前
之
内
両
三
人
宛
取
〆
り
之
者
見
立
、
其
節
名
前
等
差
出
し
置
候
処
、
其
後
如
何
相
成
居
り
候
哉
、
猶
其
内
改
て
可
申

聞
儀
も
可
有
之
候
事
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取
締
役

Ｊ
天
保
八
丁
酉
年
沼
田
村
十
雀
土

九
月
十
二
日
与
一
郎
ｆ

こ
こ
で
「
御
掛
り
様
」
と
は
、
中
筋
掛
の
代
官
を
さ
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
ひ
と
り
入
江
万
五
郎
が
、
自
分
の
屋
敷
に
中
筋
の
組
合
取
締

役
一
同
を
呼
び
出
し
、
同
役
の
松
波
造
酒
兵
衛
・
松
尾
弘
右
衛
門
お
よ
び
手
代
二
名
立
会
い
の
上
で
、
「
役
方
筋
分
」
の
御
主
意
に
つ
い
て

は
、
先
日
郡
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
立
毛
見
分
の
際
に
委
細
申
し
渡
し
た
が
、
「
取
締
役
之
者
共
格
別
」
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
「
宅
一
一
て

一
通
り
申
聞
」
す
の
で
あ
る
と
い
潤
恥
そ
こ
で
ま
ず
、
第
二
条
目
と
し
て
上
げ
て
い
る
の
が
、
「
去
ル
寅
年
」
、
す
な
わ
ち
文
政
元
年
二
月

に
、
老
中
に
就
任
し
た
藩
主
忠
真
が
京
都
所
司
代
の
勤
め
を
終
え
て
江
戸
に
戻
る
途
中
に
、
酒
匂
川
の
河
原
で
行
っ
た
六
か
条
の
教
諭
と
そ

の
後
に
郡
奉
行
か
ら
提
示
さ
れ
た
趣
意
説
明
を
遵
守
す
る
こ
と
で
あ
秘
。
ま
た
、
第
三
条
目
で
は
、
「
去
ル
卯
年
」
Ⅱ
天
保
二
年
に
組
合
取
締

（
Ⅳ
）

役
を
任
命
し
た
際
に
、
取
締
役
ど
も
が
提
出
し
た
取
締
り
向
き
に
関
す
る
条
々
の
趣
旨
を
改
め
て
守
・
る
よ
う
に
申
し
渡
し
て
い
る
。
忠
真
の

趣
意
書
と
取
締
役
の
取
締
り
向
き
条
々
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
述
し
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
条
文
が
、
役
方
筋
分
を
契
機
と
す
る
地
方
支
配
強
化
策
の
基
本
的
な
理
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

（
肥
）

き
た
い
。
と
く
に
忠
真
の
跡
を
継
い
だ
孫
の
忠
惑
は
、
当
時
ま
だ
九
歳
で
あ
り
、
改
革
の
推
進
者
で
あ
っ
た
忠
真
亡
き
跡
の
藩
政
を
滞
ら
せ

な
い
た
め
に
も
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
集
団
的
な
指
導
体
制
の
確
立
が
急
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
役
方
筋
分
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中

で
進
め
ら
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
忠
真
の
教
諭
書
が
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
強
調

右
之
通
九
月
十
一
一
日
中
筋
掛
り
取
締
役
一
同
え
、
入
江
万
五
郎
様
・
松
波
酒
造
兵
衛
様
・
松
尾
弘
右
衛
門
御
手
代
洞
田
安
兵
衛
様
・
鈴

木
又
兵
衛
様
御
立
合
二
て
、
入
江
万
五
郎
様
御
宅
二
お
ゐ
て
順
二
申
候
、
御
座
敷
一
一
て
厚
く
被
仰
聞
候
二
付
、
写
書
仕
置
候
、
以
上
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さ
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
政
策
が
忠
真
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
支
配
体
制
の
弱
さ
を
補

う
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
忠
真
の
教
諭
書
は
そ
の
後
の
地
方
支
配
の
基
本
理
念
と
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
「
中
興
の
祖
」

と
し
て
の
忠
真
の
偶
像
化
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
ｐ
そ
こ
に
役
方
筋
分
の
画
期
性
が
集
約
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
取
締

役
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
第
四
条
目
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
者
は
、
郡
中
全
体
に
関
し
て
自
他
の
差
別
を
つ
け
ず
、
見
聞
に
お
よ
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
，
善
悪
の
い
ず
れ
で

あ
っ
て
も
遠
慮
な
く
他
組
合
へ
も
立
ち
入
っ
て
相
互
に
実
意
を
尽
く
し
、
「
他
掛
り
」
Ⅱ
他
の
筋
の
地
方
役
人
や
取
締
役
な
ど
か
ら
批
判
を
受

け
な
い
よ
う
に
、
く
れ
ぐ
れ
も
油
断
す
る
こ
と
な
く
取
り
計
ら
う
こ
と
と
あ
る
。
地
方
支
配
の
再
編
に
際
し
て
、
組
合
取
締
役
の
活
動
‘
拡

張
と
、
取
締
役
が
そ
の
総
括
的
責
任
者
・
管
理
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
心
構
え
が
明
記
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
組
合
取
締

役
に
関
す
る
具
体
的
な
指
示
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
記
述
が
簡
略
な
た
め
に
今
一
つ
意
図
が
つ
か
み
き
れ
な
い
条
文
が
あ
る
も
の

の
ぶ
大
き
く
次
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
点
目
は
？
領
民
に
対
す
る
教
諭
と
村
々
の
状
況
の
報
告
、
名
主
不
在
の
村
に
対
す
る
名
主
役
の
再
興
、
孝
行
人
や
奇
特
人
の
調

査
と
い
っ
た
領
民
の
監
視
・
指
導
と
助
成
に
関
す
る
も
の
で
＃
こ
れ
に
関
連
し
て
や
第
二
に
飯
盛
遊
興
に
対
す
る
規
制
や
博
突
河
賭
之
諸
勝

負
の
厳
禁
、
衣
食
住
規
制
如
藩
役
人
の
出
郷
に
対
す
る
対
応
、
「
不
斗
出
者
」
に
対
す
る
処
置
な
ど
血
倹
約
の
励
行
と
諸
風
俗
の
取
締
り
に

関
す
る
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
三
点
目
は
、
開
発
や
麓
田
の
再
開
発
と
い
っ
た
勧
農
業
務
に
関
す
る
条
文
、
そ
し
て
第

四
点
目
と
し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
一
宮
金
次
郎
の
報
徳
金
に
対
す
る
出
精
を
う
な
が
し
》
た
条
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
れ
ら
の

案
件
は
、
組
合
取
締
役
の
活
動
だ
け
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
村
役
人
は
も
と
よ
り
、
小
前
一
同
に
も
応
分
の
「
努
力
」
を
求
め
て

は
い
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
中
心
と
し
て
、
：
組
合
取
締
役
と
い
う
中
間
機
構
と
組
合
村
と
い
う
広
域
行
政
の
枠
を
通
し
て
村
々
の
立
て
直
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し
と
取
締
り
の
強
化
を
目
指
そ
う
と
い
う
意
図
は
》
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
組
合
取
締
役
の
精
勤
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
第
一
八
条
目
で
あ
る
。
”
：

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
去
る
卯
年
、
す
な
わ
ち
天
保
一
一
年
に
小
前
の
内
か
ら
両
三
人
ず
つ
取
締
り
の
者
を
見
立
て
、
そ
の
際
に
名
前
な
ど
を
提

出
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
う
ち
に
改
め
て
申
し
聞
か
す
こ
と
も
あ
ろ
う
と
い
う
。
す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
通

り
、
こ
れ
は
天
保
二
年
の
再
編
を
受
け
て
新
た
に
任
命
さ
れ
た
中
筋
の
組
合
取
締
役
一
同
が
、
・
同
年
八
月
に
提
出
し
た
「
村
々
取
締
条
々
」

と
い
う
趣
意
書
の
中
で
設
置
が
規
定
き
れ
た
も
の
で
、
村
方
取
締
役
な
い
し
は
小
前
取
締
役
と
通
称
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
趣
。
筆
者
は
こ
れ

を
「
組
合
取
締
役
の
意
向
に
よ
っ
て
、
組
合
取
締
役
↓
村
方
取
締
役
と
い
う
重
層
的
な
組
織
を
設
け
、
郡
●
中
ｌ
組
合
村
ｌ
村
方
相
互
を
カ
バ

ー
す
る
取
締
り
体
制
を
敷
こ
う
」
と
し
た
も
の
と
評
価
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
の
史
料
を
通
覧
す
る
限
り
、
村
方
取
締
役
が
積
極
的

な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
組
合
取
締
役
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
》
だ
か
ら
こ
そ
、
代
替
わ
り
に
と
も
な
う
藩

体
制
の
改
変
の
中
で
、
根
本
的
な
再
編
が
は
か
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

翌
天
保
九
年
二
月
に
府
川
村
（
小
田
原
市
）
の
綱
吉
が
宛
酒
狂
に
よ
る
喧
嘩
口
論
で
手
鎖
の
上
で
村
預
け
と
な
っ
た
一
件
は
、
こ
う
し
た

在
方
の
取
締
り
に
関
す
る
組
合
取
締
役
と
村
役
人
、
そ
し
て
村
方
取
締
役
の
役
割
を
明
示
し
て
い
秘
。
問
題
は
こ
の
網
吉
の
宥
免
を
願
う
願

書
の
提
出
に
関
す
る
手
続
き
で
、
ま
ず
府
川
村
の
村
役
人
と
村
方
取
締
役
（
幸
七
・
平
左
衛
門
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
宥
免
依
頼
状
を
作
成
し
、
そ

の
上
で
双
方
連
名
の
宥
免
依
頼
状
が
作
成
さ
れ
て
穴
部
組
合
の
組
合
取
締
役
で
あ
る
沼
田
村
（
南
足
柄
市
）
の
名
主
与
一
郎
と
岩
原
村
（
同
）
の

（
皿
）

名
主
佐
一
郎
に
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
両
取
締
役
か
ら
中
筋
掛
の
代
官
に
願
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
の

整
備
自
体
が
、
役
方
筋
分
に
と
も
な
う
在
方
取
締
り
政
策
の
強
化
を
示
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

害
ら
に
こ
の
天
保
九
年
に
は
、
村
方
に
お
け
る
倹
約
の
励
行
や
風
俗
の
取
締
り
に
関
す
る
議
定
書
が
各
村
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
ｉ
雨
坪
村
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（
南
足
柄
市
）
や
町
田
村
（
小
田
原
市
）
・
飯
田
岡
村
（
同
）
の
議
定
書
で
は
、
そ
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
、
村
役
人
な
ど
と
な
ら
ん
で
村
方
取
締

（
理
）

役
も
監
視
の
た
め
に
村
内
を
見
廻
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
天
保
一
○
年
に
村
々
か
ら
代
官
に
提
出
し
た
飯
盛
女
遊
興
や
博

（
麹
）

突
・
賭
の
諸
勝
負
の
禁
止
、
衣
服
規
定
な
ど
に
関
す
る
議
定
書
で
も
村
方
取
締
役
に
よ
る
教
諭
や
見
廻
り
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
四
月
に
作
成
さ
れ
た
中
沼
組
合
の
「
博
変
規
定
取
極
一
札
」
で
は
、
博
変
な
ど
の
賭
け
事
を
み
つ
け
た
ら
す

（
配
）

ぐ
に
林
方
取
締
役
に
報
告
し
、
村
役
人
と
取
締
役
が
そ
の
場
に
踏
み
込
ん
で
取
り
調
べ
、
科
を
申
し
付
け
る
と
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
一

札
は
、
中
沼
組
合
の
取
締
役
で
あ
っ
た
中
沼
村
の
名
主
田
造
が
作
成
し
、
代
官
の
内
意
を
受
け
て
組
合
内
の
村
々
に
廻
達
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
村
方
取
締
役
は
、
ま
ず
第
一
に
村
役
人
の
も
と
で
、
博
突
な
ど
の
賭
け
事
や
飯
盛
女
遊
興
な
ど
の
風
俗
の
取
締
り
に
あ
た

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
：

（
露
）
‐
・

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
村
方
取
締
役
が
若
者
仲
間
の
取
締
り
に
も
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
時
代
は
降
る
が
、
元
治
元
年
（
一
八

六
四
）
二
月
に
作
成
さ
れ
た
中
沼
村
の
「
村
方
部
屋
住
之
者
へ
申
渡
帳
」
は
、
近
年
に
な
っ
て
報
徳
仕
法
の
趣
意
が
薄
れ
、
村
柄
が
再
び
傾

（
餌
）
．
、

き
始
め
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
引
き
締
め
る
た
め
に
部
屋
住
の
者
に
対
し
て
新
た
な
規
定
を
定
め
て
申
し
渡
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
９
部

屋
住
は
若
者
仲
間
の
こ
と
で
、
駿
河
国
を
含
め
領
内
の
村
で
は
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
。
問
題
は
こ
の
帳
面
を
作
成
し
た
主
体
と
し

て
、
名
主
田
造
を
は
じ
め
と
す
る
村
役
人
の
ほ
か
に
、
「
村
取
締
」
の
市
郎
右
衛
門
・
文
左
衛
門
の
両
名
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
帳
面
は
年
々
村
方
取
締
役
を
継
ぐ
者
へ
引
き
渡
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
正
月

付
の
狩
野
村
（
南
足
柄
市
）
若
者
仲
間
定
書
に
も
婚
礼
や
進
物
・
客
受
け
な
ど
に
対
す
る
違
反
者
を
、
村
方
取
締
役
と
百
姓
代
に
届
け
出
る
と

い
っ
た
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
趣
。
近
世
後
期
に
は
、
村
方
の
風
俗
を
乱
す
元
凶
と
し
て
次
第
に
若
者
仲
間
に
対
す
る
規
制
が
強
め
ら
れ

て
い
く
が
、
領
内
の
村
々
で
は
村
方
取
締
役
が
そ
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
組
合
取
締
役
と
同
じ
く
村
方
取
締
役
に
つ
い
て
も
役
方
筋
分
を
契
機
と
し
て
、
再
び
そ
の
役
割
や
機
能
の
強
化
が
は
か
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
取
締
役
」
機
構
の
整
備
を
通
し
て
、
郡
中
全
体
か
ら
組
合
村
そ
し
て
村
社
会
を
カ
バ
ー
す
る
領
内
全
体
の
取

締
り
体
制
の
再
編
強
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
今
一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
問
題

が
あ
る
ｐ
報
徳
仕
法
の
問
題
で
あ
る
。

天
保
八
年
二
月
に
導
入
が
決
定
し
た
小
田
原
藩
に
お
け
る
報
徳
仕
法
の
展
開
を
、
藩
政
と
の
関
係
で
系
統
的
に
捉
え
る
こ
と
を
試
み
ら
れ

た
松
尾
公
就
氏
は
、
こ
の
役
方
筋
分
の
意
義
に
つ
い
て
「
天
保
八
年
の
『
筋
分
け
」
が
報
徳
仕
法
の
実
施
を
目
的
に
行
な
わ
れ
た
と
言
い
切

．
（
配
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
小
田
原
領
ｌ
復
興
仕
法
と
『
筋
分
け
』
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

慎
重
な
言
い
回
し
な
が
ら
、
役
方
筋
分
の
中
心
課
題
と
し
て
報
徳
仕
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
首
肯
で
き
る
論
点
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
松

尾
氏
が
紹
介
さ
れ
た
東
筋
代
官
に
よ
る
同
筋
村
々
の
廻
村
記
録
で
あ
る
「
出
郷
中
雑
記
」
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
金
子
村
（
大
井
町
）
の
項
で

は
、
小
前
百
姓
か
ら
部
屋
住
の
者
ま
で
を
呼
び
出
し
て
、
村
方
の
取
締
り
筋
に
つ
い
て
、
と
く
に
文
政
元
年
の
酒
匂
川
の
河
原
に
お
け
る
藩

主
忠
真
の
教
諭
（
前
述
）
、
そ
し
て
筋
分
の
御
主
意
を
守
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
報
徳
の
取
り
計
ら
い
向
き
に
つ
い
て
も
だ
ん
だ
ん
と
申
し
諭

し
た
と
記
さ
れ
て
い
蕊
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
役
方
筋
分
と
報
徳
仕
法
の
導
入
が
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
：
そ
の
背
景
と
し
て
長

年
の
弊
習
で
疲
弊
の
進
ん
だ
村
々
を
再
建
し
、
そ
の
引
き
締
め
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
む
し
ろ
、
報
徳

仕
法
を
に
ら
み
な
が
ら
、
地
方
の
総
体
的
な
再
建
と
そ
れ
に
と
も
な
う
取
締
り
政
策
が
模
索
さ
れ
た
と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
。

「
出
郷
中
雑
記
」
を
通
覧
す
る
限
り
、
そ
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
積
年
の
村
借
り
に
よ
る
村
方
お
よ
び
人
心
の
疲
弊
で
あ
り
、
物
心

両
面
に
あ
た
っ
て
尊
徳
仕
法
が
導
入
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
基
盤
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
問
題
は
、
先
の
「
被
仰
渡
書
」
に
み
ら
れ
た
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
を
通
じ
た
領
内
の
再
編
政
策
と
報
徳
仕
法
と
の
関
係
で
あ
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天保９年（1838）の中筋組合村別難村調査表２

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
第
二
四
条
目
に
は

金
次
郎
の
報
徳
金
に
対
す
る
励
行
が
規
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
の
責
任
者
と
し
て
組
合
取
締
役
が

想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
小
田
原
藩
の
報
徳
仕
法
は
、
直
接
的
に
は
天

保
飢
鐘
に
対
す
る
「
救
急
仕
法
」
と
し
て
導
入
さ

れ
た
が
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
領
内
の
村
々
に
下

さ
れ
た
御
仁
恵
金
は
、
組
合
村
ｌ
村
が
単
位
と
な

（
釦
）

っ
て
い
た
。
ま
た
、
翌
天
保
九
年
一
一
月
に
は
殉

難
村
と
そ
の
実
情
を
各
組
合
村
ご
と
に
調
査
し
て

報
告
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
担
当
し
た
の
も
組
合

取
締
役
で
あ
っ
た
。
表
２
は
こ
の
結
果
を
示
し
た

（
皿
）

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
史
料
は
、
同
年
一

二
月
に
報
徳
仕
法
が
「
地
方
引
請
」
、
す
な
わ
ち

地
方
役
人
の
専
管
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
瀧
。

以
配
府
申
達
候
、
然
は
此
度
御
主
意
被
成
御

註） 『二宮尊徳全集』第16巻より作成

村高は『小田原市史』史料編近世Ⅲ史料1より作成
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組合名 村数 総組合高 難村 村高 組合取締役

蓮正寺組合

我=
ロ 田島 組合

和田河原組合

●

｡一ー－－一一ーー一一一一一口

穴部．組合

■ー一一一一一一一一一一ーー‐

中沼組・合

苅野岩組.合

川村(職H1)組合

土手内組合

９

７

８

1１

８

６
ユ
５
毒
９

5,083石749

ーー一一ｰー一一一一■

4,698.196

5,036.308

3,582.456

２，８１５．１０９
－ 一 一 － － 一 一一一一■

1,957.699
ーーーー一一一一●ー一＝

2,731.399
■

一一一一一一一 － － 一 口

４８０５．７４６

曽比村

堀之内村

飯田岡村

延沢村

中之名村
円通寺村

竹松村

千津島村

岡野村

塚原村

北久保村

府川村
穴部村

中沼村

矢倉沢村
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な
お
暫
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
し
な
が
ら
も
、
「
惣
代
」
と
し
て
の
「
組
合
取
〆
り
役
」
を
通
じ
て
「
地
方
引
請
」
の
主
意
を
遂
行
し

よ
う
と
い
う
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
組
合
取
締
役
が
報
徳
仕
法
の
施
行
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
関
わ
っ
た

こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
従
来
の
小
田
原
藩
の
報
徳
仕
法
に
関
す
る
研
究
で
、
組
合
取
締
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
論
考
は
な
い

が
、
取
締
役
に
関
す
る
研
究
の
立
ち
後
れ
を
差
し
引
い
て
も
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
仕
法
の
一
つ
の
転
換
点
を
み
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
こ
こ
で
は
報
徳
仕
法
の
導
入
に
際
し
て
、
役
方
筋
分
に
よ
る
村
落
の
再

編
強
化
と
い
う
課
題
の
中
で
、
当
初
は
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
仕
法
の
主

体
と
し
て
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

２
天
保
期
の
幕
政
と
小
田
原
藩
の
「
取
締
役
」

そ
れ
で
は
、
そ
の
後
組
合
取
締
役
と
い
う
組
織
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
視
点
で
史
料
を
蒐

集
し
、
通
覧
し
て
み
る
と
、
あ
る
一
つ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
取
締
役
の
活
動
に
関
す
る
史
料
が
、
天
保
期
の
幕
政
と
深
く
関
係

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

座
報
徳
方
之
儀
、
地
方
え
被
仰
付
奉
行
中
始
メ
御
役
方
二
て
専
取
扱
候
間
、
去
秋
以
来
呉
々
申
聞
置
候
通
り
勧
農
村
為
之
儀

は
勿
論
、
御
主
意
模
通
り
候
様
弥
無
油
断
出
情
可
相
励
候
、
右
之
趣
一
村
毎
呼
出
可
申
聞
所
、
時
分
柄
之
儀
故
惣
代
二
て
組
合
取
〆
り

役
之
者
共
え
委
細
申
聞
置
候
に
付
、
猶
可
申
通
筈
候
間
其
旨
相
心
得
、
小
前
末
々
迄
不
洩
様
可
申
聞
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上

戎
十
二
月
廿
四
日
入
江
万
五
郎

穴
部
組
合
村
々

232



そ
の
第
一
は
、
関
東
取
締
出
役
と
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
幕
府
は
、
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
に
関
東
取
締
出
役
を
設
置
し
、
文
政

一
○
年
に
は
こ
の
下
部
組
織
と
し
て
関
東
一
円
に
寄
場
組
合
を
設
定
し
た
。
た
だ
し
、
関
東
取
締
出
役
の
具
体
的
な
活
動
や
寄
場
組
合
に
伝

達
さ
れ
た
廻
状
・
法
令
の
類
を
通
覧
し
て
み
る
限
り
、
こ
れ
ら
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
く
る
の
は
、
天
保
四
年
飢
篭
以
降
の
こ
と
で
あ

り
、
と
く
に
同
七
年
頃
か
ら
関
東
取
締
出
役
は
、
銭
相
場
と
物
価
の
引
き
下
げ
、
囲
米
、
酒
造
制
限
、
河
川
普
請
の
監
察
、
鉄
砲
改
め
と
い

っ
た
政
策
の
推
進
主
体
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
確
認
で
き
秘
。
小
田
原
藩
の
場
合
、
本
来
は
独
自
の
組
合
村
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

職
て
、
水
戸
藩
や
川
越
藩
と
と
も
に
「
改
革
御
手
限
り
」
と
さ
れ
、
寄
場
組
合
の
設
置
も
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
基
本
的
に
は
取
締
出
役
の

く鮒
関
与
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
は
領
内
の
村
々
に
も
実
際
に
取
締
出
役
が
廻
村
し
て
き
て
具
体
的
な
政
策
を
遂
行

蝿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
酒
造
制
限
と
鉄
砲
改
め
、
そ
し
て
奇
特
人
の
調
査
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

剛
は
別
稿
で
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
鉄
砲
改
め
政
策
を
中
心
に
、
そ
の
経
過
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に

の

（
鈍
）

制
し
よ
う
。

ｊ鮒
天
保
九
年
か
ら
同
一
一
年
に
か
け
て
関
八
州
全
域
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
鉄
砲
改
め
は
、
隠
鉄
砲
の
摘
発
と
鉄
砲
の
管
理
形
態
を
明
確

敵
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
実
施
自
体
、
享
保
期
の
徳
川
吉
宗
政
権
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
天
保
期
の
鉄
砲
改
め
で
は

る鮒
寄
場
組
合
を
単
位
と
し
て
、
関
東
取
締
出
役
の
手
で
行
わ
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
は
、
「
改
革
御
手
限
り
」
で
あ
っ
た
小

一
」潮

田
原
藩
領
に
お
け
る
鉄
砲
改
め
の
施
行
過
程
と
、
そ
の
体
制
で
あ
る
。
こ
の
六
月
に
苅
野
一
色
村
（
南
足
柄
市
）
の
名
主
重
三
郎
か
ら
中
筋
掛

原佃
の
代
官
宛
に
提
出
さ
れ
た
届
書
に
よ
れ
ば
、
重
三
郎
ら
は
同
月
四
日
に
関
東
取
締
出
役
の
湯
原
秀
助
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
、
組
合
村
々
に

川３
対
し
て
酒
造
の
制
限
と
鉄
砲
改
め
の
実
施
に
つ
い
て
教
諭
を
受
け
た
と
い
う
。
苅
野
一
色
村
は
苅
野
岩
組
合
に
属
し
て
お
り
、
名
主
重
三
郎

２３

は
当
時
同
組
合
の
取
締
役
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
藩
で
は
こ
う
し
た
報
告
を
受
け
た
上
で
組
合
取
締
役
に
鉄
砲
改
め
の
取
り
調
べ
方



を
命
じ
、
そ
の
結
果
を
七
月
二
○
日
ま
で
に
地
方
役
所
へ
届
け
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
が
鉄
砲
改
め
の
施

捌
行
単
位
と
し
て
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
関
東
取
締
出
役
側
も
ま
た
、
藩
領
の
組
合
村
を
寄
場
組
合
に
準
じ

る
組
織
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
年
は
鉄
砲
の
下
調
べ
帳
が
作
成
さ
れ
た
だ
け
で
、
取
締
出
役
に
よ
る
実
際
の
廻
村

調
査
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
翌
年
に
は
俗
に
合
戦
場
一
件
と
い
わ
れ
る
、
下
野
国
合
戦
場
宿
（
栃
木
県
都
賀
町
）
で
起
き
た
取
締
出
役

の
買
収
工
作
疑
惑
事
件
を
契
機
と
し
て
、
取
締
出
役
の
全
員
が
罷
免
・
交
代
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
樋
・
取
締
出

役
の
廻
村
に
よ
る
調
査
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
翌
々
天
保
一
一
年
一
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
の
調
査
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
田
原
藩
領
の
村
々
が
ま
と
め
ら
れ
て
新
た
に
「
寄
場
組
合
」
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
中
筋
の
村
々
が
「
松
田
惣
領
寄
場
組
合
」
と
「
塚
原
村
寄
場
組
合
」
と
い
う
二
つ
の
寄
場
組
合
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
鉄
砲
改
め
に
際
し
て
は
、
村
ご
と
に
一
挺
ご
と
の
鉄
砲
の
種
類
・
寸
法
と
持
主
の
名
前
を
書
き
上
げ
た
「
御
請
証
文
」

が
作
成
さ
れ
、
こ
の
「
寄
場
組
合
」
ご
と
に
ま
と
め
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ｂ
ま
た
、
村
ご
と
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
を
子
細
に
検
討
す

れ
ば
、
そ
の
順
序
は
藩
領
の
組
合
村
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
松
田
惣
領
寄
場
組
合
」
に
含
ま
れ
る
の
は
東
山
家
・
西
山
家
向

松
田
・
吉
田
島
・
蓮
正
寺
の
五
組
合
村
で
、
「
塚
原
村
寄
場
組
合
」
に
は
苅
野
岩
・
中
沼
・
和
田
河
原
・
穴
部
・
土
手
内
の
五
組
合
村
が
含

ま
れ
て
い
た
（
後
掲
図
１
参
照
）
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
事
例
は
ほ
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
「
寄
場
組
合
」
自
体
は
、
鉄
砲

改
め
の
た
め
の
臨
時
的
な
措
置
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
質
的
な
調
査
に
あ
た
っ
て
組
合
村
を
単
位
と

す
る
方
針
を
さ
ら
に
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
御
請
証
文
の
最
末
尾
に
「
組
合
惣
代
」
の
名
で
各
組
合
の
組
合
取
締
役
が
連
署
し

て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
の
調
査
が
組
合
村
ｌ
組
合
取
締
役
を
軸
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
血
承
。
ざ
ら

に
、
改
め
の
直
後
に
は
組
合
取
締
役
を
主
体
と
し
て
、
鉄
砲
の
管
理
と
規
定
を
定
め
た
「
鉄
砲
改
以
後
跡
義
控
」
と
題
す
る
請
証
文
が
作
成



さ
れ
、
天
保
一
三
年
六
月
に
は
組
合
取
締
役
に
対
し
て
、
組
合
村
ご
と
に
改
め
て
猟
師
鉄
砲
の
有
無
を
調
べ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
組
合

取
締
役
は
、
改
め
後
の
在
村
鉄
砲
の
管
理
主
体
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
田
原
藩
領
に
お
い
て
は
、
「
改
革
御
手
限
り
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
保
九
年
頃
か
ら
関
東
取
締
出
役
の
積

極
的
な
介
入
が
み
ら
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
鉄
砲
改
め
を
は
じ
め
酒
造
制
限
・
奇
特
人
の
調
査
と
い
っ
た
幕
府
の
政
策
が
領
内
の
村
々
に
も
遂

行
さ
れ
た
。
こ
の
受
け
皿
と
し
て
組
合
村
と
組
合
取
締
役
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と

く
に
鉄
砲
改
め
の
あ
と
、
こ
う
し
た
形
で
関
東
取
締
出
役
が
小
田
原
藩
領
内
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
先
に
述
べ

た
天
保
一
○
年
の
総
入
れ
替
え
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
取
締
出
役
の
多
様
な
活
動
自
体
が
制
限
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
幕
府
は
重

要
な
政
策
を
実
行
に
移
す
こ
と
に
な
る
。
老
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
で
あ
る
。
こ
の
天
保
の
改
革
に
対
し
て
小
田
原
藩
は
、
と
く

に
倹
約
の
励
行
や
風
俗
取
締
り
の
面
で
幕
府
の
意
向
を
忠
実
に
実
行
し
た
藩
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
碗
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
の
動
き

は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
幕
府
の
動
向
を
に
ら
み
な
が
ら
、
独
自
の
政
策
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
に
な

一
つ
は
積
極
的
な
物
価
の
引
き
下
げ
政
策
で
あ
る
。
物
価
対
策
は
天
保
の
改
革
に
お
い
て
も
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
小
田
原
藩

領
で
は
、
天
保
一
三
年
四
月
に
町
方
や
村
方
に
対
し
て
諸
物
価
の
引
き
下
げ
が
命
じ
ら
れ
、
そ
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
具
体
的
な
品
目
を
上

（
調
）

げ
て
値
下
げ
の
内
容
を
報
告
さ
せ
る
な
ど
、
よ
り
徹
底
し
た
対
策
が
と
ら
れ
極
。
小
田
原
宿
な
ど
は
そ
の
ま
ま
宿
が
単
位
で
あ
り
、
府
川
村

の
鍛
冶
屋
に
よ
る
書
上
な
ど
個
別
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
蝿
、
基
本
的
に
は
こ
れ
も
組
合
村
を
単
位
と
し
た
も
の
で
、
組
合
取

締
役
に
そ
の
と
り
ま
と
め
が
命
じ
ら
れ
た
。
四
月
一
三
日
付
け
で
「
組
合
限
村
々
」
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
代
官
の
廻
状
に
よ
れ
ば
、
「
売
候

直
段
よ
り
引
下
ケ
候
品
は
、
是
迄
之
直
段
と
引
下
ケ
候
直
段
よ
り
書
分
ケ
」
た
上
で
、
五
月
一
○
日
ま
で
に
調
査
し
て
、
「
組
合
取
締
役
迄

る
。
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湧
紙
）

可
差
出
候
」
と
あ
秘
。

（
狸
）

次
の
史
料
は
、
中
筋
中
沼
組
合
の
書
上
で
あ
る
。

（
後
略
）

以
上
の
よ
う
に
、
一
．

・
右
は
此
度
組
合
一
同
農
隙
二
小
商
仕
候
：
付
、
直
段
下
仕
、
己
後
貞
実
二
商
可
為
仕
候
間
、
此
段
乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
候
、
巳
上

中
沼
組
合
惣
代

も

一
山
城
半
紙
壱
状

一
駿
河
半
紙
壱
状

一
ち
り
紙
壱
状

一
漉
返
し
壱
状

（
中
略
）

天
保
十
三
壬
寅
年
五
月

236

諸
色
直
段
下

諸
色
直
殿
下
書
上
帳
中
沼
組
合

こ
の
時
の
書
上
で
は
、
組
合
村
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
に
対
す
る
具
体
的
な
値
下
げ
の
計
画
を
提
示
し
た
上
で
、

ｰ

四
拾
弐
文
之
処

直
下
四
拾
文

弐
拾
弐
文
之
処

直
下
弐
拾
文

弐
拾
文
之
処

直
下
拾
九
文

四
拾
文
之
処

直
下
三
拾
八
文

弘
西
寺
村

名
主猪

野
右
衛
門



「
中
沼
組
合
惣
代
」
１
組
合
取
締
役
の
弘
西
寺
村
名
主
猪
野
右
衛
門
が
奥
書
を
し
て
提
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
奥

書
に
「
己
後
貞
実
二
商
可
為
仕
候
」
と
書
き
上
げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
諸
色
直
殿
下
書
上
帳
」
の
作
成
・
提

出
が
、
組
合
村
ｌ
組
合
取
締
役
を
通
じ
た
農
間
小
商
い
の
管
理
・
統
制
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
物
価
の
引

下
げ
令
と
組
合
村
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
は
、
す
で
に
文
政
二
年
に
も
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
天
保
改
革
期
に
は
組
合
村
と
組
合
取
締
役

の
活
用
が
よ
り
積
極
的
に
、
か
つ
全
面
的
に
《
展
開
し
て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
っ
趣
。

さ
ら
に
今
一
つ
注
目
し
た
い
の
が
、
同
年
五
月
の
「
組
合
取
極
議
定
書
」
で
あ
秘
。
こ
の
四
月
に
幕
府
は
、
関
八
州
の
村
々
に
対
し
て
関

（
鍋
）

東
取
締
出
役
を
通
じ
て
質
素
倹
約
や
村
方
の
取
締
り
に
関
す
る
申
し
渡
し
を
行
な
い
、
請
書
を
と
ら
せ
て
い
る
。
関
東
の
各
地
で
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ｆ
天
保
改
革
期
に
お
け
る
在
方
取
締
り
の
基
本
的
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
田
原
藩
の
「
組
合

取
締
議
定
書
」
は
、
内
容
的
に
は
こ
の
在
方
取
締
り
令
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
同
藩
領
に
出
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
在
方
取
締
り
に
関
す
る
条

令
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
現
存
す
る
議
定
書
に
は
認
一
八
か
条
と
八
か
条
な
い
し
は
九
か
条
の
も
の
が
あ
る
。
た
だ

し
、
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
文
の
内
容
は
み
な
同
じ
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
八
か
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ｐ
し
た
が
っ

て
問
題
は
、
こ
の
時
期
に
領
内
の
村
々
に
対
し
て
「
組
合
村
議
定
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
一
斉
に
同
じ
請
書
を
作
成
さ
せ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
幕
府
の
方
針
を
受
け
つ
つ
も
、
独
自
に
領
内
の
政
策
と
し
て
援
用
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
在
方
に
お
け
る
議
定
書
締
結
の
機
能
を
利
用
し
た
政
策
は
⑲
こ
れ
が
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
Ｆ
す
で
に
忠
真
政
権
下
の
文

政
二
年
に
も
改
革
の
一
過
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
極
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
へ
「
藩
当
局
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
議
定
の
制
定
を
う
な
が
す

こ
と
で
、
議
定
の
制
定
過
程
そ
の
も
の
を
藩
の
管
理
下
に
お
き
、
組
合
村
を
通
じ
た
支
配
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
示
さ
れ

る
百
姓
の
『
実
情
』
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
ｐ
た
だ
し
、
こ
の
時
の
議
定
書
で
は
組
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ち
な
み
に
、
こ
の
天
保
一
三
年
の
一
○
月
に
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
一
一
）
以
降
に
藩
領
の
村
々
に
出
さ
れ
た
在
方
に
関
す
る
法
令
を
集
大

（
“
）

成
し
た
、
「
先
年
よ
り
追
々
被
仰
出
書
」
と
題
す
る
法
令
集
を
作
成
し
、
領
内
に
配
布
し
て
い
る
。
や
は
り
こ
の
時
期
に
八
在
方
に
対
す
る

引
き
締
め
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
保
改
革
後
に
も
、
例
え
ば
天
保
一
五
年
八
月
に
は
、
組
合
取
締
役
を
通
し
て
農
間
質

屋
や
古
着
・
古
鉄
渡
世
の
統
制
を
徹
底
さ
せ
、
そ
の
主
旨
を
明
示
し
た
請
書
を
提
出
さ
せ
る
と
い
っ
た
政
策
が
行
な
わ
れ
て
い
秘
。
こ
れ
も

（
釦
）

も
と
も
と
は
関
東
取
締
出
役
が
寄
場
組
合
を
通
じ
て
提
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ｉ

し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
天
保
改
革
期
の
諸
政
策
の
中
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
幕
府
の
海
防
政
策
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
行
な
わ
れ
た

藩
領
の
移
動
で
あ
る
。
異
国
船
の
渡
来
に
対
し
て
小
田
原
藩
は
、
文
政
四
年
か
ら
浦
賀
奉
行
所
へ
の
援
兵
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
三
浦

郡
内
に
一
七
か
村
、
五
五
二
五
石
余
の
所
領
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
三
浦
郡
内
の
所
領
が
天
保
一
四
年
六
月
に
上
知
さ
れ
、
八
月
に
は

そ
の
代
知
と
し
て
足
柄
上
下
郡
ｂ
大
住
郡
・
淘
綾
郡
・
愛
甲
郡
・
津
久
井
県
の
内
に
お
い
て
、
三
七
か
村
、
七
○
九
五
石
余
が
与
え
ら
れ
た

（
副
）

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
田
原
藩
の
海
防
を
浦
賀
援
兵
か
ら
伊
豆
援
兵
へ
と
切
替
え
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

，
問
題
は
こ
の
時
新
た
に
藩
領
に
組
込
ま
れ
た
村
々
で
、
ま
ず
東
海
道
の
平
塚
宿
や
大
磯
宿
を
は
じ
め
と
し
て
、
相
模
川
の
水
運
と
海
運
と

を
結
ぶ
湊
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
須
賀
村
（
平
塚
市
）
な
ど
が
新
た
に
藩
領
と
な
っ
た
。
ま
た
、
大
磯
宿
の
か
わ
り
に
寄
場
組
合
の
親

合
村
や
村
ご
と
の
独
自
性
が
ま
だ
大
き
か
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
天
保
期
の
議
定
書
は
、
と
く
に
そ
の
内
容
の
同
一
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
が

特
徴
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
保
期
の
議
定
書
で
は
内
容
の
規
格
化
、
同
一
化
が
顕
著
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
藩
の
関
与
が
強
ま
っ
た
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
ど
れ
ら
の
議
定
書
は
、
奥
書
で
村
役
人
に
対
し
て
惣
百
姓
が
連
印
す
る
請
書
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
篠
窪
村
（
松
田

町
）
の
議
定
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
組
合
取
締
役
の
篠
窪
村
名
主
甚
左
衛
門
が
、
管
轄
す
る
中
筋
掛
の
代
官
に
提
出
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

る３
０
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村
と
な
っ
た
山
西
村
（
二
宮
町
）
や
矢
倉
沢
往
還
の
要
衝
で
、
地
域
経
済
の
拠
点
で
も
あ
り
、
寄
場
組
合
の
親
村
で
も
あ
っ
た
曽
屋
村
（
秦
野

市
）
、
甲
州
へ
の
要
地
で
、
こ
れ
ま
た
親
村
で
あ
っ
た
日
連
村
（
藤
野
町
）
の
内
に
も
所
領
が
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
要
地
が
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
小
田
原
藩
に
は
、
相
模
川
以
西
の
沿
岸
部
を
中
心
に
、
そ
り
内
陸
部
の
警
備
に
つ
い
て
も
一

定
度
の
役
割
が
期
待
き
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
へ
所
領
の
大
規
模
な
移
動
は
こ
れ
が
最
後
で
あ
り
、
藩
で
は
こ
れ
ら
の
村
々
を
新
た
に
組
合
村
と
し
て
編
成
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
さ
ぢ
に
、
従
来
の
組
合
村
も
ま
た
、
各
筋
の
範
囲
を
含
め
て
新
た
な
編
成
替
え
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
組
合
村
お
よ
び
組
合
取
締
役
の
比
重
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
ｐ
こ
こ
で
は
表
３
を

も
と
に
、
天
保
一
四
年
ま
で
の
組
合
村
の
全
体
的
な
変
化
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
天
保
八
年
段
階
の
組
合
村
を
、
同
二
年
段
階
と
比
較
し
て
み
る
と
、
中
筋
で
は
庄
内
組
合
が
中
沼
組
合
と
苅
野
岩
組
合
に
別
れ
、
小

田
原
府
内
が
土
手
内
組
合
か
ら
分
立
し
て
い
る
。
ま
た
東
筋
で
は
早
川
組
合
が
土
肥
筋
組
合
と
合
体
し
て
、
片
浦
筋
土
肥
筋
組
合
一
四
か
村

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
藩
領
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
東
筋
の
組
合
村
で
は
構
成
村
数
に
若
干
の
増
減
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
天
保
一
四

年
以
降
に
な
る
と
、
各
組
合
村
の
村
数
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
中
筋
で
あ
っ
た
登
筋
組
合
（
箱
根
町
方
面
）
が
西

筋
と
な
り
、
御
厨
領
（
御
殿
場
市
方
面
）
以
外
の
駿
河
の
組
合
村
や
伊
豆
の
組
合
村
が
東
筋
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
史
料
を
つ

き
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
の
編
成
替
え
は
、
こ
の
時
の
藩
領
の
移
動
が
要
因
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
天
保
八
年
九
月
の
役
方
筋
分
を
契
機

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
天
保
一
四
年
以
降
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
藩
領
に
加
え
ら
れ
た
村
々
に
よ
っ

て
新
た
に
組
合
村
が
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
幕
末
に
は
さ
ら
に
各
筋
の
構
成
も
変
化
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
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I三浦郡Ｉ足柄上郡（９）足柄下郡（３）
０。０

１御代知Ｉ大住郡（17)・淘綾郡（５）愛甲郡（３）津久井県（３）
p－－－－－＝－－－ － － ＝ － － － － － － － － － － － － － － － － －－一一－－－－ｰ－－－－ｰ＝－－－ー一－一○‐｡‐ローーーー‐ー‐ｰ－－‐‐‐ー一一一－－ー－ｰ－－－－－ｰ－－－－つ－－－－－－ｰ＝－－－－●

(2)天保８年{1837)４月段階(筋分直前） 『二宮尊徳全集』第15巻Ｐ231

(3)･天保14年(1843)以降(三浦郡上知以後）『神奈川県史』資料編5近世(2)Ｐｌ４５、

２４０

表３天保期における組合村･構成の変遷

（１）天保２年（1831）段階．「御領分村々組合覚」（小田原市立図書館蔵片岡文書）

筋 組 合村名 (村数）

中
筋

蓮正寺村組合（９）吉田島村組合（７）和田河原村組合.（８）

穴部村 組合 （１１）中沼村組合（８） 苅野岩村組合（６）

松田組合（､5 ） 東 山 家 組 合 （ ９ ） 西山家組合（９）

土手内組合（８ ） 小 田 原 府 内 （ ８ ）

西
筋

御厨北方組i合（11）御厨坂下組合（11）御厨中･筋組合（12）

御厨南筋組合（11）御厨原方組合（14）御厨八ケ郷組合（８）

御厨下郷組合（10）＊登筋組合（

東
筋

●●

東 往還通組合（９）曽我通組合（７）府中通組合（16）

j１１通組合（８）爵片浦筋土肥筋組合（14）御伝馬替地組合（4+7）

駿州富士郡組合（５）駿州駿東郡組合（５）

豆州田方郡組合（ ７ ） 豆 州 君 沢 郡 組 合 （ ８ ） 且 州内､浦組合（５）

筋 組 合 村 名 （村数）

中
筋

蓮正寺村組合（９） 吉 田 島 村 組 合 （ ７ ） 和 田河原村組合（８）

穴部村組合（11）中沼村組合（８）苅野 岩村組合（６）

松田組合（５）東山家組合（９）西山家組合（９）

士手内組合（８）小田原府内（８）＊登り 筋 組 合 （ １ ６ ）

東
筋

東往.還通組合（９）曽我通組合（７）府中通組合（16）

川通組合（８）片浦筋土肥筋組合（14）御伝馬替地組合（4+7）

組 合村名（村数）

蓮正寺組合（９）吉田島組合（８）．七名通(和田河原)組合（８）穴部組合（１１）

庄内組合(8+6）松田組合（５）．東山家組合（９）西山家組合（９）

土手内組合（15）登筋組合（16）

往還通組合（12）曽我通組合（７）府中通組合（15）
●
●

川通組合（12）

御伝馬替地組合（７）津久井県組合（12）三浦郡組合（4+6+6）

早川組合（８）土肥筋組合（６）

御厨坂下組合（10）同北方組合（11）同中筋組合（12）同南筋組合（11）

同原方組合（14）同八ヶ郷組合（８）同下郷組合（10）

駿州駿東郡組合（10）

豆州田方郡組合（７）豆州君沢郡組合（８）豆州内浦組合（５）



剛
３
幕
末
期
の
藩
政
と
三
筋
惣
代
取
締
役
．
、

剛
役
方
筋
分
を
契
機
と
し
た
地
方
支
配
の
再
編
は
し
か
し
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
を
境
に
さ
ら
に
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

の制
こ
の
年
の
一
一
月
闇
一
一
日
に
小
田
原
地
方
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
．
１
．
１
Ｆ
六
・
五
と
も
い
わ
れ
る
大
地
震
の
た
め
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
上

Ｊ鮒
に
、
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
と
す
る
過
重
な
海
防
軍
役
が
次
第
に
藩
政
を
圧
迫
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態

剛
に
対
処
す
る
た
め
に
藩
主
忠
惑
は
、
家
中
一
同
に
対
し
て
、
二
月
一
四
日
付
け
で
一
一
一
か
年
間
の
徹
底
し
た
倹
約
取
締
り
を
命
じ
る
直
書
を

る

（
錘
）

鮒
出
し
て
い
る
。

手
』瀞

こ
の
直
書
の
な
か
で
忠
惑
は
へ
嘉
永
の
大
地
震
と
ペ
リ
ー
来
航
を
直
接
の
契
機
と
し
た
危
機
感
へ
と
り
わ
け
多
大
な
出
費
に
と
も
な
う
藩

原佃
財
政
へ
の
圧
迫
が
、
家
臣
へ
の
俸
禄
米
の
支
給
を
著
し
く
減
少
さ
せ
、
そ
れ
が
家
臣
の
意
欲
を
そ
ぐ
こ
と
を
懸
念
し
つ
つ
も
、
小
田
原
は

４肌
「
都
府
之
咽
喉
」
「
海
陸
之
要
地
」
で
あ
り
、
そ
の
心
構
え
が
「
国
之
栄
辱
」
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
武
備
を
は
じ
め
と
し

て
、
幕
府
に
対
す
る
要
務
は
何
を
さ
し
お
い
て
も
果
た
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
同
日
付
け
で
忠
惑

こ
の
よ
う
み
て
く
る
と
、
小
田
原
藩
で
は
、
天
保
期
後
半
に
展
開
す
る
幕
府
の
政
策
を
独
自
の
形
で
援
用
し
、
領
内
の
支
配
体
制
お
よ
び

そ
の
引
き
締
め
策
に
積
極
的
に
活
用
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
結
果
と
し
て
で
は
あ
れ
、
こ
う
し
た
一
連
の
幕

府
の
政
策
が
，
天
保
八
年
の
役
方
筋
分
を
契
機
と
し
た
地
方
支
配
の
強
化
、
と
り
わ
け
組
合
取
締
役
や
組
合
村
を
中
心
と
し
た
強
化
策
の
一

環
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
名
実
と
も
に
組
合
取
締
役
が
組
合
村
お
よ
び
郡
中
の
「
惣
代
」
と
し

て
、
中
間
支
配
機
構
的
側
面
を
強
め
た
こ
と
か
そ
し
て
そ
の
後
の
地
方
行
政
を
担
う
存
在
と
な
っ
て
い
く
上
で
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

｢取締役」制の展開と組合村（馬場）



さ
ら
に
藩
当
局
は
、
同
じ
く
二
月
付
け
で
領
内
の
村
々
に
対
し
、
一
一
一
か
年
間
の
厳
し
い
倹
約
取
締
り
を
命
じ
て
い
溺
・
忠
惑
の
直
書
と

軌
を
一
に
し
て
、
そ
の
意
志
を
領
内
全
域
に
も
お
よ
ぼ
そ
う
と
い
う
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
近
年
の
異
国
船
渡
来
に

よ
る
夫
人
馬
役
の
過
重
や
当
年
春
の
地
震
に
よ
っ
て
村
々
が
疲
弊
し
て
い
る
と
し
て
、
夫
人
馬
の
減
少
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て

一
一
一
奉
行
そ
の
他
の
諸
役
人
に
対
す
る
年
始
、
暑
寒
・
役
成
な
ど
の
際
に
定
例
と
な
っ
て
い
る
贈
り
物
を
刺
当
丑
年
か
ら
来
る
辰
年
（
安
政
三

年
〈
一
八
五
八
〉
）
ま
で
中
三
か
年
の
間
、
年
始
を
手
軽
に
す
る
こ
と
を
除
い
て
一
切
禁
止
す
る
と
い
う
。
こ
れ
が
家
臣
に
対
す
る
音
信
・
贈
答

規
制
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
「
異
賊
」
で
あ
る
欧
米
諸
国
に
対
し
て
は
、
「
御
国
内
一
体
之
力
」
を
も

っ
て
防
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
て
力
を
尽
し
、
「
弐
百
年
来
昇
平
之
沢
」
に
浴
し
て
き
た
「
国
恩
」

に
報
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
人
馬
の
出
し
方
を
は
じ
め
、
万
端
不
都
合
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
心
掛

け
、
平
常
も
耕
作
に
出
精
し
、
「
質
素
節
倹
」
を
守
っ
て
な
る
べ
く
些
細
な
こ
と
に
も
費
え
を
省
く
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
質
素

節
倹
」
の
名
の
も
と
、
改
め
て
人
心
の
刷
新
が
志
向
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
欧
米
諸
国
と
の
対
時
と
い
う
社
会
状
況
を

媒
介
と
し
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
だ
け
の
体
制
作
り
が
急
務
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
問
題

火
の
後
で
、

（
製
）

で
あ
ろ
う
。

は
、
兵
制
規
則
や
平
常
出
役
規
則
の
改
正
を
申
し
渡
し
た
直
書
も
出
し
て
い
魂
。
幕
府
に
対
す
る
役
儀
と
藩
体
制
の
維
持
・
再
建
、
そ
の
狭

間
で
、
と
も
か
く
も
こ
う
し
た
現
状
で
は
家
臣
へ
の
俸
禄
米
の
支
給
を
減
ら
し
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
冗
費
を
省
い
て
倹
約
を
推
し
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
ｐ
ま
た
、
倹
約
に
つ
い
て
は
「
守
倹
専
一
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
享
保
の
御
制
度
に
基
づ
い
て
、
音

信
・
贈
答
・
振
る
舞
い
な
ど
の
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
も
申
し
渡
し
て
い
る
。
享
保
年
間
と
い
え
ば
、
宝
永
四
年
（
一
七
○
七
）
の
富
士
山
噴

火
の
後
で
、
急
激
に
藩
財
政
が
傾
い
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
藩
当
局
は
、
現
在
の
状
況
が
そ
の
享
保
期
と
同
様
の
も
の
と
み
て
い
た
の

242



は
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
領
内
の
支
配
体
制
に
も
大
幅
な
改
編
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
第
一
弾
と
し
て
二
月
一
五
日
、
す
な
わ
ち
忠
慧
の
直
書
が
出
さ
れ
た
翌
日
に
は
、
郡
奉
行
と
そ
の
手
代
（
地
方
手
代
）
以
下
の
筋
分

が
廃
止
さ
れ
、
一
同
で
領
内
の
全
域
を
担
当
す
る
体
制
に
戻
さ
れ
て
い
鰯
。
し
か
も
、
そ
れ
か
ら
一
一
年
後
の
安
政
二
年
七
月
一
一
九
日
に
は
、

今
度
は
郡
奉
行
の
職
掌
を
公
事
方
と
勧
農
方
に
分
離
し
、
郡
奉
行
の
手
代
も
こ
れ
に
応
じ
て
分
掌
す
る
体
制
が
と
ら
れ
極
。
そ
の
詳
し
い
内

容
は
不
明
で
あ
る
が
、
郡
奉
行
の
職
掌
の
内
、
裁
判
を
受
け
持
つ
分
野
が
分
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
専
管
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
年
貢
割
付
状
の
発
給
も
こ
れ
を
境
に
勧
農
方
の
郡
奉
行
だ
け
が
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
郡
奉
行

手
代
の
兼
帯
と
な
っ
て
い
た
大
川
通
（
酒
匂
川
）
川
除
方
・
堰
川
除
開
発
方
の
業
務
も
勧
農
方
手
代
の
み
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
九
月
一
三
日
に
は
郡
奉
行
の
分
掌
に
し
た
が
っ
て
地
方
役
人
の
大
幅
な
人
事
異
動
が
行
わ
れ
、
新
た
に
地
方
取
締

．
（
認
）
．
．
・

役
と
い
う
役
職
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
《
価
表
４
は
、
こ
の
時
点
で
の
地
方
役
人
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

地
方
取
締
役
は
へ
崖
に
代
官
経
験
者
の
中
か
ら
新
た
に
抜
擢
さ
れ
た
も
の
で
和
従
来
代
官
が
兼
帯
し
て
い
た
酒
匂
Ⅲ
０
川
除
方
や
開
発
方

の
職
務
を
代
官
に
か
わ
っ
て
引
き
継
い
梅
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
れ
ら
の
業
務
に
つ
い
て
は
ｊ
従
来
の
代
官
ｌ
代
官
手
代
体
制
か
ら
犯
勧
農

方
郡
奉
行
ｌ
地
方
取
締
役
ｌ
郡
奉
行
手
代
と
い
う
体
制
で
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
取
締
役
は
、
災
害
な
ど
に
よ
っ
て

地
位
の
下
が
っ
た
田
地
の
減
免
額
と
そ
ｊ
期
限
を
決
め
る
「
取
下
り
」
と
い
う
業
務
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
ｂ
地
方
取
締
役

が
そ
れ
ぞ
れ
勧
農
方
の
郡
奉
行
手
代
や
書
役
を
率
い
て
廻
村
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
業
務
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
取
締
役
は
郡
奉

行
の
分
掌
に
し
た
が
っ
て
、
と
く
に
勧
農
方
の
業
務
を
補
完
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
翌
安
政
三
年
は
三
か
年
御
取
締
り
仕
法
の
年
限
と
な
る
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
九
月
七
日
に
は
、
今
度
は
代
官
お
よ
び
代
官
手

代
以
下
の
筋
分
が
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て
を
天
保
八
年
以
前
の
通
り
と
す
る
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
趣
。
こ
こ
で
全
面
的
に
役
方
筋
分
が
廃
止
さ
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表４安政２（1855）年の地方役人

註）・安政３年12月･｢御飾り様寒中御見舞控帳もＩ（小田原市府川稲子

正治氏所蔵）より作成。

註)。『御殿場市史」第１巻832～833頁，安政３年正月「御飾り様御年玉
.●

井御歳暮遺物控帳」（小田原市府川稲子正治氏所蔵）より作成。

表５安政３年（1856）の地方役人

別4．．

役職 役人名

郡奉行公事方

同手代

郡奉行勧農方

地方側手代

川村甚左衛門，関小左衛門

進藤弥一右衛門，河野角左衛門

黒柳久兵衛，竹内藤左衛門

山崎弥五郎，森田繁次郎，小山才治
杉本喜久七郎，入江良右衛門

内田雷蔵，小川門兵衛

代官

同手代

谷川六三郎，島村又市，柳川連治
鈴木藤兵衛，牧野又兵衛，鈴木謙八

栗原祐造，岡部与助，神田啓蔵

山本柳兵衛，天野荘次郎

地方取締役 小川太右衛門，山崎金五右衛門

地方書役 松本弥太郎，瀬戸英蔵〆柴山喜六

瀬戸蔦兵衛，木村芳太郎，飯高連蔵
●

烏海与三郎，松宮作太郎込沢地友平

藤沢富五郎

役職 役人名

郡奉行

郡手代

公事方

井沢佐左衛門

関小左衛門 一
町

進藤弥一右衛門

平田理三郎

勧農方

竹内藤左衛門

黒柳久兵衛

｡

山崎弥五郎，森田繁次郎

洞田安兵衛，小山才治

杉本喜久七郎

.､入江良右衛門

伏順||職･#棚11鯛紡蒜）

地方取締役 鵜沢勇之介，小川太右衛門，山崎金五右衛門
(大川通川除・堰川除開発方掛り兼帯）

代官

(側粒徽制

同手代

西筋掛り

島村又市

鈴木市治郎

(不明）

中筋掛り

鈴木謙八

牧野又兵衛

山崎猪太郎

‘栗原祐造

：東筋掛り
･

柳川連治

谷川六三郎

(不明）

b



れ
、
再
び
一
領
支
配
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
表
５
は
、
こ
の
時
点
で
の
地
方
役
人
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
表
４
と
比
較
す

れ
ば
、
こ
こ
で
大
幅
な
役
人
の
整
理
と
配
置
換
え
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
三
か
年
御
取
締
り
仕
法
と
そ
の
年
限
明
け
前
後
に
は
、
地
方
支
配
の
体
制
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
替
え
が
試
み
ら
れ

た
。
そ
れ
は
嘉
永
～
安
政
改
革
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
体
制
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
文
久
元
年
（
一

八
六
一
）
の
八
月
一
一
八
日
に
は
、
勧
農
方
郡
奉
行
が
繁
忙
の
節
に
は
公
事
方
も
手
伝
い
を
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
二
月
一
○
日
に
は
今

回
の
「
御
取
締
り
」
に
応
じ
て
、
公
事
方
と
勧
農
方
を
当
分
の
間
「
打
ち
込
み
」
と
す
る
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
趣
。
今
回
の
「
御
取
締
り
」

と
は
、
俸
禄
米
の
大
幅
な
削
減
を
核
と
す
る
財
政
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。
藩
当
局
は
、
一
一
一
か
年
御
取
締
り
仕
法
の
年
限
明
け
と
な
っ
た
安
政

三
年
か
ら
新
た
に
五
か
年
計
画
で
御
取
締
り
仕
法
の
切
り
替
え
を
行
っ
て
お
り
、
文
久
元
年
は
そ
の
年
限
明
け
と
な
る
年
で
あ
っ
た
Ｐ
一
一

月
一
○
日
付
で
申
し
渡
さ
れ
た
新
た
な
「
御
仕
法
切
替
」
は
し
か
し
、
今
ま
で
に
な
く
厳
し
い
も
の
で
、
「
御
物
入
多
分
」
に
つ
き
五
か
年

の
間
、
家
臣
の
俸
禄
米
支
給
を
大
幅
に
減
額
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
極
。
ど
れ
ま
で
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
地
方
支
配
の
改
編
が
、
藩

の
財
政
問
題
や
軍
制
の
問
題
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
事
実
上
、
公
事
方
と
勧
農
方
と
い
う
分
掌
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
分
掌
そ
の
も
の
が
解
消

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
七
月
に
な
る
と
，
改
め
て
公
事
方
・
勧
農
方
の
分
掌
を
廃
止
し
、
す
べ
て
を

（
鰯
）

安
政
二
年
以
前
の
通
り
に
戻
す
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
地
方
取
締
役
も
「
御
預
り
役
」
と
さ
れ
、
事
実
上
の
廃
止
が
決
定
し
て
い
る
。

支
配
体
制
と
い
う
点
で
み
れ
ば
、
最
終
的
に
は
忠
真
の
十
ケ
年
御
勝
手
向
き
改
革
時
の
体
制
に
戻
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

幕
末
期
の
地
方
支
配
が
改
編
を
く
り
か
え
し
て
い
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
藩
当
局
の
方
針
に
少

な
か
ら
ず
混
迷
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
忠
真
の
改
革
以
降
次
第
に
藩
の
地
方
支
配
を
担
い
、
受
け
皿
と
な
っ
て
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安政２年（1855）の組合村構成６

き
つ
つ
あ
っ
た
取
締
役
や
組
合
村
が
、
藩
当
局
と
村
と
の
間
を
と
り
も
つ

中
間
的
な
行
政
機
構
と
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
組
合
村
の
構
成
自
体
に
も
ま
た
新
た
な
変
更

が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
表
６
は
安
政
二
年
時
点
に
お
け
る
各
筋
ご
と

の
組
合
村
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
城
付
領
の
組
合
村
を
図

１
と
し
て
図
示
し
て
み
た
。

表
３
で
検
討
し
た
天
保
一
四
年
直
後
の
構
成
と
比
べ
る
と
、
ま
ず
こ
の

年
に
三
浦
郡
村
々
の
代
替
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
村
々
が
、
上
町
？
津
久

井
県
・
曽
屋
・
山
田
・
須
賀
の
五
つ
の
組
合
村
に
ま
と
め
ら
れ
、
東
筋
に

編
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
Ｐ
た
だ
し
：
大
磯
宿
と
平
塚
宿
（
加
宿
を
含

む
）
に
つ
い
て
は
、
組
合
村
と
し
て
は
編
成
さ
れ
ず
，
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で

支
配
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
天
保
一
四
年
に
は
西
筋
か
ら
東

筋
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
た
駿
河
国
駿
東
郡
組
合
・
富
士
郡
組
合
と
伊
豆

国
田
方
郡
組
合
・
君
Ｊ
沢
郡
組
合
・
内
浦
組
合
が
西
筋
に
戻
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
片
浦
筋
土
肥
筋
組
合
（
湯
河
原
町
・
真
鶴
町
方
面
）
が
再
び
片
浦

筋
組
合
と
土
肥
筋
組
合
の
二
つ
に
分
か
れ
、
こ
れ
も
東
筋
か
ら
西
筋
へ
と

か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遅
く
と
も
嘉
永
期
の
後
半
に
は
、
片
浦
筋
．

『小田原市史』史料編近世Ⅲ史料１より作成。
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筋 組合村吸名（ 村数）

中
筋

蓮正寺組合（11）、吉田島組合（８）和田河原組合（８）

穴部組合（１１）中沼組 合（８）苅野岩村組合（６）

川村（松田）組合（５）東山家組合（９）西．山家組合（９）

土 手内組合（10 ） 小田原府内（５）

西
筋

*登筋組合（16）呂片浦筋組合（８）Ｘ土肥筋組合（６）

御厨北筋組合（10）御厨坂下組合（11）御厨中筋組合（１２）

御厨南筋組合（11）御厨原方組合（14）御厨八ケ郷組合（８）

御厨下郷組合（10）豆州田方郡組合（７）豆州君沢郡組合（８）

豆

●

◆

州内浦組合（５）駿州富士郡組:合（５）駿州駿東郡組.合（５）

東
筋

往還通組合（12）曽我通組合（７）府中 通組合（16）
◆

川通 組合 （９ ）御伝馬替地組合（12）

上町村組合（８）津久井県組合（17）曽屋．組合（８）

山田組合（９）須賀組合（１１）大磯宿

e●

平塚宿
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土
肥
筋
組
合
の
村
々
が
東
筋
代
官
か
ら
西
筋
代
官
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
そ
の
頃
に
は
こ
う
し
た
体

（
園
）

制
が
固
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
天
保
八
年
の
役
方
筋
分
後
に
西
筋
に
編
成
替
え
と
な
っ
た
登

筋
組
合
（
箱
根
方
面
）
に
加
え
、
新
た
に
片
浦
筋
組
合
と
土
肥
筋
組
合
が
西
筋
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
模
国
内
で
の
三
筋
体
制
が
確
立
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
幕
末
期
に
な
る
と
、
相
模
国
の
城
付
領
で
は
、
組
合
取
締
役
の

上
に
新
た
に
「
三
筋
惣
代
取
締
役
」
と
称
す
る
役
職
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
筋
惣
代
取
締
役
が
い
つ
設
置
さ
れ
た
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
四
月
に
作

成
さ
れ
た
「
腰
懸
茶
代
割
取
立
帳
」
に
、
三
筋
惣
代
取
締
役
と
し
て
井
細
田
村
の
名
主
中
戸
川
彦
右
衛
門
、
山
王
原
村
の
名
主
神
保
忠
右
衛

門
、
湯
本
村
（
箱
根
町
）
の
名
主
九
蔵
の
名
前
が
み
え
る
の
が
、
そ
れ
と
確
認
で
き
る
最
初
の
事
例
で
あ
魂
ｐ
そ
れ
ぞ
れ
中
筋
土
手
内
組
合
、

東
筋
東
往
還
通
組
合
、
西
筋
登
筋
組
合
の
組
合
取
締
役
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
一
一
筋
惣
代
取
締
役
は
、
各
筋
の
組
合
取
締
役
の
中
か
ら
一

名
ず
つ
が
選
出
さ
れ
、
組
合
取
締
役
と
兼
任
し
て
そ
の
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
秘
「
腰
懸
」
と
は
地
方
役
所
の
待
ち
合
い

所
の
こ
と
で
、
取
締
役
た
ち
の
会
合
場
所
と
な
・
っ
て
い
た
。
こ
の
茶
代
を
村
々
に
割
り
振
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
三
筋
惣
代
取
締
役

が
郡
中
の
惣
代
と
し
て
業
務
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
慶
応
二
年
の
九
月
頃
に
は
、
こ
の
中
か
ら
湯
本
村
の
名
主

九
蔵
が
抜
け
て
中
戸
川
と
神
保
の
二
名
と
な
り
、
慶
応
三
年
一
一
一
月
に
な
っ
て
新
た
に
金
子
村
（
大
井
町
）
の
名
主
間
宮
若
三
郎
が
加
わ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
間
宮
若
三
郎
は
東
筋
川
通
組
合
の
取
締
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
東
筋
か
ら
一
一
名
が
選
出
さ
れ
、
三
筋
惣

代
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
西
筋
か
ら
は
該
当
者
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
二
月
に
な
る
と
、

（
侭
）

こ
の
一
二
名
に
加
え
て
、
湯
本
村
の
福
住
九
蔵
が
再
び
三
筋
惣
代
取
締
役
に
復
帰
し
、
四
名
の
体
制
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

図
２
は
、
こ
の
時
期
の
相
模
国
内
に
お
け
る
「
取
締
役
」
制
の
体
系
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
ｐ
図
２
で
は
こ
れ
に
各
段
階
で
の
寄
合
と
そ
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図２相模国城付領の「取締役」組織と寄合

西筋
<3組合＞

三筋惣代取締役

く各筋1～２名＞

三筋寄合
各筋組合取締役

筋寄合
各組合取締役

組合村

組合取締役

く1組合1名＞

組合寄合
各村村役人

村
｜

村役人

村方取締役

く1村2～3名＞

東筋
く5組合＞



の
構
成
員
を
加
え
る
こ
と
で
、
「
取
締
役
」
制
の
全
体
的
な
組
織
と
運
営
の
あ
り
方
を
傭
撤
し
て
み
た
。
ま
ず
取
締
役
の
ト
ッ
プ
と
し
て
三

筋
惣
代
取
締
役
が
あ
っ
た
が
、
先
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
本
来
こ
れ
に
は
各
筋
の
組
合
取
締
役
か
ら
一
名
ず
つ
が
選
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
三
筋
惣
代
取
締
役
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
も
寄
合
を
開
い
て
重
要
案
件
の
評
議
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
各
筋
の
組
合
取
締

役
を
交
え
て
寄
合
が
開
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
筋
を
単
位
と
し
て
議
定
書
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
筋
ご
と
に
組
合

取
締
役
に
よ
る
寄
合
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
組
合
取
締
役
は
、
組
合
村
ご
と
に
一
名
ず
つ
、
各
村
の
名
主
の
中
か
ら
藩

当
局
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
各
組
合
村
で
は
、
こ
の
組
合
取
締
役
を
中
心
に
、
各
村
の
村
役
人
に
よ
る
寄
合
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
村
内
に
は
村
役
人
の
ほ
か
に
小
前
百
姓
の
な
か
か
ら
二
～
三
名
が
村
方
取
締
役
（
小
前
取
締
役
）
に
任
命
さ
れ
、
先
述
し
た
よ
う
な
村

方
の
取
締
り
業
務
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ｐ

文
政
二
年
の
十
ケ
年
御
勝
手
向
改
革
以
降
の
地
方
支
配
が
、
改
編
を
く
り
か
え
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ

も
時
代
が
降
る
に
し
た
が
っ
て
混
迷
と
も
い
え
る
状
況
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
も
組
織
と
し
て
の
「
取
締
役
」
制
は
、
次

第
に
そ
の
態
様
を
整
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
取
締
役
」
制
、
そ
し
て
枠
組
み
と
し
て

の
組
合
村
に
か
か
る
比
重
と
期
待
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
面
で
在
地
の
「
自
治
」
的
能
力
を
地
域
の
再
編

成
の
手
段
と
し
て
最
大
限
に
活
用
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
の
創
出
で
あ
り
、
三
筋
惣
代
取
締
役
を
頂
点
と
す
る
体
系
は
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
で

あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
「
取
締
役
」
機
構
が
、
そ
れ
が
直
面
し
た
幕
末
期
の
社
会
情
勢
の
中
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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１
「
取
締
役
」
の
廻
状

（
“
）
・

表
７
は
、
足
柄
上
郡
雨
坪
村
（
南
足
柄
市
）
の
「
配
府
帳
」
か
ら
廻
状
の
発
給
者
別
に
そ
の
数
を
あ
た
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
小
田
原
藩

で
は
、
藩
か
ら
出
さ
れ
る
廻
状
を
「
配
府
」
と
称
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
「
配
府
帳
」
で
、
い
わ
ゆ
る
御
用
留
に
あ
た
る
。

こ
の
雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
に
は
、
地
方
役
所
な
ど
の
各
種
役
所
や
藩
役
人
か
ら
の
「
配
府
」
の
他
に
、
組
合
取
締
役
や
助
郷
取
締
役
・
同

肝
煎
な
ど
の
在
方
に
設
け
ら
れ
た
役
職
か
ら
出
さ
れ
た
廻
状
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
藩
か
ら
の
指
示
だ
け
で
な
く
、
こ
う

し
た
中
間
層
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
廻
状
は
、
「
廻
文
」
と
称
し
て
お
り
、
藩
か
ら
の

「
配
府
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
の
も
の
が
二

○
冊
現
存
し
て
い
る
だ
け
で
、
し
か
も
破
損
の
激
し
い
史
料
が
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
分
析
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
う

し
た
形
態
の
「
配
府
帳
」
は
、
他
の
村
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
時
期
に
お
け
る
藩
の
政
策
の
展
開
と
、
取
締
役

の
役
割
・
機
能
と
の
関
連
を
総
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
髄
。
表
７
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
配
府
帳
」
の
内
、
完
全
な
も
の
六
点
を

選
ん
で
、
発
給
者
別
に
廻
状
の
数
を
統
計
処
理
し
て
み
た
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
村
方
へ
廻
っ
て
く
る
「
配
府
」
に
は
、
地
方
役
所
と
郡
奉
行
付
の
手
代
で
あ
る
郡
（
方
）
手
代
（
地
方
手
代

と
も
い
う
）
、
そ
し
て
代
官
か
ら
の
も
の
が
多
く
、
水
害
の
あ
っ
た
年
な
ど
に
は
川
除
方
か
ら
の
「
配
府
」
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
民
政

の
ト
ッ
プ
で
あ
る
郡
奉
行
が
「
配
府
」
を
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
地
方
役
所
が
幕
令
の
伝
達
や
地
方
に
関
す
る
基
本
的
な

二
「
取
締
役
」
の
機
能
と
組
合
村
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表７雨坪村の配布帳にみる発給者別廻状数

通
達
を
行
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
ば
、
先
述
し
た
郡
奉
行

の
職
務
分
掌
を
反
映
し
て
、
郡
手
代
の
「
配
府
」
が
勧
農

方
と
公
事
方
に
分
け
て
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題

は
へ
組
合
村
な
い
し
は
組
合
取
締
役
を
対
象
に
し
た
「
配

府
」
の
発
給
主
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
圧
倒
的
に
代
官
か

ら
の
も
の
が
多
く
、
郡
手
代
な
い
し
は
代
官
手
代
が
こ
れ

を
補
完
す
る
と
い
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
改
め
て
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
組
合
取
締
役
そ
し
て
組
合
村
が

直
接
に
は
代
官
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
の
が
組
合
取

締
役
の
業
務
で
、
実
際
、
表
７
を
み
て
も
か
な
り
の
数
の

「
廻
文
」
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
内
容
的

に
も
藩
の
地
方
支
配
や
施
策
を
補
佐
な
い
し
は
施
行
す
る

た
め
の
「
廻
文
」
や
、
寄
合
の
召
集
・
組
合
入
用
な
ど
組

合
運
営
に
関
す
る
「
廻
文
」
を
出
し
て
お
り
、
年
に
よ
っ

て
は
ど
の
役
所
・
役
人
よ
り
も
そ
の
数
が
多
い
こ
と
も
あ

註）・南足柄市役所蔵各年「雨坪村配布帳」より作成。

・郡手代のうち、「勧」は「勧農方」、公は「公事方」の郡手代を示す。

．（）内は１か月の平均廻状数
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弘化

～同

安政3２

～同

万延1.9

～文久１．６

慶応

～同

i慶応2.8

～同3.2

慶応

～同４１

地方役所

郡（地方）手代

代官

代官手代。

寺社奉行

寺社奉行手代

川除方

作事方役所

国産方役所

矢倉沢関所

11(0.9）

11(0.9）

19(1.6）

６
１

3(0.3）

１

１

18(0.9）

':(09）
31(1.6）

２

４

4

32(1.7）

勧
公

３
‘
３

１
１
ｊ
１

2.1

1.1

1.9

く
く
く

く

１
９
２
９
３
３
３
７
１
１

２
．
１

勧
公

14(1.0）

９
８

勧
公 (1.2）

21(1.5）

３
７
１

34(2.4）

３

‘２

２

１５(2.1）

雲;α4）
１４(2.0）

１

２

１

５(0.7）

Ｉ

１

27(2.4）

7(0.6）

15(1.4）

３
２
１

5(0.5）

１

３

三筋惣代取締役

組合取締役

助郷取締役・肝煎

村筒小頭

１６(1.3）

8(0.7）

6(0.3）

8(0.4）

２

22(2.2）

6(0.6）

２

21(1.5）

15(1.1）

２

8(1.1）

14(20）

２

３

17(1.5）

7(0.6）

１

その他

明
し

不
な

1７

１
３

５

･６

１１

２
０
１
１

'１

1５

４

１１

３
５

1３

６

1０

合計 99(8.3） 153(8.1） 120(12.0） 172(12.8） 97(13.8） 119(10.8）



表８ 組合取締役の役割と組合村運営
由●一●合

っ
た
。
改
め
て
、
組
合
村
を
通
じ
た
地
方
支
配
の
具
体
的
な
遂
行
の
上

で
、
組
合
取
締
役
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ

う
。
ま
た
、
慶
応
元
年
か
ら
は
、
少
数
と
は
い
え
、
三
筋
惣
代
取
締
役
の

「
廻
文
」
も
廻
達
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
、
先
に
述
べ
た
「
取
締
役
」

体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
表
８
は
、
雨
坪
村
の
「
配
府

帳
」
を
中
心
に
、
他
村
の
「
配
府
帳
」
や
関
連
す
る
史
料
を
集
め
て
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
Ｐ
、

表
８
で
は
、
組
合
取
締
役
の
役
割
と
し
て
七
つ
の
項
目
を
あ
げ
て
み

た
。
ま
ず
①
の
質
素
倹
約
の
励
行
、
風
俗
の
取
締
り
、
そ
し
て
出
入
の
仲

裁
と
い
っ
た
職
務
は
、
そ
の
噴
矢
と
な
る
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
の

「
取
締
役
」
設
置
当
初
か
ら
基
本
的
な
職
務
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
も

（
配
）

の
で
、
多
言
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
②
と
し
て
年
貢
関
係
の
業
務

を
上
げ
て
い
る
が
八
事
実
関
係
と
し
て
、
「
取
締
役
」
が
直
接
年
貢
の
取

立
に
あ
た
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
年
貢
割
付
状
の
受
け
渡
し

の
た
め
に
地
方
役
所
へ
村
々
の
名
主
が
出
頭
す
る
よ
う
に
命
じ
た
代
官
の

「
配
府
」
は
組
合
村
が
単
位
で
あ
っ
た
し
、
「
御
用
米
俵
椿
米
椿
出
来
」
の

届
出
や
御
用
米
ず
新
御
蔵
米
な
ど
の
割
当
や
付
出
、
あ
る
い
は
夏
成
金
の
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組合取締役の役割 内 容

①
質素倹約の励行・風俗の取締り
出入の仲裁

②年貢関係業務

③組合村単位の負担
a)夫中間割・助郷割・新御蔵割

b)夫役の割当てと徴収

c)夫役金・冥加金の徴収
●●

④主段調・非常備金の徴収と世話

⑤勧農の世話
０

⑥書上類のとりまとめ

⑦藩役人出郷の伝達と接待 ■
０

Ｆ

｝従来からの職務

立毛見分(大廻り),取下り,検見等の世話およ
ぴ関係願書のとりまとめ／上納米俵椿｡御用米
・新御蔵米の上納と付出,夏成金の雪取立等

人足割と出金割

異国船渡ヲ
足役／農よ
大賄

夫役金(異
府･江戸出
部･天守閣
め等）

船渡来･京都守衛･甲府城代等につき夫人
／農兵取立／官軍通行につき人馬入用。。

国船渡来割，
張等） 房一箱根
等修復入用 ●

主
争
戸

藩
戦
江

上京,将軍進発,甲
割／冥加金(藩主入
上屋敷類焼･器械改

難村主段講･組合主段講･箱根無尽等の藩主導
の講(積金趣法)／三筋非常備金

囲穀／荒地開発／炭の売買や統制,肥料の頒布
と代金の徴集j櫨の植付け等の国産方に関する
業務

鉄砲改め･酒造･農間渡世･荒地等の調査,物価
の引下げ調査等



上
納
な
ど
に
つ
い
て
も
組
合
村
が
単
位
と
な
っ
て
い
た
。
年
貢
上
納
に
関
し
て
組
合
村
も
一
定
度
の
役
割
を
負
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
と
組
合
村
に
対
す
る
組
合
取
締
役
の
業
務
と
い
う
点
で
み
れ
ば
、
年
貢
の
割
付
を
決
め
る
前
段
の
立
毛
見
分
５
検
見
・
取
下
り
と
い
っ
た

作
業
が
問
題
で
あ
っ
た
。
立
毛
見
分
は
、
文
字
通
り
そ
の
年
の
稲
の
実
り
具
合
を
見
分
す
る
も
の
で
、
郡
奉
行
・
が
郡
手
代
を
率
い
、
分
担
し

て
廻
村
し
た
。
立
毛
見
分
を
含
む
郡
奉
行
の
廻
村
は
、
別
に
「
大
廻
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
組
合
取
締
役
は
、
と
く
に
こ
の
立

毛
見
分
の
前
に
、
組
合
村
々
の
「
立
毛
願
い
」
を
と
り
ま
と
め
て
提
出
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
小
田
原
藩
で
は
、
立
毛
見
分
に

際
し
て
、
田
方
の
実
り
具
合
や
検
見
を
実
施
し
て
ほ
し
い
場
所
な
ど
を
等
級
ご
と
に
ま
と
め
た
「
耕
地
切
帳
」
と
称
す
る
帳
面
や
、
「
村
升

合
力
」
な
ど
を
提
出
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
元
に
、
必
要
で
あ
れ
ば
代
官
が
検
見
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
「
取
下
り
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

災
害
な
ど
に
よ
っ
て
地
位
の
下
が
っ
た
田
地
の
年
貢
額
と
減
免
の
期
限
を
決
め
る
作
業
で
、
郡
手
代
が
担
当
し
て
い
た
が
、
地
方
取
締
役
が

設
置
さ
れ
て
か
ら
は
、
同
役
が
郡
手
代
を
率
い
て
廻
村
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
取
下
り
」
を
願
う
願
書
も
ま
た
、
組
合
村
単
位
に
ま

と
め
ら
れ
、
組
合
取
締
役
を
通
じ
て
提
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
携
わ
る
地
方
役
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
廻
り
様
．
検
見
様
・

取
下
り
様
な
ど
と
も
呼
ぱ
れ
て
お
り
、
そ
の
廻
村
を
村
々
に
伝
達
し
、
段
取
り
を
す
る
の
が
組
合
取
締
役
の
役
割
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ

に
は
地
方
役
人
に
対
す
る
盆
暮
れ
の
「
御
見
舞
」
の
手
配
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
地
方
役
人
に
限
ら
ず
、
藩
役
人

の
出
郷
Ｉ
廻
村
に
関
し
て
組
合
取
締
役
は
、
そ
の
世
話
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
⑦
と
し
て
あ
げ
た
藩
役
人
出
郷
の
伝
達
と

接
待
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
⑥
書
上
類
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
詳
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
も
組
合
取
締
役
の
職

務
と
し
て
は
基
本
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
③
④
⑤
と
し
て
あ
げ
た
項
目
の
ほ
と
ん
ど
は
、
幕
末
期
に
特
有
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
表
８
を

元
に
三
つ
の
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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２
夫
役
・
夫
役
金
・
冥
加
金
と
農
兵
取
立

表
８
で
は
、
③
組
合
村
単
位
の
負
担
と
し
て
三
つ
の
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。
ま

晩
ず
ａ
と
し
て
あ
げ
た
夫
中
間
割
と
助
郷
割
、
そ
し
て
新
御
蔵
の
普
請
割
は
、
組
合

昨
村
単
位
の
賦
課
と
し
て
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
９
は
、
中
沼
組

よ溺
今
ロ
の
組
合
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
草
高
」
の
他
に
、
「
組
合

柵
割
高
」
「
新
御
蔵
高
」
「
夫
中
間
高
」
「
助
郷
高
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
設
定
さ
れ
て

肺
い
る
。
夫
中
間
高
は
、
江
戸
詰
・
小
田
原
詰
の
夫
中
間
お
よ
び
そ
の
費
用
を
領
内

足楠
の
村
々
に
割
り
か
け
る
た
め
の
高
で
、
助
郷
高
も
同
様
に
助
郷
人
馬
な
い
し
は
助

副
郷
出
金
を
取
り
立
て
る
た
め
の
基
準
高
で
あ
る
。
小
田
原
藩
の
場
合
、
助
郷
た
め

儲
の
組
合
が
藩
領
の
組
合
村
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

組井書
ま
た
、
新
御
蔵
は
元
蔵
に
対
す
る
藩
の
米
蔵
の
一
つ
で
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）

鮒
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
中
筋
吉
田
島
組
合
で
は
、
組
合
村
の
役
職

ｒ月
と
し
て
、
組
合
惣
代
・
助
郷
惣
代
・
新
御
蔵
惣
代
が
（
夫
）
中
間
惣
代
が
設
け
ら
れ

２碑
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
秘
。
い
ず
れ
も
村
々
が
年
番
で
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら

雛
れ
、
と
く
に
組
合
惣
代
は
、
組
合
入
用
の
勘
定
な
ど
に
あ
た
り
、
組
合
取
締
役
と

説
は
別
に
組
合
御
用
と
し
て
地
方
役
所
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

改
め
て
、
こ
れ
ら
が
組
合
村
の
機
能
と
し
て
基
本
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
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表９中沼組合の組合高

組合草高 組合割高 新御蔵高 夫中間高 助郷高

沼
野
沢
山
本
坪
泉
寺西

中
狩
飯
猿
関
雨
福
弘

513石228

555.303

143.555

212.687

655.529

208.526

169.033

212.116

370石７

523.

135.11

231.4

631.2

193.83

173.72

227.

181石1

162.2

４０．２

40.9

267.5

６３．４

６３．

７５．４

3481Ei907

443.906

115.3

159.687

93.206

160.398

146.905

167.932

305石

382.

95.

430.

138.

95.

158.

合計 2669.977 2485.96 893.71 636.241 1593.



が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
で
も
夫
中
間
割
と
新
御
蔵
割
は
、
そ
の
賦
課
が
小
田
原
藩
領
に
お
い
て
組
合
村
が
設
定
さ
れ
る
一
つ
の
契
機
で

（
”
）

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
組
合
取
締
役
も
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
側
面
か
ら
補
佐

す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ｂ
と
Ｃ
と
し
て
あ
げ
た
夫
役
お
よ
び
夫
役
金
・
冥
加
金
の
問
題
は
、
当
該
期
に
固
有
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
藩
が
置
か
れ

て
い
た
社
会
的
・
政
治
的
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
が
果
た
し
た
役
割
を
明
示
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
幕
末
に
か
け
て
の
小
田
原
藩
政
を
規
定
し
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
は
、
幕
府
か
ら
課
せ
ら
れ
た
過
重
な
軍
役
で
あ
っ

た
。
伊
豆
下
田
を
中
心
と
し
た
海
防
軍
役
か
ら
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
京
都
守
衛
に
水
戸
天
狗
党
追
捕
の
た
め
の
越
後
出
兵
、
慶
応
三

年
の
甲
府
城
代
就
任
は
も
と
よ
り
、
江
戸
城
の
大
番
役
や
各
門
の
警
備
、
横
浜
・
荻
野
村
（
厚
木
市
）
・
曽
屋
村
（
秦
野
市
）
か
ら
御
厨
筋
（
御

殿
場
市
周
辺
）
な
ど
近
隣
地
域
へ
の
出
兵
、
そ
し
て
箱
根
を
は
じ
め
と
す
る
六
か
所
の
関
所
固
め
と
、
ま
さ
に
息
つ
く
暇
も
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
概
し
て
小
田
原
藩
は
、
幕
末
の
政
局
の
中
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
言
い
難
い
が
、
関
東
の
要
衝
を
守
る
譜
代
の
大
藩
と
し

て
、
藩
に
か
か
る
比
重
は
大
き
か
っ
た
。
前
述
し
た
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
藩
主
忠
慧
の
直
書
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
藩
当
局
も
ま
た

そ
う
し
た
位
置
づ
け
を
充
分
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
軍
役
負
担
は
当
然
の
ご
と
く
領
内
の
村
々
に
も
転
嫁
さ
れ
た
。
近
世
の
軍
団
編
成
は
、
そ
の
中
に
百
姓
の
陣

夫
役
を
必
須
の
要
素
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
た
し
、
ま
し
て
や
当
時
の
家
中
軍
役
は
、
実
質
的
に
は
在
地
か
ら
の
夫
役
徴
発
に
よ
っ
て
凌
ぐ

体
制
に
な
っ
て
い
た
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
必
要
に
応
じ
て
村
々
か
ら
夫
人
足
や
馬
が
徴
発
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
支
払
わ
れ
る
給

料
を
含
め
て
、
夫
役
と
し
て
か
か
っ
た
費
用
は
夫
役
金
と
し
て
こ
れ
ま
た
村
々
か
ら
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
っ
掴
。
表
８
で
は
、
雨
坪
村
の

「
配
府
帳
」
を
元
に
他
の
史
料
を
加
味
し
て
そ
う
し
た
夫
役
・
夫
役
金
の
類
を
書
き
上
げ
て
み
た
が
、
異
国
船
渡
来
・
藩
主
上
京
・
将
軍
進
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と
そ
の
入
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
秘

発
な
ど
多
様
な
名
目
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
次
の
史
料
は
、
元
治
元
年
の
京
都
守
衛
に
と
も
な
う
郡
中
夫
人
馬
の
徴
発

以
配
府
申
達
候
、
然
は
殿
様
京
都
御
守
衛
被
為
蒙
仰
候
二
付
て
は
、
郡
中
夫
人
馬
被
仰
付
候
儀
二
て
申
達
候
儀
有
之
候

間
、
此
配
府
着
次
第
御
役
所
え
可
被
出
候
が
此
段
申
達
候
、
以
上
；

五
月
十
日
牧
野
又
兵
衛

須
賀
村

Ｊ
名
主
中

（
マ
マ
）

右
之
通
御
配
府
同
日
夜
八
シ
半
時
至
来
二
付
、
急
束
十
一
日
御
役
所
え
罷
出
候
様
、
取
締
之
者
え
御
代
官
よ
り
被
仰
渡
候
間
、
取

締
之
者
と
相
談
致
し
、
挨
拶
可
致
旨
被
仰
渡
，
郡
中
取
締
、
村
々
一
統
、
増
藤
町
伊
勢
彦
と
申
宿
屋
え
引
取
集
会
致
、
御
代
官
よ
り

被
仰
渡
之
趣
申
達
シ
有
之
候
処
、
郡
中
為
御
入
用
と
金
壱
万
両
差
出
可
申
様
被
仰
付
御
儀
二
有
之
候
趣
申
達
シ
御
座
候
、
種
々
談
示

，
有
之
、
夫
々
夫
人
足
百
石
壱
人
之
積
ヲ
以
京
都
迄
差
出
し
候
積
り
、
此
儀
は
遠
村
之
村
方
ハ
宿
方
買
上
ケ
之
積
り
一
一
相
成
候
、
右
、
御

入
用
出
金
之
儀
、
当
時
廿
五
日
迄
二
百
石
二
付
金
五
両
シ
、
差
出
し
可
申
様
、
残
金
之
儀
は
御
掛
様
一
一
て
ハ
用
達
被
下
候
積
り
奉
願
上

候
処
、
此
義
ハ
聞
済
ニ
相
成
候
、
御
入
用
勘
定
之
儀
は
御
帰
城
之
上
之
事
二
御
座
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
代
官
の
「
配
府
」
に
し
た
が
っ
て
「
取
締
之
者
」
を
中
心
に
郡
中
で
会
合
が
も
た
れ
、
具
体
的
な
話
し
合
い
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
「
夫
々
夫
人
足
百
石
壱
人
之
積
ヲ
以
京
都
迄
差
出
し
候
積
り
」
と
さ
れ
、
郡
中
入
用
と
し
て
供
出

を
命
じ
ら
れ
た
一
万
両
に
つ
い
て
は
、
二
五
日
ま
で
に
一
○
○
石
に
つ
き
金
五
両
ず
つ
を
差
し
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
京
都
守
衛
に
か

‐
（
洞
）

か
る
費
用
は
結
局
、
高
一
○
○
石
に
つ
き
金
一
五
両
を
一
一
一
回
に
分
け
て
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
甲
府
城
代
と
し
て
出
張
し
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た
際
に
は
、
同
じ
く
高
一
○
○
石
に
つ
き
金
一
一
一
両
ず
つ
が
割
り
当
て
ら
れ
趣
。
こ
れ
ら
の
夫
役
金
が
、
組
合
村
を
単
位
と
し
て
徴
収
き
れ
、

組
合
取
締
役
を
通
じ
て
上
納
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
夫
役
金
の
徴
収
と
な
ら
ん
で
、
と
く
に
こ
の
時
期
の
問
題
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
冥
加
金
で
あ
る
。
小
田
原
藩
で
は
だ

い
た
い
藩
主
が
は
じ
め
て
入
部
す
る
際
に
冥
加
金
を
募
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
に
も
例
え
ば
嘉
永
三
年
に
江
戸
芝
金
杉
の
上
屋
敷
が
類
焼
し

た
際
に
、
天
守
閣
の
修
復
と
あ
わ
せ
て
冥
加
金
の
献
納
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
も
組
合
村
が
単
位
で
あ
り
、
和
田
河
原
組
合
八
か
村
で

は
、
組
合
取
締
役
の
鐙
下
村
名
主
与
惣
右
衛
門
が
中
心
と
な
っ
て
総
額
五
一
両
一
分
を
集
め
て
い
駆
。
本
来
の
意
味
か
ら
い
え
ば
冥
加
金

は
、
一
律
に
賦
課
さ
れ
る
夫
役
金
と
違
っ
て
、
財
力
に
ゆ
と
り
の
あ
る
も
の
が
任
意
で
差
し
出
す
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
領
民
に
と
っ

て
み
れ
ば
あ
る
程
度
強
制
力
を
も
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
幕
末
期
と
も
な
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た

よ
う
な
軍
事
費
の
増
大
を
は
じ
め
と
す
る
藩
財
政
の
窮
乏
に
と
も
な
っ
て
、
冥
加
金
に
依
拠
す
る
度
合
い
が
強
ま
っ
て
く
る
。
慶
応
二
年
一

一
月
に
献
金
を
命
じ
ら
れ
た
「
器
械
改
め
」
、
す
な
わ
ち
武
器
の
新
調
に
対
す
る
冥
加
金
募
集
は
、
そ
う
し
た
藩
の
実
状
を
よ
く
物
語
る
も

（
花
）

の
で
あ
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
こ
の
「
器
械
改
め
」
に
対
す
る
冥
加
金
の
募
集
を
組
合
取
締
役
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

寅
十
一
月
十
八
日

御
武
備
之
儀
は
御
代
々
様
厚
御
世
話
被
為
在
、
近
ク
ハ
弘
化
之
度
御
領
内
海
岸
御
台
場
御
築
立
井
大
砲
鋳
造
等
一
一
て
、
別
段
御
手

厚
之
御
備
立
二
有
之
、
然
ル
処
方
今
之
形
勢
二
付
て
は
、
御
軍
制
之
儀
是
迄
之
侭
一
一
て
は
難
被
差
置
、
御
改
正
御
取
調
二
て
、
殊
二

追
々
公
辺
よ
り
被
仰
出
候
儀
も
有
之
、
御
器
械
類
悉
御
一
新
之
御
変
革
と
相
成
、
莫
太
之
御
入
費
、
猶
此
上
之
御
入
用
御
軍
事
一
一

付
て
も
何
程
に
可
相
及
哉
と
深
御
心
痛
被
遊
候
、
就
て
は
一
同
承
知
之
通
去
丑
年
地
震
二
付
、
御
居
城
井
御
家
中
屋
鋪
破
損
御
修

取
締
役
え
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覆
御
手
宛
向
を
始
、
引
続
天
災
、
其
上
水
損
二
付
て
は
多
分
之
荒
地
年
々
格
外
御
収
納
減
之
上
、
水
防
御
普
請
等
難
捨
置
場
所
二
御
手

宛
金
不
少
、
加
之
去
々
子
年
御
上
京
を
始
所
々
御
人
数
出
之
御
雑
費
高
格
外
之
大
金
、
引
続
去
ル
丑
年
御
進
発
御
泊
城
二

付
、
御
城
廻
御
普
請
向
を
始
口
昨
今
年
御
雇
方
御
償
金
之
儀
へ
年
々
壱
万
両
た
ら
す
之
御
出
捨
、
前
書
水
損
御
収
納
減
不
少
中
不
作

引
・
御
用
捨
米
鯵
敷
、
既
二
御
家
中
之
面
々
意
外
之
減
米
被
仰
付
候
程
之
儀
、
実
二
以
御
難
渋
之
暮
向
二
有
之
処
、
前
書
器
械
御
新
調

等
誠
二
以
奉
恐
察
候
儀
二
有
之
、
就
て
は
素
御
軍
事
二
付
候
儀
は
御
国
囲
之
事
二
付
、
相
当
之
夫
役
金
被
仰
付
可
然
之
処
、
郷
中
迩
も

前
書
簾
々
之
天
災
、
其
上
御
上
洛
井
御
進
発
之
大
継
立
二
て
助
郷
村
々
多
分
之
出
金
之
上
、
御
上
京
夫
掛
金
も
相
重
、
難
渋
之
次
第

御
恕
察
被
遊
、
既
二
御
上
京
夫
人
馬
賃
銀
高
掛
金
之
内
千
五
百
両
、
御
進
発
二
付
夫
役
可
被
仰
付
分
五
百
両
余
、
都
合
弐
千
両

余
、
右
等
諸
家
様
夫
掛
金
被
仰
付
候
中
御
厭
二
て
御
用
捨
被
仰
出
候
程
之
儀
二
て
、
何
分
二
も
被
仰
出
方
無
之
、
御
迷
惑
之
事
共
有

之
、
依
て
は
村
々
身
元
ケ
成
之
も
の
、
又
は
一
村
立
、
且
組
合
限
連
年
之
御
高
恩
相
弁
え
冥
加
金
献
上
為
致
度
存
候
、
右
は
是
迄

御
入
部
二
付
上
ケ
金
も
有
之
、
其
上
種
々
之
事
二
て
奇
特
筋
相
尽
居
候
事
二
付
、
是
迩
も
難
申
聞
筋
二
候
得
共
、
前
件
不
容
易
御
時
節

次
第
二
寄
候
ハ
、
、
乍
恐
御
家
柄
之
儀
長
防
始
い
づ
れ
之
場
所
え
急
速
御
出
張
之
程
も
難
計
、
第
一
器
械
御
新
調
御
厳
重
は
勿

論
、
御
時
節
二
応
候
丈
ケ
之
御
武
備
二
無
之
て
は
不
相
成
儀
と
深
御
心
労
被
遊
候
、
御
主
意
之
程
厚
相
弁
え
、
上
納
金
為
致
度
存

候
間
、
夫
々
利
解
之
上
願
書
差
出
候
様
取
計
有
之
度
、
尤
献
金
上
納
之
儀
は
下
モ
方
都
合
二
寄
来
春
二
て
も
差
支
無
之
候
間
、
一
同
厚

申
合
申
通
候
様
致
度
候
、
猶
委
細
之
儀
は
手
代
よ
り
可
申
聞
候

す
な
わ
ち
、
「
方
今
之
形
勢
」
を
顧
み
て
軍
制
を
改
革
し
、
新
た
に
武
器
を
一
新
し
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
莫
大
な
費
用
が
必
要
で
あ

る
。
皆
も
承
知
の
通
り
、
嘉
永
六
年
の
地
震
以
来
、
災
害
や
不
作
が
打
ち
続
い
た
上
に
、
京
都
守
衛
の
た
め
の
上
京
や
長
州
御
進
発
の
際
の

将
軍
「
御
泊
城
」
な
ど
過
重
な
軍
役
負
担
の
た
め
に
藩
の
財
政
も
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
軍
事
に
関
す
る
こ
と
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は
国
を
守
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
今
回
も
相
当
の
夫
役
金
を
命
じ
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
郷
中
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
頻
発
す
る
災
害
や
負

担
の
過
多
に
よ
っ
て
難
渋
し
て
お
り
、
す
で
に
上
京
夫
役
金
の
う
ち
一
五
○
○
両
と
、
長
州
御
進
発
夫
役
金
の
う
ち
五
○
○
両
、
都
合
二
○

○
○
両
を
免
除
し
た
程
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
迷
惑
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
身
元
ケ
成
之
も
の
」
、
ま
た
は
一
村
ご
と
、
組
合
限
り
に
連
年

の
「
御
高
恩
」
を
考
え
て
冥
加
金
を
献
上
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
軍
事
に
か
か
わ
る
こ
と
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
一
律
に
夫
役
金
を
か
け
る

の
で
は
な
く
、
個
人
ｌ
村
ｌ
組
合
村
の
区
別
な
く
、
と
に
か
く
取
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
取
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
冥
加
金
献
納

の
功
労
者
に
対
し
て
は
、
慶
応
三
年
六
月
二
日
付
け
で
大
量
の
免
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
個
人
の
場
合
と
村
ご
と
・
・
組
合
村

ご
と
に
と
り
ま
と
め
た
も
の
の
三
種
類
が
あ
っ
趣
。
た
だ
し
、
こ
の
申
し
渡
し
が
組
合
取
締
役
に
対
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
れ
も
ま
た
基
本
的
に
は
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
ｌ
村
と
い
っ
た
組
織
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
中
沼
組
合
で
は
へ
組
合
取
締
役
の
中
沼

村
名
主
田
造
が
、
二
月
二
六
日
に
「
御
冥
加
献
上
金
」
を
上
納
し
た
い
の
で
、
同
日
の
朝
ま
で
に
「
拙
宅
へ
御
持
参
被
下
度
」
と
い
う
廻
文

を
組
合
村
々
に
対
し
て
廻
し
て
い
る
Ｑ

こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
今
一
つ
農
兵
取
立
の
問
題
を
上
げ
て
お
き
た
い
。
小
田
原
藩
に
お
い
て
農
兵
が
取
立
て
ら
れ
た
の
は
、
慶
応
四
年

二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
「
農
兵
御
取
立
演
舌
書
」
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
世
情
不
安
の
中
で
「
悪
徒
共
時
勢
二
連
し
追
々
悪
行
相

働
、
何
時
御
領
分
二
立
入
、
如
何
様
之
乱
妨
可
致
も
難
計
」
い
た
め
に
、
他
藩
の
例
に
倣
っ
て
設
置
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
積
極
的
で
あ

っ
た
と
は
言
い
難
聴
。
実
際
、
こ
れ
に
関
連
し
て
三
筋
惣
代
取
締
役
が
農
兵
の
勤
め
方
に
つ
い
て
伺
い
を
た
て
て
い
る
が
、
藩
当
局
は
農
兵

は
軍
事
御
用
の
た
め
で
は
な
く
領
内
村
々
防
備
の
た
め
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
腿
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ

の
農
兵
の
取
立
も
組
合
村
が
直
接
の
単
位
で
あ
り
詞
し
か
も
こ
こ
で
は
一
一
一
筋
惣
代
取
締
役
Ｉ
組
合
取
締
役
と
い
う
「
完
成
」
し
た
「
取
締

（
鋤
）
・

役
」
の
系
列
が
最
大
限
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

260



以
廻
文
得
御
意
候
、
然
は
兼
て
被
仰
出
候
農
兵
御
取
立
之
儀
、
弥
其
旨
得
御
沙
汰
候
間
、
人
数
ｄ
家
数
割
取
調
差
上
申
候
間
、
御
組
合

之
内
何
村
誰
と
名
前
御
取
調
被
成
、
来
る
廿
日
迄
竹
之
花
山
さ
き
や
作
兵
衛
方
迄
御
出
張
可
被
成
候
、
此
段
申
上
候
、
以
上

１
中
沼
組
合

壱
人
中
沼
村

弐
人
か
の
村

壱
人
工
：
飯
沢
・
福
泉

壱
人
ｆ
；
猿
山

弐
人
関
本

壱
人
雨
坪
村

圭
直
人
弘
西
寺

〆
九
人

右
農
兵
名
前
御
取
調
御
越
可
被
成
候

中
戸
川
彦
右
衛
門

．
間
宮
若
三
郎
１

：
神
保
忠
右
衛
門

大
急
キ
以
廻
文
得
御
意
候
、
然
は
別
紙
農
兵
御
割
付
之
通
明
後
廿
日
迄
御
取
極
被
成
、
廿
日
夕
刻
迄
当
村
へ
御
書
付
御
差
出
し
可
被
成

候
、
先
は
右
様
大
急
キ
申
上
候
、
□
も
無
間
違
御
取
極
廿
日
夕
刻
迄
御
差
出
し
可
被
成
候
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辰
一
一
月
十
八
日
（
田
造

前
章
で
の
検
討
を
加
味
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
幕
末
期
Ｉ
と
く
に
嘉
永
六
年
以
降
に
お
け
る
幕
府
か
ら
の
過
重
な
軍
役
に
対
応
す
る
た
め
に

領
内
の
支
配
体
制
の
整
備
が
急
務
と
な
り
、
そ
れ
が
「
取
締
役
」
ｌ
組
合
村
体
制
の
整
備
と
積
極
的
な
活
用
を
促
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
三
筋
惣
代
取
締
役
の
設
置
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
も
は
や
そ
う
し
た
中
間
支
配
機
構
的
な
組
織
を
抜
き

に
し
て
は
、
藩
の
支
配
自
体
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
面
で
は
そ
れ
は
際
限
な

き
負
担
の
転
嫁
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
反
面
で
は
、
経
営
体
と
し
て
の
藩
体
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
、
領
主

の
責
務
と
し
て
、
村
々
の
成
り
立
ち
や
個
々
の
経
営
を
保
証
し
て
や
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
そ
こ
で
も
ま
た
、

「
取
締
役
」
や
組
合
村
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３
主
段
講
と
非
常
備
金

そ
う
し
た
政
策
の
一
環
と
し
て
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
主
段
講
」
な
い
し
は
「
積
金
趣
法
」
と
呼
ば
れ
る
融
通
政
策
の
広
範
な
展

開
で
あ
る
。
「
主
段
講
」
「
積
金
趣
法
」
は
、
い
わ
ゆ
る
無
尽
講
・
頼
母
子
講
の
一
種
で
、
講
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
金
の
一
部
を
利
殖
に
ま
わ

し
、
資
金
の
拡
大
や
宿
村
の
援
助
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
文
化
・
文
政
期
（
一
八
○
四
～
三
○
）
に
も
「
融
通
積
金

趣
法
」
「
難
村
助
成
趣
法
」
「
大
成
趣
法
」
「
惣
益
趣
法
」
な
ど
、
藩
の
主
導
で
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
の
積
金
趣
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
仕
法
は
何
よ
り
も
講
と
し
て
の
規
模
の
大
き
さ
が
突
出
し
て
い
た
樋
，
幕
末
期
に
は
む
し
ろ
そ
の
多
様
性
に
特
徴
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
一
一
一
）
に
新
た
に
藩
領
と
な
っ
た
大
磯
宿
や
平
塚
宿
の
救
済
の
た
め
に
企
画
さ
れ
た
積
金
趣
法
、
箱
根
宿
無
尽
、

中
沼
村
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山
王
原
村
（
小
田
原
市
）
主
段
講
、
あ
る
い
は
助
郷
役
場
改
正
の
た
め
の
助
郷
主
段
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
と
く
に
、
領
内
の
村
々

全
域
に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
「
難
村
主
段
積
金
講
」
と
「
組
合
主
段
講
」
が
あ
っ
極
。

「
難
村
主
段
積
金
講
」
な
い
し
は
「
難
村
主
段
講
」
と
い
う
講
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

わ
か
ら
な
い
。
す
で
に
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
「
難
村
助
成
趣
法
」
と
呼
ば
れ
る
藩
主
導
の
講
が
行
わ
れ
て
Ｗ
だ
こ
と
は
別
稿
で
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
形
態
医
か
ら
し
て
も
、
弧
幕
末
期
の
「
難
村
主
段
積
金
講
」
は
こ
れ
と
直
接
関
係
す

（
鯛
）

る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
「
難
村
」
と
い
う
文
言
も
報
徳
仕
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
嘉
永
元
年
に
成
就
し
た
と
い
う
東
筋
難

村
取
り
直
し
趣
法
が
同
じ
く
安
政
元
年
に
成
就
し
た
と
い
う
「
中
筋
難
村
主
段
」
、
「
村
々
開
発
瓦
難
村
主
段
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
秘
ｐ
た
だ
、
こ
れ
も
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
、
現
存
し
て
い
る
幕
末
の
講
関
係

史
料
を
探
っ
て
み
れ
ぱ
、
例
え
ば
嘉
永
四
年
…
○
月
付
の
「
趣
段
講
掛
金
請
取
通
」
で
は
年
三
会
（
一
一
月
．
六
月
ｐ
一
○
月
）
会
合
が
開
か

れ
、
一
口
の
掛
金
は
二
両
二
分
で
、
苅
野
岩
組
合
六
か
村
で
八
口
半
を
出
資
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
秘
。
当
り
燭
の
額
や
本
数
、
資
金

の
運
用
方
法
な
ど
、
仕
法
の
詳
し
い
内
容
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
組
合
村
が
受
け
皿
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
が
安
政
六
年
六
月
に
開
始
さ
れ
た
「
難
村
主
段
積
金
講
」
で
は
、
仕
法
の
具
体
的
な
内
容
や
運
営
方
法
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
ｐ
こ
の
「
仕
法
帳
」
に
よ
れ
ば
、
年
季
は
一
○
年
で
会
合
は
年
二
会
、
三
月
二
五
日
と
一
○
月
一
一
五
日
に
開
か
れ
、
会
ご
と
に
一

口
五
両
の
掛
金
で
も
っ
て
、
三
○
○
口
．
一
五
○
○
両
を
集
め
岬
る
。
こ
の
う
ち
当
た
り
閲
は
一
会
五
本
ず
つ
で
、
初
会
か
ら
一
○
会
目
ま
で

は
掛
金
の
ほ
か
に
一
一
○
両
、
ま
た
一
一
回
目
か
ら
満
会
ま
で
は
〆
同
じ
く
掛
金
の
ほ
か
に
二
五
両
が
支
払
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
当
り
罰
を
引
い

た
者
は
、
後
の
掛
け
金
が
か
か
ら
な
い
取
退
無
尽
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
諸
経
費
の
五
○
両
を
加
え
た
残
り
を
利
息
八
朱
（
年

（
髄
）

利
八
％
）
で
利
倍
の
貸
付
金
と
し
て
積
み
立
て
、
満
会
の
際
に
一
口
に
つ
き
一
一
五
両
を
割
り
返
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
合
場
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所
に
は
中
島
村
（
小
田
原
市
）
の
本
久
寺
が
あ
て
ら
れ
、
毎
年
三
月
と
一
○
月
の
二
会
の
会
合
日
に
は
、
代
官
が
出
張
し
て
き
て
差
配
を
行
な

っ
て
い
る
。
掛
金
つ
い
て
は
、
村
な
い
し
は
個
人
で
加
入
し
、
代
官
の
指
示
で
組
合
取
締
役
が
責
任
を
も
っ
て
組
合
村
を
単
位
と
し
て
集
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
藩
当
局
も
御
台
所
か
ら
三
口
、
東
・
中
・
西
筋
そ
れ
ぞ
れ
の
掛
り
代
官
と
、
地
方
役
所
か
ら
一
口
ず
つ
出

資
し
て
い
る
。
実
際
、
雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
を
み
れ
ば
、
組
合
村
や
組
合
取
締
役
に
対
し
て
掛
金
の
徴
収
や
本
久
寺
で
の
会
合
を
告
げ
た

代
官
の
配
府
や
、
組
合
取
締
役
自
身
の
廻
文
を
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
主
段
講
が
満
会
と
な
っ
た
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
一
○
月
に
は
、
残
り
閲
二
○
○
口
に
対
し
て
約
定
通
り
一
口
に
つ
き
金
二
五
両

ず
つ
が
割
り
返
さ
れ
た
上
で
、
三
筋
そ
れ
ぞ
れ
に
一
○
○
○
両
ず
つ
、
合
計
三
○
○
○
両
の
余
剰
が
で
き
た
と
い
苑
。
難
村
主
段
講
は
、
ま

さ
に
全
領
を
対
象
と
し
た
講
だ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
上
げ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
一
口
あ
た
り
の
掛
金
の

総
額
が
一
○
○
両
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
闇
に
当
た
ら
な
く
と
も
一
五
両
の
利
益
が
懐
に
入
る
計
算
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
発
千
金

的
な
要
素
よ
り
も
積
立
金
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
い
講
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
余
剰
金
に
つ
い
て
は
藩
が
無
利
息
で
預

っ
て
、
五
年
後
に
難
村
へ
の
貸
付
金
に
回
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
講
自
体
も
「
御
継
講
」
と
し
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後

の
処
置
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

雨
坪
村
の
「
配
帝

う
に
も
み
え
る
。

，
こ
れ
に
対
し
て
組
合
主
段
講
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
村
だ
け
を
対
象
と
し
た
講
で
あ
っ
た
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
八
月
の
中
沼
組
合
の

（
肥
）

「
組
合
手
段
標
無
尽
連
名
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
講
の
掛
金
は
一
口
一
一
両
で
、
一
一
五
口
・
五
○
両
を
集
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
先
の

難
村
主
段
積
金
講
ほ
ど
に
は
藩
の
関
与
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
組
合
取
締
役
が
中
心
と
な
っ
て
運
用
さ
れ
た
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。

雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
に
よ
る
と
、
組
合
村
を
単
位
と
す
る
だ
け
に
、
む
し
ろ
組
合
取
締
役
が
前
面
に
た
っ
て
積
極
的
に
運
営
し
て
い
る
よ
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こ
れ
ら
の
主
段
講
と
な
ら
ん
で
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
宿
村
非
常
備
金
」
制
度
の
展
開
で
あ
る
。
そ
の
発
端
は
、
嘉
永
六
年
一
二

（
鯛
）

月
に
「
東
筋
宿
村
為
備
金
六
百
両
頂
戴
』
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
備
金
は
、
そ
も
そ
も
藩
当
局
が
従
来
か
ら
積
み
立
て
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
「
近
年
異
国
船
度
々
渡
来
」
に
よ
り
「
年
々
夫
人
馬
掛
り
高
も
拶
敷
難
渋
」
し
て
い
た
上
に
、
同
年
二
月
に
小
田
原
地
方
を
襲

っ
た
大
地
震
で
「
一
同
及
困
窮
」
ふ
さ
ら
に
「
此
上
来
船
之
模
様
も
難
計
」
き
こ
と
か
ら
、
「
村
々
相
続
方
被
遊
御
深
察
」
れ
て
下
さ
れ
た
の

難
計
」
き
こ
と
か
ら
、
「
村
々
相
続
方
被
遊
御
深
察
」
れ
て
下
さ
れ
た
の

了
保
洗
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
備
金
六
○
○
両
を
元
手
に
、
大

畑
畝
は
磯
宿
・
東
小
磯
村
、
平
塚
宿
る
平
塚
新
宿
に
津
久
井
県
組
合

町
主
１

井
藩
料
を
除
く
東
筋
九
組
合
の
村
々
が
新
た
な
「
非
常
備
金
」
の
積

大
原
史

棚
肥
伽
み
立
て
を
計
画
し
、
藩
当
局
の
了
解
を
得
て
実
行
に
移
し
て

主
月
近
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
東
筋
九
組
合
で
は
ま
ず
、
先
の
六
○

癖
噸
棚
○
両
に
加
え
て
、
「
身
元
ケ
成
之
も
の
又
は
軒
別
・
高
割
」

綱
鋤
唖
に
よ
っ
て
五
五
○
両
を
捻
出
し
、
こ
の
合
計
一
○
五
○
両
を

職
鮒
Ⅱ
年
八
朱
の
利
息
で
地
方
役
所
に
預
け
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら

常
村
書

非
・
細
に
、
翌
嘉
永
七
年
七
月
に
な
る
と
、
三
か
年
計
画
で
、
高
割

ｒ
成
明

明
昨
雛
金
と
軒
割
金
の
積
み
立
て
に
よ
る
非
常
備
金
の
拡
大
を
企
画

畔
離
舵
し
た
の
で
あ
る
。
表
加
に
示
し
た
よ
う
に
、
高
割
は
高
一
○

永
寺
賀

嘉
義
加
○
石
に
つ
き
金
二
分
で
、
軒
割
は
一
軒
に
つ
き
一
日
に
銭
－

１註
文
ず
つ
、
一
か
年
で
一
一
一
七
二
文
を
積
み
立
て
て
い
く
と
い
う
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表１０東筋非常備金積み立て計画

村数 合計高 軒数

往還通組合 1２ 高4,635石86749 1,026軒

川通組合 ８高6,167石887 654軒

府 中 通組合 １６ 高6,927石0９ 583軒

曽我通組合 ７ 高3,063石2９ 460軒．

御伝馬替地組合 10高1,207石571 295軒

山田村組合 ８高’’353石5291 332軒

上町村組合 ５高’’537石516 ●

凸

273軒

曽屋村組合 ９ 高1,160石4316 284軒

須賀村組合 1０ 高’’046石5515 665軒

合計 8５ 高27,099石73339 4,572軒

割 方 高'00石に付金2分割
1軒に付旧銭１文

=1か年銭372文

集金額

金139両3分．永28文 金263両1分｡銭655文

１か年合金403両2朱・銭13文

3か年合計1,523両1分3朱



も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
各
組
合
村
の
合
計
高
と
家
数
が
算
出
さ
れ
、
一
か
年
に
見
積
も
れ
ば
、
九
組
合
の
合
計
高
二
万
七
○
九
九
石

余
の
高
割
金
が
三
一
一
九
両
三
分
と
永
二
四
文
、
四
五
七
二
軒
の
軒
割
金
が
一
一
六
三
両
一
分
と
銭
六
五
五
文
で
、
そ
の
合
計
は
四
○
三
両
二
朱

と
銭
一
三
文
と
な
り
、
三
か
年
で
は
一
五
一
一
三
両
一
分
三
朱
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
「
村
高
之
内
よ
り
出
金
仕

候
て
は
夫
丈
之
分
台
減
二
相
成
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
質
素
節
倹
ヲ
第
一
二
相
守
、
其
余
縄
索
或
は
銘
々
手
馴
候
業
二
出
情
仕
、
彼
是
之

余
力
を
以
」
て
出
銭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ご
う
し
た
方
法
は
、
報
徳
仕
法
は
も
と
よ
り
、
す
で
に
文
政
二
年
の
「
難
村
助
成
趣
法
」
の
中

で
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
集
金
に
つ
い
て
は
、
「
町
家
と
違
ひ
場
所
二
寄
掛
隔
居
候
儀
二
付
、
日
々
取
立
と
申
儀

二
は
相
成
兼
」
ね
る
た
め
に
、
月
々
取
り
立
て
、
あ
る
い
は
年
に
三
、
四
度
ず
つ
取
り
立
て
て
、
「
組
合
取
締
役
之
者
よ
り
其
都
度
御
役
所

様
え
御
預
奉
願
上
、
前
書
非
常
備
金
え
組
込
」
む
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
安
政
二
年
二
月
に
は
、
「
去
寅
七
月
よ
り
十
二
月
迄
半
年
分
月
々
取
立
御
上
納
仕
候
処
、
一
同
相
励
、
達
方
存
外
宜
敷
」
と
い

う
こ
と
で
、
新
た
な
仕
法
替
え
を
願
い
出
て
い
秘
。
こ
れ
は
、
仕
法
の
実
施
期
間
を
延
長
し
、
非
常
備
金
の
積
み
立
て
を
開
始
し
た
嘉
永
六

年
か
ら
中
一
一
か
年
で
一
万
両
余
を
積
み
立
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
毎
年
、
①
元
金
に
対
し
て
支
給
き
れ
る
八
朱

の
利
金
（
年
利
八
％
）
に
、
②
そ
の
年
の
掛
金
（
高
割
金
十
軒
割
金
）
と
し
て
四
六
七
両
、
②
「
身
元
ケ
成
之
者
よ
り
加
入
金
」
二
○
両
、
「
御

役
所
様
よ
り
頂
戴
金
」
一
○
両
を
加
え
て
資
金
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
い
う
。
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
）

の
集
金
額
一
四
四
二
両
一
分
が
元
金
と
な
っ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
を
く
り
か
え
し
て
い
く
こ
と
で
、
「
来
ル
子
十
一
一
月
迄
中
拾
壱

ケ
年
」
、
す
な
わ
ち
元
治
元
年
（
一
八
六
一
一
）
に
あ
た
る
年
に
は
一
万
三
一
三
両
三
分
二
朱
余
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
算
段
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
計
画
通
り
「
満
備
」
と
な
れ
ば
、
こ
の
内
一
万
両
を
「
永
久
備
え
土
台
」
と
し
て
、
毎
年
「
八
朱
の
利
を
以
八
百
両
宛
御
下

ケ
奉
願
上
度
」
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
無
難
之
年
柄
二
は
、
御
伝
馬
助
郷
役
を
始
、
諸
役
銭
之
一
助
二
も
相
成
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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実
際
に
は
こ
の
仕
法
は
、
七
か
年
目
に
あ
た
る
万
延
元
年
（
一
八
六
○
）
四
月
に
、
備
金
の
額
が
五
○
○
○
両
余
に
達
し
た
段
階
で
、
「
一
両
年

（
副
）

不
作
井
風
災
・
水
災
等
二
て
難
渋
仕
居
候
者
も
御
座
候
二
付
、
先
調
集
之
儀
当
分
見
合
申
度
」
と
い
う
こ
と
で
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。
と
は

い
え
、
そ
れ
ま
で
の
経
過
は
当
初
の
計
画
通
り
で
あ
り
、
こ
の
年
ま
で
順
調
に
積
み
立
て
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
先
の
計
画
で
は
「
夫
々
備
金
も
有
之
趣
二
付
、
除
候
処
二
申
談
」
じ
て
い
た
、
大
磯
宿
・
東
小
磯
村
，
平
塚
宿
・
平
塚
新
宿
に
津
久
井

県
組
合
も
こ
の
東
筋
非
常
備
金
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
「
五
千
両
は
非
常
為
手

当
是
迄
之
通
御
預
ケ
奉
願
上
度
」
、
す
な
わ
ち
八
朱
利
で
藩
に
預
け
る
こ
と
と
し
、
残
金
に
つ
い
て
は
い
っ
た
ん
下
げ
渡
し
を
願
っ
た
上
で
、

こ
れ
に
「
差
金
」
し
て
五
○
○
両
を
冥
加
と
し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
規
模
は
縮
小
し
た
と
は
い
え
、
仕
法
の
後
処
理
も
計
画
通

り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
文
久
元
年
八
月
に
は
、
「
加
入
金
」
を
差
し
出
し
た
「
身
元
ケ
成
之
者
」
に
対
し
て
一
斉
に
褒
賞
の
た
め
の
免
状

（
犯
）

が
下
壁
ご
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
非
常
備
金
の
制
度
は
、

こ
の
非
常
備
金
の
制
度
は
、
も
と
も
と
藩
の
主
導
で
展
開
し
て
い
た
備
金
制
度
を
東
筋
の
村
々
が
組
合
村
を
核
と
し
て
拡
大
発
展
さ
せ
て

い
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
東
筋
の
仕
法
が
際
立
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
筋
で
も
万
延
二
年
正
月
に
、
筋
を
構
成
す
る

一
○
組
合
に
対
し
て
中
筋
掛
の
代
官
が
、
「
中
筋
組
合
村
々
非
常
備
金
」
と
し
て
一
五
○
○
両
を
預
か
っ
た
こ
と
を
示
す
証
文
を
発
給
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
秘
。
そ
の
始
期
や
仕
法
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
年
八
朱
之
利
足
毎
暮
相
下
ケ
」

る
こ
と
と
、
「
天
災
一
一
て
元
金
入
用
之
節
は
達
次
第
下
ケ
金
可
致
候
」
こ
と
を
確
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
筋
の
西
山
家
組
合
で
は
、
元
治
元
年
三
月
に
組
合
村
独
自
で
「
非
常
備
金
主
段
目
論
見
」
を
立
て
て
い
秘
。
こ
れ
は
「
西
山

家
組
合
九
ケ
村
之
儀
、
田
畑
少
之
村
方
山
稼
の
み
二
て
、
既
去
ル
天
保
年
中
凶
作
二
付
て
は
、
今
日
を
営
兼
候
者
不
少
難
渋
致
、
漸
相
続
罷

成
候
処
、
其
後
風
災
？
震
災
等
も
度
々
有
之
」
こ
と
と
、
「
近
年
別
て
諸
色
格
外
高
直
二
相
成
候
」
こ
と
か
ら
、
当
年
六
月
よ
り
辰
年
（
明
治
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元
年
）
ま
で
の
五
か
年
で
金
五
○
○
両
余
を
積
み
立
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
後
年
之
程
御
憐
察
之
上
、
今
般
窮
民
撫
育
非
常
備
金

調
集
目
論
見
御
用
被
仰
付
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
西
山
家
組
合
の
仕
法
が
藩
当
局
の
了
解
を
と
り
つ
け
て
計
画
さ
れ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
東
筋
や
中
筋
の
成
果
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
一
年
目
に
「
村
々
身
元
之
者
共
よ
り
出

金
」
に
「
軒
別
・
高
割
出
金
之
分
」
を
加
え
、
九
か
村
で
二
一
五
両
を
集
め
、
毎
年
一
割
の
利
息
を
加
え
て
備
金
の
拡
大
を
め
ざ
す
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
東
筋
や
中
筋
の
備
金
よ
り
利
息
の
額
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、
「
身
元
之
者
共
」
の
加
入
金
や
軒
別
金
ｑ
高
割
金
の
出

金
は
初
年
度
だ
け
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
か
わ
り
に
三
か
年
目
ま
で
毎
年
「
炭
仲
買
之
者
よ
り
為
冥
加
」
五
○
両
ず
つ
加
入
す

る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
満
備
」
の
際
に
は
、
「
右
利
金
之
内
天
災
・
類
焼
等
之
節
は
難
渋
人
え
金
三
両

シ
、
被
下
置
」
る
こ
と
、
お
よ
び
「
凶
年
之
節
は
夫
食
為
手
当
願
次
第
元
金
之
義
相
下
ヶ
可
申
候
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
西
山
家
組
合
の
非

常
備
金
は
、
山
間
部
に
位
置
し
た
村
々
の
「
永
久
之
相
続
」
を
保
証
す
る
た
め
に
、
と
く
に
生
産
条
件
や
生
業
と
い
っ
た
地
域
的
な
特
質
に

最
大
限
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
災
害
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
主
段
講
と
非
常
備
金
に
は
、
幕
末
の
小
田
原
藩
で
展
開
し
た
在
地
救
済
策
、
そ
の
た
め
の
融
通
政
策
と
し
て

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
あ
え
て
一
言
で
い
え
ば
、
民
間
資
金
の
積
極
的
な
導
入
と
運
用
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
民
間
に
滞
留
す
る
資
金
を
広
く
か
き
集
め
て
プ
ー
ル
し
つ
つ
、
藩
当
局
の
手
で
低
利
で
運
用
し
、
そ
れ
を
在
地
に
還
元
な
い
し

は
循
環
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
は
、
貨
幣
経
済
の
広
範
な
進
展
と
資
金
を
生
み
出
す
条
件
が
検
討
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
村
方
の
疲
弊
が
指
摘
き
れ
る
一
方
で
、
こ
う
し
た
政
策
を
実
行
に
移
す
だ
け
の
資
金
の
滞
留
が
あ

っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
ま
た
、
軍
用
夫
役
・
交
通
夫
役
を
中
心
と
し
た
負
担
の
増
大
、
打
ち
続
く

災
害
、
そ
し
て
社
会
そ
の
も
の
の
流
動
化
ｄ
変
動
に
対
処
す
る
救
済
資
金
と
し
て
投
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
来
、
個
々
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の
家
や
村
々
の
「
永
久
之
相
続
」
Ⅱ
「
成
立
」
を
保
障
し
て
い
く
の
が
領
主
の
責
務
で
あ
っ
た
と
い
う
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
策
の

展
開
自
体
が
、
藩
権
力
そ
の
も
の
の
一
定
度
の
後
退
を
示
す
指
標
と
な
っ
た
点
も
否
め
な
い
。
と
り
わ
け
藩
財
政
の
窮
乏
化
が
顕
著
と
な
る

に
し
た
が
っ
て
、
在
地
の
活
力
に
依
拠
す
る
傾
向
は
ま
す
ま
す
顕
著
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
巻
き
込
み

（
弱
）

な
が
ら
一
つ
の
社
会
政
策
と
し
て
展
開
し
て
い
く
点
に
、
こ
の
時
期
の
「
御
救
」
の
特
質
を
指
摘
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
無
尽

講
や
頼
母
子
講
の
類
を
藩
が
経
営
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
近
世
後
期
に
は
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や
単
純
な
「
庶

民
金
融
機
関
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
非
常
備
金
も
囲
穀
ｌ
備
荒
対
策
の
延
長
線
上
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
下
か
ら
の
動
き
の

中
で
拡
大
し
て
い
っ
た
点
を
含
め
て
、
大
き
く
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
藩
当
局
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
在
地
の
側
の
自
助

努
力
へ
の
志
向
で
あ
り
、
一
時
的
に
は
藩
財
政
へ
の
補
填
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
在
地
の

側
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
そ
れ
が
地
方
運
営
（
救
済
）
費
用
の
民
間
調
達
と
い
う
側
面
を
色
濃
く
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
藩
の
運
用
と
い
う

「
信
用
」
を
背
景
と
し
て
投
資
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
身
元
宜
し
き
者
」

た
ち
の
資
金
が
あ
て
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
そ
う
し
た
資
金
は
、
民
間
の
救
済
策
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
「
民
間
の
救
済
力
」
も
ま
た
仕
法
の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
れ
だ
け
に
、
藩
財
政
の
窮
乏
化
が
顕
著
に
な
れ
ば
、
仕
法
自
体
が
破
綻
し
、
対
立
の
芽
と
な
る
可
能
性
も
高
か
当
た
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
そ
う
し
た
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
組
合
村
を
単
位
と
し
、
組
合
取
締
役
が
中
心
と
な
っ
て
推
進
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
面
で
は
そ
れ
が
、
一
種
の
集
金
機
関
お
よ
び
運
営
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き

な
い
が
、
領
主
の
救
済
機
能
が
後
退
し
て
い
く
中
で
、
個
々
の
経
営
や
村
々
の
「
永
久
之
相
続
」
を
組
合
村
が
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
た
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こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
組
合
村
、
そ
し
て
取
締
役
に
か
か
る
比
重
は
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
今
一
つ
、
取
締
役
の
役
割
と
し
て
勧
農
に
関
す
る
業
務
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
表
８
に
は
雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
を

も
と
に
そ
の
一
端
を
上
げ
て
お
い
た
が
、
例
え
ば
囲
穀
（
籾
）
の
囲
い
込
み
か
ら
詰
め
替
え
、
下
げ
渡
し
な
ど
は
組
合
取
締
役
が
中
心
で
あ

り
、
組
合
村
が
単
位
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
筋
惣
代
取
締
役
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
れ
も
三
筋
惣
代
取
締
役
↓
組
合
取
締
役
↓
組
合
村
と
い

う
ル
ー
ト
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
荒
地
や
開
発
地
の
見
分
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
組
合
村
が
単
位
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の

の
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
「
配
府
帳
」
に
は
、
「
組
合
村
々
荒
地
年
限
之
分
小
前
帳
」
提
出
に
関
す
る
寄
合
に
つ
い
て
、
中
沼
組
合
取
締

役
の
中
沼
村
名
主
田
造
が
廻
文
を
廻
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
興
味
深
い
の
は
、
炭
の
売
買
や
価
格
の
統
制
、
干
鰯
や
油
玉
と
い
っ

た
肥
料
の
頒
布
や
代
金
の
徴
集
な
ど
の
国
産
方
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
も
組
合
取
締
役
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
く
国
産
方
を
中
心
と
し
た
新
規
の
事
業
と
し
て
小
田
原
藩
で
は
、
文
久
元
年
か
ら
櫨
木
の
植
付
け
を
奨
励
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た

組
合
取
締
役
と
組
合
村
が
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
焔
。
こ
の
殖
産
政
策
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
櫨
植
付
小
奉
行
を
設
け
て
村
ご
と
に
苗

木
を
配
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
積
極
的
な
姿
勢
が
み
ら
れ
、
取
締
役
は
そ
の
廻
村
の
世
話
や
苗
木
の
植
付
・
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

・
４
鉦
極
ム
ロ
孟
馴
鍾
緬
釦
酒
か
ｕ
垂
墾
塞
栗

以
上
の
分
析
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
幕
末
に
か
一
け
て
急
速
に
進
展
し
た
取
締
役
や
組
合
村
の
組
織
化
・
強
化
に
と
も
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

政
策
が
大
き
く
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
あ
る
い
は
そ
の
逆
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
一
定

の
評
価
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
は
同
時
に
、
地
方
支
配
の
動
揺
そ
し
て
藩

組
合
取
締
役
の
表
彰

270



あ
っ
た
に
し
て
も
、

（
”
）

え
た
Ｊ
も
の
で
あ
る
。

権
力
の
後
退
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
策
の
展
開
自
体
が
、
幕
末
に
か
け
て
の
社
会
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
中
で
期
待
通
り
に
機
能
す
る
と
考
え
る
方
が
無
理
が
あ
ろ
う
。
次
の
史
料
は
こ
の
時
期
の
組
合
村
々
の
窮
状
を
訴

・
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
御
事

一
組
合
村
々
之
儀
、
連
々
困
窮
二
御
座
候
処
、
近
年
天
災
引
続
、
就
中
異
船
渡
来
二
付
て
は
臨
時
御
用
多
分
相
勤
、
難
渋
至
極
罷
在
候

処
、
一
昨
酉
年
和
宮
様
御
参
向
上
下
御
荷
物
移
敷
、
多
分
之
出
金
如
何
可
仕
哉
と
奉
存
候
折
柄
、
往
古
よ
り
稀
成
御
上
洛
御
触
出

二
相
成
、
依
て
諸
家
様
御
通
行
不
一
ト
通
、
弥
難
渋
二
陥
候
場
合
え
御
上
洛
二
相
成
、
此
儀
は
一
統
御
国
恩
之
儀
と
奉
存
必
至
二

相
勤
候
処
、
御
公
辺
二
お
ゐ
て
も
是
迄
之
御
振
合
二
違
ひ
御
変
革
等
も
有
之
、
都
て
不
奉
申
上
候
独
も
御
承
知
二
も
被
為
在
候
通

諸
色
高
直
、
秀
々
以
出
金
二
相
迫
り
、
為
融
通
家
株
質
入
其
外
手
之
届
丈
は
工
鵬
尽
、
其
上
口
々
御
役
所
様
御
主
段
金
等
押
て
御

拝
借
奉
願
上
出
金
仕
候
得
共
、
未
夕
取
纏
、
連
紙
証
文
金
壱
万
五
千
両
余
之
借
用
二
も
相
成
、
返
済
之
手
便
は
勿
論
、
此
上
之
出
金
如

何
可
仕
哉
、
是
非
共
御
上
様
え
取
鎚
り
御
憐
感
奉
願
上
候
よ
り
外
無
御
座
奉
存
候
得
共
、
御
上
様
控
も
莫
太
之
御
物
入
眼
前
奉

承
知
候
二
付
、
一
統
之
者
共
奉
願
上
兼
罷
在
候
得
共
、
追
々
窮
迫
、
此
上
之
御
用
向
二
御
差
支
も
可
生
哉
難
計
奉
存
候
二
付
、
兼
々
当

春
巳
来
も
不
奉
顧
恐
奉
願
上
候
通
、
何
卒
出
格
之
思
召
を
以
馬
喰
町
御
金
御
拝
借
被
成
下
置
、
御
貸
付
被
下
置
、
年
永
御
上
納
二
相
成

候
様
被
成
下
置
候
ハ
、
、
此
末
退
転
も
不
仕
、
御
百
姓
相
続
出
来
可
申
、
然
ル
上
は
御
用
向
は
勿
論
、
御
上
様
え
不
奉
懸
御
苦
労
候

様
御
返
上
納
之
道
相
立
可
申
候
間
、
御
慈
悲
を
以
奉
願
上
候
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
、
、
私
共
は
不
及
申
上
、
一
統
難
有
仕
合
二
可

奉
存
候
、
尤
金
子
入
用
仕
訳
書
は
別
紙
二
端
書
二
相
認
メ
可
申
上
候
、
以
上

井
細
田
村
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名
主中

一
戸
川
彦
右
衛
門

金
子
村

連
名
が
途
中
で
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
と
内
容
で
み
る
限
り
、
中
筋
各
組
合
村
の
取
締
役
が
連
名
で
同
筋
の
代
官

手
代
に
提
出
し
た
願
書
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
組
合
村
々
「
連
々
困
窮
」
の
要
因
と
し
て
、
天
災
の
連
続
と
、
異
国
船

の
渡
来
、
和
宮
降
嫁
、
将
軍
上
洛
に
と
も
な
う
負
担
の
増
加
、
そ
し
て
物
価
騰
貴
の
問
題
を
上
げ
て
い
る
。
組
合
村
々
で
は
「
家
株
質
入
」

そ
の
他
手
の
お
よ
ぶ
だ
け
の
工
夫
を
尽
く
し
、
さ
ら
に
「
御
役
所
様
御
主
段
金
」
な
ど
の
拝
借
を
願
い
出
て
も
累
積
し
た
借
金
は
一
万
五
○

○
○
両
余
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
の
「
御
役
所
様
主
段
金
」
は
先
に
検
討
し
た
主
段
講
の
類
で
、
掛
金
の
内
、
貸
付
に
ま
わ
さ
れ
た
分
を

拝
借
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
実
に
こ
れ
ら
の
資
金
が
諸
負
担
や
天
災
な
ど
に
よ
る
窮
状
を
救
う
た
め
の
拝
借
金
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
、
取
締
役
や
組
合
村
の
機
能
強
化
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
現
実
の
社
会
変
動
は
そ
う
し
た
思
惑
を
越
え
て
組
合
村
々
を
苦
し
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

文
久
三
突
亥
年
九
月

御
手
代
様
宛

272

曽
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文
右
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右
衛
門

名
主其
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そ
う
し
た
中
、
慶
応
元
年
一
二
月
一
一
四
日
付
で
組
合
取
締
役
に
対
す
る
免
状
が
下
賜
さ
れ
た
？
現
在
の
と
こ
ろ
一
○
点
の
免
状
を
確
認
し

（
兜
）

て
い
る
。
こ
こ
で
は
東
筋
府
中
通
組
合
の
取
締
役
で
矢
作
村
（
小
田
原
市
）
の
名
主
星
崎
宇
三
郎
に
対
す
る
免
状
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

其
方
儀
、
組
合
取
締
役
申
付
候
以
来
追
々
御
用
筋
多
端
二
相
成
、
其
上
震
風
災
、
度
々
之
水
難
等
二
て
疲
弊
二
お
よ
ひ
候
村
方
も
有

之
、
加
之
引
続
御
用
家
御
用
物
多
分
通
行
、
殊
二
両
度
之
御
上
洛
御
進
発
等
二
て
助
郷
高
掛
拶
敷
難
渋
二
陥
候
中
、
御
上
京

二
付
て
も
夫
役
高
懸
莫
太
之
儀
二
付
、
御
代
官
共
よ
り
申
聞
候
処
：
組
合
限
取
纏
、
追
々
致
上
納
候
儀
、
畢
寛
役
前
厚
相
心
得
、
村
役

人
・
小
前
末
々
迄
申
諭
方
行
届
、
人
気
も
相
進
、
奇
特
之
事
二
付
、
委
細
達
御
聴
二
も
候
へ
依
之
枠
一
代
脇
指
可
差
免
旨
被
仰

出
候
間
、
申
渡
も
の
也

慶
応
元
乙
丑
年
十
二
月
廿
四
日

近
藤
主
馬
⑳
（
花
押
）

郡
権
之
助
⑳
（
花
押
）

山
本
修
理
⑳
（
花
押
）

：
矢
作
村

名
主星

崎
宇
三
郎
と
の
へ

発
給
者
は
郡
奉
行
で
、
他
の
免
状
で
も
文
面
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
小
田
原
藩
に
お
い
て
郡
奉
行
を
発
給
主
体
と
す
る
表
彰
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
忠
真
の
時
代
、
文
政
三
年
一
二
月
に
千
津
島
村
（
南
足
柄
市
）
の
名
主
文
右
衛
門
が
、
一
一
宮
金
次
郎
の
献
策
で
新
た
に

策
定
さ
れ
た
年
貢
斗
升
を
献
上
し
た
功
に
対
し
て
、
一
年
分
の
年
貢
米
の
内
二
俵
を
免
除
さ
れ
た
の
が
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
早
い
例
で

あ
秘
。
こ
れ
が
天
保
期
以
降
に
は
、
次
第
に
脇
指
・
袴
着
用
な
ど
の
免
状
を
下
賜
す
る
も
の
が
一
般
的
と
な
り
、
忠
惑
の
代
に
な
っ
て
そ
の

形
式
が
整
掘
。
そ
の
後
幕
末
に
か
け
、
と
く
に
嘉
永
期
以
降
に
は
乱
発
と
も
い
え
る
ほ
ど
大
量
の
免
状
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
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の
中
で
組
合
取
締
役
が
表
彰
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
し
か
も
こ
の
内
容
か
ら
み
る
限
り
、
当
時
の
組
合
取
締
役
全
員
が
一
斉
に
表
彰
さ
れ

た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
「
組
合
取
締
役
申
付
候
以
来
追
々
御
用
筋
多
端
二
相
成
」
と
い
う
文
言
は
、
次
第
に
役
割
が
増
大
し
て
い

く
取
締
役
の
現
状
を
物
語
っ
て
お
り
、
藩
当
局
も
そ
れ
を
充
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
嘉
永
六
年
の
大
地
震
を

は
じ
め
と
し
て
、
頻
発
す
る
風
害
・
水
害
な
ど
の
災
害
に
よ
る
村
方
の
疲
弊
、
幕
末
の
騒
乱
に
と
も
な
っ
て
増
大
す
る
街
道
の
負
担
、
と
く

に
二
度
に
お
よ
ぶ
将
軍
家
茂
の
上
洛
に
長
州
征
討
の
た
め
の
御
進
発
、
そ
し
て
京
都
守
衛
を
命
じ
ら
れ
た
藩
主
忠
礼
の
上
京
に
と
も
な
う
夫

役
高
掛
の
徴
収
と
続
く
表
彰
の
内
容
は
、
先
の
願
書
の
内
容
と
同
様
で
あ
り
、
願
書
提
出
以
降
の
動
向
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
た
取
締
役
が
果

た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
取
締
役
の
願
書
と
取
締
役
へ
の
免
状
の
内
容
は
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に

藩
の
「
御
用
」
を
遂
行
す
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
も
、
在
地
の
要
求
を
代
表
す
る
存
在
で
も
あ
る
中
間
支
配
機
構
と
し
て
の
取
締
役
の
苦
悩

が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
時
期
に
組
合
取
締
役
が
一
斉
に
表
彰
さ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
小
田
原
藩
の
表

彰
制
度
の
中
で
免
状
が
発
給
さ
れ
る
の
は
基
本
的
に
名
主
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
名
主
層
の
再
編
と
藩
政
へ
の
取
り
込
み
を
意
図

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
上
に
立
つ
組
合
取
締
役
に
対
す
る
一
斉
表
彰
は
、
こ
れ
も
一
面
で
は
懐
柔
策
で
あ
り
、
中

間
層
の
積
極
的
な
抱
え
込
み
策
で
あ
る
が
、
広
域
行
政
の
核
と
し
て
、
も
は
や
そ
れ
を
最
大
限
に
活
用
で
き
な
け
れ
ば
、
地
方
支
配
を
維
持

で
き
な
い
ば
か
り
か
、
過
重
な
軍
役
と
社
会
変
動
の
中
で
藩
の
体
制
そ
の
も
の
が
内
側
か
ら
瓦
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
は
ど
の
藩
で
も
共
通
す
る
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
田
原
藩
の
表
彰
制
度
で
は
、
発
給
さ
れ
る
免
状
の
内
容
に
順
序
が
あ
っ
た
。
功
績
を
積
む
に
し
た
が
っ
て
ま
ず
は
脇
指
御

免
、
次
に
袴
着
用
御
免
、
そ
し
て
苗
字
御
免
の
順
番
で
免
状
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
功
績
を
積
め
ば
、
枠
一
代
脇
指
御
免
↓
枠
一
代
袴
着
用

御
免
と
い
う
よ
う
に
次
代
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
免
状
が
そ
の
代
限
り
の
功
績
と
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
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て
い
る
。
ま
た
、
功
績
の
｛

（
皿
）

と
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

矢
作
村
名
主
星
崎
宇
三
郎
の
場
合
は
枠
一
代
脇
指
御
免
で
あ
っ
た
が
、
他
の
九
例
で
は
脇
指
御
免
が
二
名
、
袴
着
用
御
免
が
三
名
、
苗
字

御
免
が
三
名
、
枠
一
代
袴
着
用
御
免
が
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
功
績
を
重
ね
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
、
脇
指
を
許
さ
れ
た
一
一

名
に
し
て
も
、
そ
の
家
と
し
て
み
れ
ば
以
前
に
免
状
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
功
績
の
内
容
も
「
村
柄
取
直
」
、
前
述

し
た
非
常
備
金
へ
の
献
金
、
藩
主
入
部
に
対
す
る
献
金
、
再
開
発
、
「
助
郷
方
出
精
」
に
「
助
郷
役
場
御
取
締
筋
改
法
」
な
ど
多
方
面
に
わ

た
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
組
合
取
締
役
に
は
そ
う
し
た
負
担
や
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
者
が
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
組
合
取
締
役
に
対
す
る
免
状
一
点
だ
け
が
現
存
し
て
い
る
一
例
を
除
い
た
残
り
の
九
例
の

す
べ
て
が
、
先
述
し
た
器
械
改
め
冥
加
金
献
納
の
功
に
よ
っ
て
、
慶
応
三
年
六
月
二
八
日
付
け
の
免
状
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
そ
の
当
時
も
組
合
取
締
役
を
務
め
て
い
た
人
物
の
免
状
に
は
、
名
主
に
対
す
る
一
般
の
免
状
が
「
其
上
小
前
之
も
の
共
よ
り
多

分
之
金
子
差
上
候
段
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
其
上
組
合
村
々
よ
り
も
多
分
之
金
子
差
上
候
段
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て

区
別
さ
れ
て
い
秘
。
改
め
て
、
取
締
役
に
期
待
さ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

小
田
原
藩
の
場
合
、
行
政
体
と
し
て
の
組
合
村
は
す
で
に
一
八
世
紀
半
ば
の
延
享
期
に
は
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名

称
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
輪
郭
が
明
確
と
な
る
の
は
一
九
世
紀
以
降
、
藩
主
忠
真
の
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は

む
す
び
に
か
え
て

功
績
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、

い
く
つ
か
の
免
許
が
ま
と
め
ら
れ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
帯
刀
が
許
さ
れ
る
こ
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忠
真
が
中
心
と
な
っ
て
推
進
し
た
改
革
の
一
環
と
し
て
、
「
組
合
取
締
役
」
と
呼
ば
れ
る
中
間
支
配
機
構
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
「
取
締
役
」
制
が
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
、
組
合
村
が
行
政
体
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
く
る
の
は
、
次
代
忠
懲
の
治
世
以

降
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
そ
の
過
程
と
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
に
は
大
き

く
一
一
つ
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
一
の
画
期
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
「
役
方
筋
分
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
支
配
機
構
の
組
織
替
え
を
通
し
て
、
報
徳
仕
法
の
導
入

を
含
む
領
内
農
村
の
再
編
強
化
を
標
榛
し
た
も
の
で
、
直
接
的
に
は
天
保
飢
鐘
後
に
お
け
る
村
落
の
救
済
を
契
機
と
し
て
い
た
が
、
長
期
的

に
み
れ
ば
村
借
り
な
ど
に
よ
る
長
年
の
疲
弊
と
そ
れ
に
と
も
な
う
村
々
の
動
揺
を
く
い
止
め
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
改
革
の
推
進
者
で
あ
っ
た
藩
主
忠
真
が
そ
の
中
途
で
死
去
し
た
こ
と
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
嫡
孫
の
忠

惑
が
若
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
当
局
内
部
の
動
揺
を
抑
え
つ
つ
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
新
た
な
指
導
体
制
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
取
締
役
お
よ
び
組
合
村
が
そ
の
中
核
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
過
程
を
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
藩
の
政
策
が
同
時
期
の
幕
府
の
政
策
と
連
動
し
、
不
可
分
の
関
係
と
し

て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
天
保
七
年
頃
か
ら
活
発
化
し
て
く
る
関
東
取
締
出
役
の
活
動
、
そ

し
て
天
保
一
一
一
年
に
は
じ
ま
る
天
保
の
改
革
が
、
藩
当
局
の
そ
う
し
た
意
図
と
絡
み
つ
つ
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
天
保
改
革
に
と
も
な
う
海
防
政
策
の
強
化
は
、
役
方
筋
分
と
な
ら
ん
で
組
合
村
の
組
織
そ
の
も
の
の
改
編
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
の
画
期
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
で
、
一
一
月
に
小
田
原
地
方
を
襲
っ
た
大
地
震
と
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。

一
一
月
の
大
地
震
は
、
そ
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
も
風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
が
頻
発
し
た
こ
と
で
領
内
の
窮
乏

化
が
大
き
く
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
幕
末
～
維
新
期
は
寒
冷
化
に
よ
る
天
候
不
順
が
集
中
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
該
期
の
政
治
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的
・
社
会
的
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
が
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
田
原
藩
の
場
合
も
ま
た
？
海
防
は
も
と
よ
り
、
江
戸
・
京
都
お
よ
び
周
辺
地
域
の
警
備
な
ど
の

軍
役
負
担
や
街
道
の
負
担
な
ど
？
幕
府
か
ら
の
過
重
な
役
儀
が
藩
の
行
財
政
を
大
き
く
圧
迫
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
関
東
の
要
衝

を
守
る
譜
代
藩
と
し
て
の
規
定
要
因
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
藩
当
局
も
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
嘉
永
六
年
の
暮
れ
か
ら
新
た
な
行
財
政

の
改
革
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
地
方
支
配
の
再
編
強
化
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
頻
繁

な
組
織
替
え
や
機
構
改
革
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
混
迷
と
も
い
え
る
状
況
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
は
、
こ

れ
を
補
完
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
取
締
役
１
組
合
村
に
か
か
る
比
重
は
前
代
に
も
増
し
て
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
実
際
、
こ
の
後
幕
末
に
か
け
て
、
そ
の
組
織
自
体
が
三
筋
惣
代
取
締
役
の
設
置
と
こ
れ
を
頂
点
と
し
た
組
合
取
締
役
ｌ
組
合
村
体
制
の

整
備
と
い
う
形
で
大
き
く
進
展
し
て
い
る
。
そ
れ
が
受
け
皿
と
な
り
、
緩
衝
剤
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
取
締
役
Ｉ
組
合
村
の
役
割
・
機
能
・
活
動
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
そ

の
役
割
や
機
能
を
全
般
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
大
き
く
二
つ
の
動
向
に
着
目
し
て
い
る
Ｐ
第
一
は
、
第
一
章
と
の
関
連

か
ら
幕
末
期
に
お
け
る
軍
役
負
担
に
関
す
る
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
と
く
に
本
稿
で
は
そ
の
象
徴
と
し
て
、
夫
役
・
夫
役
金
・
冥
加
金
お
よ

び
農
兵
取
立
の
問
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
夕
そ
の
受
け
皿
と
し
て
の
取
締
役
ｌ
組
合
村
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、

こ
う
し
た
幕
府
か
ら
の
過
重
な
軍
役
負
担
と
こ
れ
を
在
地
へ
と
転
嫁
さ
せ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
が
、
取
締
役
ｌ
組
合
村
体
制
の
組

織
的
・
機
構
的
整
備
を
推
進
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
二
点
目
と
し
て
は
、
取
締
役
ｌ
組
合
村
体
制
が
も
つ
今
一
つ
の
規
定
要
因
と
し
て
、
在
地
救
済
策
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
。
こ
こ
で
は

と
く
に
、
災
害
の
連
続
、
過
重
な
負
担
、
そ
し
て
社
会
変
動
の
増
大
に
対
応
し
た
在
地
救
済
策
と
し
て
？
主
段
講
・
非
常
備
金
と
い
っ
た
融
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通
政
策
の
展
開
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
特
質
を
民
間
資
金
の
積
極
的
な
導
入
・
組
織
化
と
藩
に
よ
る
運
用
、
そ
し
て
そ
れ
ら

を
在
地
へ
と
還
元
・
循
環
さ
せ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
た
。
藩
当
局
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
反
面
で
、
在
地
の
側
に
お
け
る
自

助
努
力
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
財
政
窮
乏
の
中
で
民
間
の
経
済
力
へ
の
依
存
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
の
論
点
か

ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
取
締
役
ｌ
組
合
村
が
在
地
に
お
け
る
運
営
機
関
と
な
る
こ
と
で
実
現
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
組
織
化
・
機
構
化
の
今
一
つ
の
規
定
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
中
間
支
配
機
構
お

よ
び
広
域
行
政
体
が
近
世
後
期
～
幕
末
・
維
新
期
の
社
会
情
勢
の
中
で
、
個
々
の
経
営
や
家
・
村
々
の
「
成
立
」
を
保
障
し
、
管
理
す
る
機

能
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
総
括
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
間
活
力
の
積
極
的
な
導
入
と
組
織
化
に
よ
っ
て
村
落
体
制
を
再

編
・
維
持
さ
せ
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
行
わ
れ
た
組
合
取
締
役
の
一
斉
表
彰
は
、

こ
う
し
た
社
会
状
況
の
中
で
果
た
し
た
そ
の
役
割
に
対
す
る
積
極
的
な
意
義
う
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
確
か
に
中
間
層
の
藩
政
へ
の
取
り
込

み
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
藩
権
力
の
後
退
珂
藩
財
政
の
窮
乏
と
い
う
現
実
の
中
で
、
そ
れ
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
で
の

一
つ
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
近
代
に
連
な
る
形
で
近
世
後
期
の
中
間
層
が
著
し
い
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
済
力
と

と
も
に
、
広
域
行
政
に
対
す
る
広
範
か
つ
必
然
的
な
要
請
が
あ
り
、
幕
藩
領
主
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
地
域
的
差
異
や
置
か
れ
た
状
況
の
差
異

を
越
え
て
、
そ
れ
が
当
該
期
に
共
通
す
る
課
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

藩
政
の
展
開
と
取
締
役
ｌ
組
合
村
の
機
能
・
役
割
と
い
う
課
題
よ
り
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
論
点
は
以
上
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
残
さ

れ
た
課
題
は
、
こ
れ
を
受
け
止
め
る
在
地
の
側
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
一
つ
に
は
村
々
に
お
け
る
合
意
形
成
の
方
法

や
行
財
政
の
処
理
過
程
な
ど
の
具
体
的
な
組
合
村
運
営
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
中
で
取
締
役
や
各
村
の
村
役
人
が

い
か
な
る
意
志
を
形
成
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て
い
く
の
か
。
小
前
百
姓
以
下
の
存
在
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
動
向
を
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多
面
的
に
検
証
し
つ
つ
、
今
一
度
本
稿
の
論
点
と
ぶ
つ
け
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
た
だ
単
に
対
立
す
る
側
面
を
強
調
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
藩
当
局
と
そ
れ
ぞ
れ
の
依
存
関
係
を
含
め
て
総
体
的
に
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
の
試
み

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
末
～
維
新
期
に
お
け
る
地
域
結
合
ｌ
地
域
社
会
の
形
成
と
い
っ
た
問
題
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
日
を
期
し
た
い
。

註
（
１
）

（
２
）
宮
崎
勝
美
「
飛
騨
幕
領
に
お
け
る
惣
代
名
主
制
」
（
『
論
集
き
ん
せ
ど
第
七
号
）
、
同
「
天
明
期
羽
州
村
山
郡
幕
領
の
石
代
納
闘
争
と
惣
代

名
主
制
」
（
『
日
本
近
世
史
論
叢
下
』
吉
川
弘
文
館
）
、
前
田
美
佐
子
「
摂
河
泉
幕
領
に
お
け
る
郡
中
惣
代
制
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
一
○
七
号
）
、
山
崎
圭
「
幕
末
に
お
け
る
郡
中
取
締
役
の
成
立
と
地
域
ｌ
信
濃
国
佐
久
郡
岩
村
阿
部
氏
の
動
向
ｌ
」
（
『
史
料
館
紀
要
』
第
三

一
号
）
、
同
「
信
州
藩
領
に
お
け
る
地
域
支
配
と
陣
屋
元
村
名
主
・
郡
中
代
」
含
史
学
雑
誌
」
第
一
○
九
編
第
八
号
）
な
ど
。

（
３
）
淫
登
寛
聡
「
近
世
初
期
の
国
制
と
『
領
」
域
支
配
ｌ
『
徳
川
政
権
』
関
八
州
支
配
の
成
立
過
程
を
中
心
に
Ｉ
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第

一
五
号
）
、
同
「
三
田
領
の
成
立
と
地
域
秩
序
」
（
『
歴
史
手
帖
」
第
一
三
巻
一
一
一
号
）
、
大
石
学
「
近
世
江
戸
周
辺
農
村
の
機
能
と
性
格
ｌ
武

州
野
方
領
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
八
年
度
）
、
岩
田
浩
太
郎
「
関
東
郡
代
と
『
領
」
ｌ
江
戸
周

辺
の
地
域
編
成
の
特
質
ｌ
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
六
号
）
、
熊
沢
徹
「
江
戸
の
下
肥
値
下
げ
運
動
と
領
々
惣
代
」
（
『
史
学
雑
誌
」
第
九

久
留
島
浩
「
郡
中
惣
代
の
機
能
に
つ
い
て
」
（
「
信
濃
』
第
三
○
巻
第
五
・
六
号
）
、
同
「
長
州
戦
争
と
備
中
の
幕
領
１
幕
領
に
お
け
る
中
間

支
配
機
構
の
考
察
」
（
「
史
学
雑
誌
」
第
九
○
編
第
九
号
）
、
同
「
直
轄
県
に
お
け
る
組
合
村
ｌ
惣
代
庄
屋
制
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一

九
八
二
年
度
別
冊
特
集
）
、
同
三
地
方
税
」
の
歴
史
的
前
提
ｌ
郡
中
入
用
・
組
合
入
用
か
ら
民
費
、
地
方
税
へ
ｌ
」
（
『
歴
史
学
研
究
」
六
五

二
号
）
な
ど
。
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四
巻
四
号
）
、
同
「
江
戸
周
辺
農
村
に
お
け
る
『
領
」
と
『
触
次
』
制
ｌ
武
蔵
国
荏
原
郡
六
郷
領
の
事
例
を
も
と
に
ｌ
」
（
『
論
集
き
ん
せ
ど

第
九
号
）
、
小
松
修
「
割
元
役
と
組
合
村
制
の
成
立
Ｉ
上
州
山
中
領
の
場
合
ｌ
」
舎
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
八
号
）
、
佐
藤
孝
之
「
近
世
前

期
の
『
領
』
支
配
と
割
本
制
Ｉ
上
州
山
中
領
を
事
例
に
ｌ
Ｌ
（
『
地
方
史
研
究
』
第
一
一
一
○
号
）
、
同
「
上
州
山
中
領
に
お
け
る
割
元
制
と
組
合

村
」
含
群
馬
歴
史
民
俗
』
第
一
一
一
号
）
な
ど
。
な
お
、
佐
藤
氏
は
関
東
以
外
の
事
例
と
し
て
、
遠
江
国
に
お
け
る
「
領
」
に
つ
い
て
も
検
討
を

加
え
て
い
る
弓
近
世
前
期
の
広
域
村
落
支
配
と
『
領
』
」
『
国
史
学
」
第
一
一
三
号
）
。

（
４
）
米
崎
情
実
「
改
革
組
合
村
の
構
造
ｌ
武
州
多
摩
郡
日
野
宿
組
合
村
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
村
上
直
編
『
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
関
東
」
吉
川

（
５
）
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
と
し
て
、
水
本
邦
彦
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
」
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
薮
田
貫
『
国
訴
と
百
姓
一
摸
の
研
究
」

（
校
倉
書
房
）
、
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
）
、
岩
城
卓
一
一
「
近
世
村
落
の
展
開
と
支
配
構
造
ｌ
『
支
配
国
』

に
お
け
る
用
達
を
中
心
に
ｌ
Ｌ
（
「
日
本
史
研
究
」
第
三
五
五
号
）
、
同
「
上
方
八
カ
国
幕
領
支
配
に
つ
い
て
」
（
有
阪
隆
道
先
生
古
希
記
念
会

編
『
日
本
文
化
史
論
集
』
同
朋
舎
出
版
）
、
同
ヨ
御
用
』
請
負
人
と
近
世
社
会
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
七
号
）
な
ど
が
あ

る
。

（
６
）
志
村
洋
「
越
後
地
主
地
帯
の
大
庄
屋
制
支
配
」
（
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
米
作
単
作
地
帯
の
村
落
社
会
』
岩
田
書
院
）
、
同
「
藩
領
国
下
の
地

域
社
会
」
（
渡
辺
尚
志
編
『
新
し
い
近
世
史
４
村
落
の
変
容
と
地
域
社
会
」
新
人
物
往
来
社
）
、
同
「
幕
末
期
松
本
藩
組
会
所
と
大
庄
屋
・
『
惣

代
庄
屋
匿
（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
的
権
力
ｌ
権
威
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
ｌ
』
山
川
出
版
社
）
、
定
兼
学
「
近
世
中
後
期
に
お
け

る
地
域
形
成
の
一
側
面
」
（
『
史
学
研
究
』
第
二
○
七
号
）
、
胡
光
「
近
世
村
入
用
と
地
域
秩
序
Ｉ
近
世
中
後
期
伊
予
西
条
藩
領
を
中
心
と
し

て
」
含
九
州
史
学
』
第
一
○
六
号
）
な
ど
。

（
７
）
研
究
史
の
論
点
や
ま
と
め
に
つ
い
て
は
、
久
留
島
浩
「
村
と
村
の
関
係
ｌ
組
合
村
（
村
連
合
）
研
究
ノ
ー
ト
ー
」
（
雇
史
公
論
』
第
九
号
）
、

米
崎
清
実
記

弘
文
館
）
な
ど
。
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熊
漂
徹
「
組
合
村
（
村
連
合
）
」
含
日
本
歴
史
大
系
」
３
近
世
、
（
山
川
出
版
社
）
、
渡
辺
尚
志
「
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
」
（
「
歴
史
科
学
と
教

育
』
第
一
○
号
）
、
同
『
近
世
村
落
の
特
質
と
展
開
』
（
校
倉
書
房
）
、
大
塚
英
二
「
郡
中
議
定
に
な
ぜ
注
目
す
る
の
か
」
（
『
新
視
点
日
本
の
歴

史
５
近
世
編
」
新
人
物
往
来
社
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
一
九
九
五
年
一
一
月
一
一
一
日
に
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
第
九
三
回
史
学
会
大
会
・
日
本
史
部
会
（
近
世
）
に
お
い
て
「
社
会
的
権
力
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
的
権
力
ｌ
権
威
と
へ
ゲ
モ
ニ
ー
ｌ
」
（
山

川
出
版
社
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
吉
田
氏
は
、
近
年
の
地
域
社
会
論
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
社
会
的
権
力
と
い
う
視
点
を

導
入
す
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
今
社
会
的
権
力
論
ノ
ー
ト
」
）
、
久
留
島
氏
は
、
藩
領
に
お
け
る
大
庄
屋
研
究
の
進
展
を
受
け
、
自
ら
の

幕
領
に
お
け
る
惣
代
庄
屋
研
究
と
合
わ
せ
て
そ
の
論
点
の
整
理
を
行
い
つ
つ
、
こ
れ
ら
中
間
支
配
機
構
研
究
を
社
会
的
権
力
論
で
読
み
直
す

視
点
を
提
示
さ
れ
て
い
る
（
「
『
中
間
支
配
機
構
」
を
『
社
会
的
権
力
』
論
で
読
み
直
す
Ｉ
惣
代
庄
屋
と
大
庄
屋
の
『
間
』
Ｉ
」
）
。
い
ず
れ
も
今

後
の
研
究
を
展
望
し
て
い
く
上
で
示
唆
的
な
論
考
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
両
者
が
佐
々
木
潤
之
介
氏
の
村
方
地
主
論
、
豪
農
論
、
豪
農
的
社

会
権
力
論
な
ど
（
佐
々
木
『
幕
末
社
会
論
』
塙
書
房
、
同
『
世
直
し
」
岩
波
新
書
、
同
「
幕
末
社
会
の
展
開
』
岩
波
書
店
）
に
触
れ
て
、
批
判

的
に
再
検
討
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
近
年
の
中
間
層
研
究
が
中
間
支
配
機
構
研
究
と
し
て
、
主
に
そ
の
行
政
的
側
面
が
重
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
地
域
社
会
の
全
体
的
な
把
握
の
た
め
に
は
、
佐
々
木
氏
が
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
、
と

く
に
そ
の
経
済
的
諸
側
面
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
有
機
的
な
連
関
ｌ
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
は
い
ま
だ
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
９
）
薮
田
貫
「
「
御
館
入
与
力
」
に
つ
い
て
ｌ
『
支
配
国
」
と
領
主
制
ｌ
」
含
日
本
史
研
究
』
第
四
一
○
号
）
、
山
崎
善
弘
「
近
世
後
期
に
お
け

る
領
主
支
配
の
転
換
と
『
取
締
役
」
制
」
（
関
東
近
世
史
研
究
会
編
『
近
世
の
地
域
編
成
と
国
家
Ｉ
関
東
と
畿
内
の
比
較
か
ら
ｌ
坐
岩
田
書

院
、画〆

０
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（
Ⅲ
）
小
田
原
藩
の
海
防
問
題
に
つ
い
て
は
、
下
重
清
「
小
田
原
藩
の
海
防
ｌ
非
常
時
出
兵
体
制
か
ら
浦
固
め
体
制
へ
の
変
遷
ｌ
」
含
地
方
史
研

究
』
第
二
五
四
号
）
、
同
「
嘉
永
～
安
政
期
の
小
田
原
藩
の
海
防
ｌ
武
備
強
化
の
様
相
と
夫
人
足
の
徴
発
ｌ
」
含
小
田
原
地
方
史
研
究
」
第
一

九
号
）
に
詳
し
い
。

（
、
）
（
ｕ
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
（
『
お
だ
わ
ら
ｌ
歴
史
と
文
化
」
第
八
号
）
。

重
）
十
ケ
年
御
勝
手
向
改
革
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
俸
禄
米
問
題
と
行
財
政
の
改
革
」
（
森
山
恒
雄
教
授
退
官
記
念
論
文
集

刊
行
会
編
『
地
域
史
研
究
と
歴
史
教
育
」
熊
本
文
化
出
版
文
化
会
館
）
参
照
の
こ
と
。

（
Ⅲ
）
忠
真
の
改
革
に
お
け
る
最
重
要
課
題
は
藩
財
政
の
再
建
に
あ
り
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
註
（
咽
）
拙
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
ｐ
そ
れ

だ
け
に
忠
真
死
去
後
の
財
政
再
建
問
題
を
中
心
と
し
た
藩
政
の
動
向
を
究
明
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
別
稿
を
準
備
し
た
い
。

（
過
）
『
南
足
柄
市
史
」
２
資
料
編
近
世
（
１
）
史
料
一
二
（
以
下
『
南
足
柄
市
史
」
２
史
料
一
二
な
ど
と
略
記
）
。

（
恥
）
「
小
田
原
市
史
』
史
料
編
近
世
Ⅲ
藩
領
２
史
料
九
（
以
下
『
小
田
原
市
史
」
近
世
Ⅲ
史
料
九
な
ど
と
略
記
）
・
卜

（
Ⅳ
）
「
小
田
原
市
市
星
近
世
Ⅲ
史
料
一
三
。

（
肥
）
（
四
）
前
掲
註
（
、
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
。
．

（
釦
）
天
保
九
年
二
月
「
以
書
付
御
願
申
上
候
事
」
小
田
原
市
府
川
稲
子
正
治
家
文
書
。

（
凪
）
組
合
取
締
役
は
通
常
一
組
合
に
つ
き
一
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
二
名
が
勤
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
事
例
は
ほ
か
に
み
ら
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
は
穴
部
組
合
の
取
締
役
が
与
一
郎
か
ら
佐
一
郎
に
交
代
す
る
た
め
の
臨
時
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
躯
）
「
南
足
柄
市
史
」
２
史
料
一
一
一
一
七
。
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
一
六
巻
四
一
一
・
五
一
頁
。

（
躯
）
『
秦
野
市
史
』
第
三
巻
近
世
史
料
２
史
料
一
三
（
以
下
『
秦
野
市
史
」
三
史
料
一
一
一
一
な
ど
と
略
記
）
な
ど
。

282



（
型
）
弘
化
四
年
二
月
「
御
配
府
其
外
諸
事
控
」
南
足
柄
市
役
所
蔵
。

（
弱
）
拙
稿
「
若
者
仲
間
と
若
者
条
目
」
会
史
談
足
柄
』
第
二
八
集
）
。

（
恥
）
『
南
足
柄
市
史
」
３
史
料
五
一
・

（
”
）
「
南
足
柄
市
史
』
３
史
料
五
四
。

（
肥
）
松
尾
公
就
「
小
田
原
藩
政
の
展
開
と
報
徳
仕
法
（
六
）
」
（
『
か
い
ぴ
や
く
』
第
五
四
五
号
）
。
松
尾
氏
は
こ
の
論
文
（
二
～
（
一
○
）
を
『
か

い
び
や
く
」
第
五
三
八
号
か
ら
第
五
五
一
号
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
と
藩
政
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
史
料
の
解
釈

や
位
置
づ
け
を
含
め
て
、
な
お
検
討
す
る
課
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
第
一
に
、
藩
政
に
関
す
る
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
た
た

め
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
藩
政
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
稿
を
準
備
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
空
天
保
一
二
年
六
月
「
出
郷
中
雑
記
」
報
徳
博
物
館
蔵
。
こ
の
「
出
郷
中
雑
記
」
に
つ
い
て
は
、
松
尾
公
就
氏
が
『
か
い
び
や
く
」
第
五
五

五
号
～
第
五
五
七
号
に
書
き
下
し
文
を
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
釦
）
天
保
八
年
三
月
「
御
仁
恵
御
下
金
割
賦
頂
戴
帳
」
「
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
一
五
巻
四
一
五
頁
。
前
掲
註
（
肥
）
松
尾
「
小
田
原
藩
政
の
展
開
と

（
皿
）
天
保
九
年
二
月
「
組
合
取
締
役
之
者
よ
り
差
出
候
書
付
中
筋
掛
り
」
『
二
宮
尊
徳
全
集
」
第
一
六
巻
。

（
躯
）
天
保
九
年
一
二
月
「
御
掛
り
様
よ
り
御
配
府
面
之
写
」
小
田
原
市
府
川
稲
子
正
治
家
文
書
。

（
銘
）
大
口
勇
次
郎
「
天
保
七
年
「
旧
弊
改
革
」
と
関
東
取
締
出
役
」
（
『
信
濃
』
四
○
巻
三
号
）
。
『
寒
川
町
史
』
３
資
料
編
近
世
（
３
）
第
二
章

寄
場
組
合
へ
の
通
達
、
筆
者
解
説
部
分
参
照
の
こ
と
（
以
下
『
寒
川
町
史
」
３
と
略
記
）
。
な
お
近
年
、
吉
岡
孝
氏
に
よ
っ
て
、
関
東
取
締
出

役
設
置
の
目
的
を
従
来
の
警
察
機
能
と
し
て
で
は
な
く
、
身
分
統
制
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
点
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、

注
目
さ
れ
る
（
「
近
世
後
期
関
東
に
お
け
る
長
脇
差
禁
令
と
文
政
改
革
」
「
史
潮
』
新
四
三
、
同
「
関
東
取
締
出
後
成
立
に
つ
い
て
の
再
検
討
」

天
保
八
年
三
月
「
御
炉

報
徳
仕
法
（
五
）
」
参
照
。
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前
掲
註
（
ｕ
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
。

天
保
一
三
年
五
月
「
組
合
取
締
議
定
書
」
大
井
町
篠
窪
小
島
睦
夫
家
文
書
。

天
保
一
三
年
一
○
月
「
先
年
よ
り
追
々
被
仰
出
書
」
開
成
町
岡
野
内
田
元
雄
家
文
書
な
ど
。

魂
）
拙
稿
「
天
保
期
の
幕
府
鉄
砲
改
め
に
つ
い
て
ｌ
小
田
原
藩
領
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
（
『
湘
南
史
学
」
東
海
大
学
大
学
院
，
第
一
○
号
）
。

禿
）
多
仁
照
広
「
若
者
仲
間
の
歴
史
』
（
日
本
青
年
館
）
。
大
口
勇
次
郎
「
関
東
取
締
出
役
に
つ
い
て
」
（
「
寒
川
町
史
」
３
解
説
）
。

誌
）
な
お
、
鉄
砲
改
め
以
外
の
酒
造
調
査
や
奇
特
人
の
調
査
と
い
っ
た
政
策
に
つ
い
て
も
組
合
村
ｌ
組
合
取
締
役
が
そ
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
ｐ
註
（
翌
拙
稿
「
天
保
期
の
幕
府
鉄
砲
改
め
に
つ
い
て
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
訂
）
内
田
哲
夫
『
小
田
原
藩
Ｉ
士
農
工
商
の
生
活
史
ｌ
坐
（
有
隣
新
書
）
。

（
翌
『
小
田
原
市
史
』
近
世
Ⅲ
史
料
一
八
。

〆室、〆‐、グー、〆‐、〆~、グーへ〆画、〆ー、〆ｰ、〆ー、〆ー、〆‐、グー、

４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０３９３８３７
、ご〆、＝〆 、 － 〆 、 = 〆 、 ‐ 〆 、 画＝、＝〆、＝〆、－〆、-″、＝〆、＝〆、＝〆

『
日
本
歴
史
」
第
六
三
一
号
）
。

『
小
田
原
市
史
』
近
世
Ⅲ
史
料
一

『
小
田
原
市
史
」
近
世
Ⅲ
史
料
一

「
小
田
原
市
史
』
近
世
Ⅲ
史
料
一

『
御
殿
場
市
史
」
第
一
巻
六
六
（

『
南
足
柄
市
史
』
３
史
料
二
一
一

「
小
田
原
市
史
』
近
世
Ⅲ
史
料
・

「
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
５
史
蝉

『
寒
川
町
史
』
３
史
料
一
四
二
。
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『
南
足
柄
市
史
」
３
史
料
二
一
四
。

近
世
Ⅲ
史
料
一
六
四
。

近
世
Ⅲ
史
料
一
六
五
。

第
一
巻
六
六
○
頁
９

近
世
Ⅲ
史
料
一
○
七
。

資
料
編
５
史
料
二
三
○
、

一

一

。

『
秦
野
市
史
』
三
史
料
二
○
な
ど
。



（
卵
）
「
寒
川
町
史
」
３
史
料
一
五
○
。

（
別
）
前
掲
註
（
Ⅲ
）
下
重
「
小
田
原
藩
の
海
防
」
。

（
腿
）
嘉
永
六
年
二
月
「
御
取
締
之
儀
二
付
被
仰
出
候
控
」
小
田
原
市
立
図
書
館
有
信
会
文
庫
。

壷
）
「
近
世
小
田
原
史
稿
本
下
」
小
田
原
市
立
図
書
館
片
岡
文
書
。

（
壁
前
掲
註
（
咽
）
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
俸
禄
米
問
題
と
行
財
政
の
改
革
」
。
嘉
永
六
年
の
臨
時
取
締
り
仕
法
と
俸
禄
米
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
別
稿
を
準
備
し
た
い
。

（
亜
『
開
成
町
史
」
資
料
編
古
代
・
中
世
・
近
世
（
１
）
史
料
六
。
Ｌ

（
弱
）
．
代
記
」
小
田
原
市
立
図
書
館
有
信
会
文
庫
ｐ

（
師
）
。
代
記
」
。
な
お
、
』
」
の
日
小
田
原
藩
の
軍
制
と
し
て
越
後
流
軍
制
を
採
用
す
る
こ
と
と
、
藩
校
諸
稽
古
所
の
職
員
の
順
席
を
改
正
す
る

こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註
記
「
近
世
小
田
原
史
稿
本
下
」
）
。

（
記
）
『
御
殿
場
市
史
』
第
一
巻
史
料
八
一
一
三
。

（
弱
）
前
掲
註
（
弱
）
ヨ
代
記
」
ｆ

（
帥
）
『
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
』
２
～
３
。

（
田
）
「
吉
岡
由
緒
書
」
兵
庫
県
川
西
市
吉
岡
偉
略
家
文
書
。

（
聖
慶
応
三
年
正
月
「
御
配
府
其
外
諸
事
控
」
南
足
柄
市
役
所
蔵

（
銘
）
「
湯
河
原
町
史
』
第
一
巻
原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
資
料
編
近
世
史
料
一
○
一
な
ど
。

（
“
）
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
矢
野
家
文
書
。
な
お
、
湯
本
村
の
名
主
九
蔵
は
、
二
宮
尊
徳
の
高
弟
と
し
て
著
名
な
福
住
正
兄
そ
の
人
で
あ

る
。
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（
価
）
三
筋
惣
代
取
締
役
に
関
す
る
以
上
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
の
矢
野
家
文
書
に
収
め
ら
れ
た
横
帳
類
を
分
析
し

（
髄
）
弘
化
二
年
～
慶
応
四
年
各
年
「
御
配
府
諸
事
控
帳
」
南
足
柄
市
役
所
蔵
。
以
下
本
章
の
史
料
に
つ
い
て
、
と
く
に
断
ら
な
い
場
合
は
、
こ

の
雨
坪
村
の
「
配
府
帳
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
師
）
雨
坪
村
は
、
中
筋
中
沼
組
合
に
属
し
て
お
り
、
役
方
筋
分
後
の
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
頃
か
ら
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
頃
ま
で
は
弘
西
寺

村
（
南
足
柄
市
）
の
名
主
猪
野
右
衛
門
が
組
合
取
締
役
を
勤
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
若
干
空
白
期
間
が
あ
っ
て
確
認
で
き
な
い
が
、
弘
化
四
年

に
は
中
沼
村
（
南
足
柄
市
）
の
名
主
田
造
と
交
代
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
万
延
元
年
（
一
八
六
○
）
八
月
に
田
造
の
退
役
に
し
た
が
っ
て

体
の
田
造
が
こ
れ
を
継
ぎ
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
は
雨
坪
村
の
名
主
矢
野
七
兵
衛
が
勤
め
て
い
た
。

（
銘
）
前
掲
註
（
ｕ
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
。

（
的
）
安
政
四
年
「
御
配
府
留
日
郷
用
覚
帳
」
開
成
町
宮
台
草
柳
才
助
家
文
書
な
ど
。

（
、
）
小
田
原
藩
の
組
合
村
は
、
明
和
期
頃
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
会
神
奈
川
県
史
」
通
史
編
近
世
２
な
ど
）
、
実

際
、
各
村
の
「
配
府
帳
」
な
ど
に
よ
る
と
、
す
で
に
延
享
期
頃
に
は
夫
中
間
割
な
ど
と
か
か
わ
っ
て
組
合
村
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
（
延
享
四
年
正
月
「
卯
年
御
用
村
次
御
配
符
書
留
」
山
北
町
皆
瀬
川
井
上
安
司
家
文
書
）
。
組
合
村
設
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
阿

部
昭
氏
が
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が
（
阿
部
「
近
世
中
期
村
社
会
の
動
揺
と
そ
の
再
編
ｌ
小
田
原
藩
領
西
相
模
地
方
の
地
域
社
会
の
構
造
を

中
心
に
ｌ
」
『
お
だ
わ
ら
Ｉ
歴
史
と
文
化
Ｉ
坐
第
八
号
）
、
本
稿
で
指
摘
し
た
問
題
を
含
め
て
、
今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
、
）
前
掲
註
（
Ⅲ
）
下
重
「
嘉
永
～
安
政
期
の
小
田
原
藩
の
海
防
」
。
ｗ

（
祖
）
『
平
塚
市
史
』
２
資
料
編
近
世
１
史
料
二
七
。

（
門
）
『
大
磯
町
史
』
２
資
料
編
近
世
（
２
）
史
料
一
一
三
七
。

て
抽
出
し
た
。
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（
別
）
元
治
元
年
二
月
「
殿
様
上
京
二
付
使
役
金
取
立
帳
」
大
磯
町
波
多
野
正
之
家
文
書
。
：

（
迄
「
南
足
柄
市
史
」
２
史
料
七
九
Ｐ

（
乃
）
慶
応
二
年
二
月
一
八
日
「
冥
加
金
被
仰
付
候
節
被
仰
渡
書
控
」
南
足
柄
市
壊
下
加
藤
英
男
家
文
書
。

（
両
）
「
小
田
原
市
史
」
近
世
Ⅲ
史
料
二
七
八
～
二
八
五
な
ど
。

（
泥
）
『
小
田
原
市
史
』
近
世
Ⅲ
史
料
三
○
三
。

（
門
）
慶
応
四
年
正
月
「
当
辰
御
配
府
御
用
控
帳
」
開
成
町
宮
台
草
柳
才
助
家
文
書
。

（
別
）
慶
応
四
年
正
月
「
御
配
府
諸
事
控
帳
」
南
足
柄
市
役
所
蔵
。

（
別
）
前
掲
註
（
ｕ
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
お
よ
び
註
（
旧
）
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
俸
禄
米
問
題
と

行
財
政
の
改
革
」
。
文
化
・
文
政
期
の
積
金
趣
法
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
た
い
。

（
理
「
南
足
柄
市
史
」
３
史
料
二
○
六
、
『
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
』
２
～
３
な
ど
。

（
理
前
掲
註
（
ｕ
）
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
田
原
藩
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」
。

（
別
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
』
２
～
３
。

（
開
）
嘉
永
四
年
一
○
月
「
趣
段
講
掛
金
請
取
通
」
南
足
柄
市
苅
野
武
井
重
雄
家
文
書
。

（
稲
）
安
政
六
年
六
月
「
難
村
趣
段
積
金
講
企
帳
」
南
足
柄
市
役
所
蔵
。

（
師
）
明
治
元
年
一
二
月
「
御
趣
段
講
初
会
掛
金
取
立
帳
」
南
足
柄
市
壌
下
加
藤
頼
一
家
文
書
。

（
脇
）
文
久
元
年
八
月
「
組
合
手
段
糠
無
尽
連
名
帳
」
南
足
柄
市
弘
西
寺
実
方
正
作
家
文
書
。

（
聖
嘉
永
七
年
七
月
「
非
常
備
金
高
軒
別
掛
銭
主
段
帳
」
大
井
町
山
田
了
義
寺
蔵
。

（
卯
）
『
秦
野
市
史
」
３
史
料
一
七
五
。

287小田原藩における「取締役」制の展開と組合村（馬場）



〆ー、〆ー、〆ー、〆室、〆室、〆‐へ〆画、〆‐、〆ー、グーへ

ｌＯＯ９９９８９７９６９５９４９３９２９１
、ご〆、一、-″、と〆、－〆、＝〆、＝〆、＝〆、＝〆、＝〆

（
Ⅲ
）
小
田
原
藩
の
免
状
に
つ
い
て
は
、
『
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
５
、
『
小
田
原
市
史
』
史
料
編
近
世
Ⅲ
、
「
南
足
柄
市
史
』
２
、
『
南
足
柄
市
の

明
細
帳
』
上
下
、
『
開
成
町
史
」
資
料
編
近
世
（
１
）
な
ど
に
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
血
）
現
段
階
で
帯
刀
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
嘉
永
三
年
の
板
橋
村
紺
屋
頭
津
田
藤
兵
衛
（
其
身
一
代
帯
刀
御
免
「
小
田
原
市

史
」
近
世
Ⅲ
史
料
一
九
八
）
、
明
治
二
年
の
小
田
原
中
宿
町
大
名
主
格
町
年
寄
小
西
治
郎
左
衛
門
（
代
々
帯
刀
御
免
（
「
同
書
」
史
料
三
一
三
）
、

慶
応
元
年
の
大
磯
宿
問
屋
名
主
兼
帯
鈴
木
定
右
衛
門
（
帯
刀
御
免
『
大
磯
町
史
」
２
資
料
編
近
世
（
２
）
史
料
一
一
三
三
）
、
同
三
年
の
山
王
原
村

名
主
神
保
忠
右
衛
門
（
帯
刀
御
免
小
田
原
市
立
図
書
館
蔵
）
の
四
例
の
み
で
あ
る
。
基
本
的
に
小
田
原
や
大
磯
な
ど
の
町
方
の
役
人
が
主
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
山
王
原
村
の
神
保
忠
右
衛
門
は
、
当
時
三
筋
惣
代
取
締
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
帯

刀
・
苗
字
と
い
っ
た
問
題
は
、
身
分
制
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
註
（
８
）
久
留
島
弓
中
間
支
配
機
構
」
を

「
社
会
的
権
力
」
論
で
読
み
直
す
」
）
、
小
田
原
藩
の
場
合
、
と
く
に
帯
刀
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
概
し
て
免
状
の
発
給

『
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
三
九
～
一
一
四
四
な
ど
。

「
小
田
原
市
史
』
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
三
六
。

元
治
元
年
三
月
「
非
常
備
金
主
段
目
論
見
帳
」
山
北
町
皆
瀬
川
井
上
安
司
家
文
書
。

深
谷
克
己
「
百
姓
成
立
」
（
校
倉
書
房
）
。
こ
こ
で
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
「
百
姓
成
立
」
の
一
つ
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
四
六
。

文
久
三
年
二
月
「
諸
事
書
類
袋
」
開
成
町
金
井
島
瀬
戸
洋
子
家
文
書
。

『
小
田
原
市
史
』
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
六
九
。

『
秦
野
市
史
』
３
史
料
一
九
九
。

「
南
足
柄
市
史
」
２
一
三
七
。
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が
多
い
割
り
に
は
、
他
藩
に
比
べ
て
身
分
的
特
権
が
低
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
嘉
永
六
年
に
下
田
へ
の
海
防
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
村

筒
が
、
他
藩
に
比
べ
て
身
分
的
な
地
位
が
低
い
こ
と
を
訴
え
た
願
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
今
後
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
（
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
一
七
）
。

（
Ⅲ
）
『
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
二
七
八
・
二
七
九
な
ど
。

〔
付
記
〕
本
論
文
は
二
○
○
○
年
二
月
に
脱
稿
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
後
も
中
間
支
配
機
構
ｌ
広
域
行
政
そ
し
て
地
域
社
会
論
に
関

す
る
研
究
は
深
化
を
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
状
況
を
勘
案
し
て
も
、
本
稿
の
課
題
設
定
や
論
旨
・
構
成
な
ど
に
つ
い
て
大
幅
に
手

を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
文
章
を
手
直
し
し
た
以
外
は
基
本
的
に
執
筆
当
時
の
ま
ま
と
し
、
そ
の
後
の
研
究
に
つ

い
て
も
そ
の
い
く
つ
か
を
註
で
示
す
に
と
ど
め
た
。
た
だ
、
と
く
に
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
山
崎
善
弘
氏
「
近
世
後
期
に
お
け
る
領
主
支

配
の
実
現
と
中
間
支
配
機
構
」
（
『
日
本
史
研
究
」
第
四
七
五
号
、
二
○
○
一
一
）
と
、
、
山
本
英
二
氏
「
近
世
の
村
と
由
緒
」
（
『
歴
史
評
論
」
第
六

三
五
号
、
一
一
○
○
三
）
の
一
一
論
文
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

山
崎
氏
は
「
百
姓
成
立
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
領
主
支
配
の
実
現
と
地
域
社
会
の
動
向
と
の
関
連
性
を
中
間
支
配
機
構
を
媒
介
と
し
て
追

求
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
観
点
や
論
点
は
本
稿
と
も
か
な
り
重
な
る
部
分
が
多
い
。
ま
た
山
本
氏
は
、
近
世
後
期
の
地
域
社
会
で
は
、
中
間
層

の
行
財
政
的
成
長
が
進
む
一
方
で
、
「
由
緒
の
大
衆
化
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
同
時
並
行
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
相
克
に
注
目
さ
れ
て
い

る
。
近
年
の
中
間
支
配
機
構
研
究
と
由
緒
論
研
究
の
深
化
を
統
合
的
に
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
久
留
島
浩

氏
は
自
身
の
研
究
の
成
果
を
『
近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
二
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
研
究
の
総

括
も
次
第
に
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
の
課
題
と
し
て
改
め
て
取
り
組
ん

で
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
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